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鋸南町告示第９号 

 

 

令和３第１回鋸南町議会定例会を、次のとおり招集する。  

 

 令和３年２月２６日  

 

 

鋸南町長  白 石  治 和 

 

１． 期 日  令和３年３月２日（火） 午前１０時 

２． 場 所  鋸南町役場議場 
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令 和 ３ 年 第 １ 回 鋸 南 町 議 会 定 例 会 議 事 日 程 〔 第 １ 号 〕 

 

令和３年３月２日 午前１０時開会 

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  会期の決定 

日 程 第 ３  諸般の報告 

日 程 第 ４  一 般 質 問 [２名] 

① ３番 竹田 和明 議員 

② １番 笹生あすか 議員 

 

日 程 第 ５  発議案第１号  議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の制定につ

いて 

日 程 第 ６  議 案 第 １ 号  専決処分の承認を求めることについて（令和３年度鋸

南町一般会計補正予算（第６号）について） 

日 程 第 ７  議 案 第 ２ 号  町長等の給料月額の特例に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日 程 第 ８  議 案 第 ３ 号  鋸南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日 程 第 ９  議 案 第 ４ 号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０  議 案 第 ５ 号  職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第１１  議 案 第 ６ 号  鋸南町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１２  議 案 第 ７ 号  鋸南町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３  議 案 第 ８ 号  鋸南町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１４  議 案 第 ９ 号  鋸南町豊かなまちづくり寄付金条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第１５  議案第１０号  安房郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する

規約の制定に関する協議ついて 

日程第１６  議案第１１号  木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房

総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の一部

を改正する規約の制定に関する協議について 

日程第１７  議案第１２号  特定事業に係る変更契約の締結について 

日程第１８  議案第１３号  財産の取得について（都市交流施設周辺整備事業） 



 

 

- 3 – 

                          令和３年第１回鋸南町議会定例会（３月） 

 

 

日程第１９  議案第１４号  指定管理者の指定について（鋸南町ボランティアセン

ター） 

日程第２０  議案第１５号  指定管理者の指定について（町営保田漁港公示施設） 

日程第２１  議案第１６号  町道の路線認定について 

 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

 

出席議員（１１名） 

１ 番 笹 生 あ す か 議員  ２ 番 早 川  正 也 議員 

３ 番 竹 田  和 明 議員  ４ 番 大 塚   昇 議員 

５ 番 青 木  悦 子 議員  ６ 番 笹 生  久 男 議員 

７ 番 渡 邉  信 廣 議員  ８ 番 小 藤 田 一 幸 議員 

９ 番 鈴 木  辰 也 議員  11 番 笹 生  正 己 議員 

12 番 平 島 孝 一 郎 議員    

 

欠席議員（なし） 

     

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 白 石  治 和  副 町 長 内 田  正 司 

教 育 長 富 永  安 男  総 務 企 画 課 長 平 野  幸 男 

税 務 住 民 課 長 加 藤  芳 博  保 健 福 祉 課 長 杉 田  和 信 

地 域 振 興 課 長 飯 田   浩  教 育 課 長 福 原  規 生 

建 設 水 道 課 長 平 嶋   隆  会 計 管 理 者 寺 本  幸 弘 

総 務 管 理 室 長 安 田  隆 博  監 査 委 員 柴 本  健 二 

 

 

本会議に職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局 

事 務 局 長 笹 生  矩 義    
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……… 開 会・午前１０時００分 ……… 

〔開会のベルが鳴る〕 

 

    ◎開会の宣言 

 

○議長（青木悦子） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１１名です。 

 定足数に達しておりますので、令和３年第１回鋸南町議会定例会を開会致します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議案の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 配付漏れなしと認めます。 

 

 

     ◎会議録署名議員の指名 

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を致します。 

  今定例会の会議録署名議員は会議規則第１２７条の規定により、 

 ４番、大塚 昇議員。８番、小藤田一幸議員の両名を指名致します。 

 

 

     ◎会期の決定 

 

○議長（青木悦子） 

  日程第２「会期の決定」を行います。 

 この件については、去る２月２２日午前１０時から議会運営委員会が開催され、協議

されておりますので、今定例会の会期及び日程について、議会運営委員長から報告を求

めます。 

  議会運営委員会 笹生正己委員長。 

〔議会運営委員会委員長 笹生正己 登壇〕 

○議会運営委員会委員長（笹生正己） 

 皆さんおはようございます。 
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議長から報告の求めがありましたので、去る２月２２日、午前１０時から議会運営委

員会を開き、令和３年第１回鋸南町議会定例会の会期及び日程等について協議しました

ので、ご報告致します。 

今定例会の会期は、本日から１２日までの１１日間とし、日程はお手元に配付されて

おります議事日程により行います。 

今定例会には、発議案１件、町長提出議案２８件が提出されております。 

本日はこのあと、町長から今定例会に提出された議案に対する提案理由の説明、及び

諸般の報告を求めたのち、２名の一般質問を行い、発議案第１号から議案第１６号まで、 

順次上程のうえ、説明、質疑、討論の末、採決までお願いし、本日は散会したいと思い

ます。 

明日３日は、午前１０時から会議を開き、議案第１７号から議案第２２号まで令和２

年度補正予算について、順次上程のうえ、説明、質疑、討論の後、採決までお願いし、

議案第２３号から議案第２８号までの令和３年度当初予算関係については、順次上程し、

当局からの説明、総括質疑を行い散会と致します。 

なお、当初予算の審査については、予算審査特別委員会を設置し、審査することで、

議会運営委員会では協議されておりますことを、併せてご報告致します。 

４日から１１日までの８日間は、議案調査のため休会とします。 

１２日は午前１０時から会議を開き、当初予算関係の議案第２３号から議案第２８号

までについての予算審査特別委員会委員長の報告を受け、質疑、討論を行い、採決を願

いたいと思います。 

一般質問でありますが、一般質問一覧表のとおり今定例会には、竹田和明議員、笹生

あすか議員の２名から通告がなされております。 

一般質問の時間は、答弁時間を含め６０分以内とし、１回目の質問は１５分以内と致

します。また、再質問は１問１答方式で、回数は定めないことと致します。 

以上、簡単ではありますが、議会運営委員会での協議の結果をご報告申し上げますと

ともに、議員各位のご賛同をお願い致しまして、委員長としての報告を終わります。 

○議長（青木悦子） 

  ただ今の、議会運営委員長からの報告ですが、今定例会の会期は、本日から１２日ま

での１１日間とし、一般質問については、通告のあった議員が２名、質問の時間は６０

分以内とし、１回目の質問時間は、１５分以内、再質問は１問１答方式で、回数は定め

ないとのことであります。 

  お諮り致します。ただいま申し上げたとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

  異議なしと認めます。 
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 よって、今定例会の会期は、本日から１２日までの１１日間と決定致しました。 

 

 

     ◎諸般の報告 

 

○議長（青木悦子） 

 日程第３、諸般の報告を致します。 

議長としての報告事項を申し上げます。 

今定例会に係る請願・陳情等については、提出期限までに陳情書１件を受理しました

ので、議会運営委員会に諮り、議場配布と致しましたので、お手元に配布致しました。 

次に、今定例会に説明要員として出席通知のありました者の職・氏名は、別紙報告書

のとおりです。 

  今定例会に際し、町長から議案に対する提案理由の説明並びに諸般の報告について、

発言を求められておりますので、これを許可致します。 

  白石治和町長。 

〔町長 白石治和 登壇〕 

 

 

     ◎提案理由の説明並びに諸般の報告 

 

○町長（白石治和） 

皆さん、おはようございます。 

本日、ここに令和３年第１回鋸南町議会定例会をお願い致しましたところ、議員各位には、

公私ともご多用のところご出席を賜りまして、厚く感謝を申し上げます。 

本定例会に、町長として、ご提案申し上げます議案は、令和２年度の各会計補正予算案及

び、令和３年度の各会計当初予算案、また専決処分の承認や条例の一部改正などの２８議案

であります。 

議案の概略をご説明する前に、新年度に向けての、所信を申し述べさせていただきます。 

日本の経済状況は、内閣府が２月に公表した月例経済報告によると、現状は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いて

いるものの、一部に弱さがみられると判断、先行きについても、各種政策の効果や海外経済

の改善もあって、持ち直していくことが期待されるとする一方で、内外の感染拡大による下

振れリスクの高まりに十分注意する必要があるとの見解を示しております。 

また令和３年度の国の地方財政対策では、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税

等が大幅な減収となる中、地方公共団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、防災・減災・
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国土強靭化の推進などの重要課題に取り組めるよう、交付団体ベースでの地方交付税等の一

般財源総額は、令和２年度を２４１４億円上回り、率にして０．４％の増、６１兆９９３２

億円を確保したとしています。 

新型コロナウイルス感染症については、ワクチン接種によって感染の拡大は収束に向かっ

ていくことが想定されるものの、その時期は未だ不透明であり、地域経済に明るい兆しは見

えない状況にあります。 

このような状況下において、町財政は、新型コロナウイルス感染症への対応はもとより、

令和元年房総半島台風などを教訓とした防災・減災、国土強靭化対策、更には、デジタル改

革やグリーン社会の実現に向けた取り組み、高齢化に伴う社会保障経費の負担増など、財政

需要の高まりによって、厳しい状況が続くものと推定されます。 

さて大きな被害をもたらした令和元年房総半島台風の復興状況ですが、被害住宅の公費解

体等は概ね年度末には完了する見込みで、住宅修繕関係についても８割程度が工事を完了す

る見込みとなりました。被災された皆様が安全・安心な暮らしを取り戻していただけるよう、

引き続き、工事関係者などへの協力要請、周知等を行い、全ての申請住宅について、令和３

年度末までの完了を目指して参ります。 

次に町民の皆さまを始め、関係者のご協力を得て策定を行って参りました町の総合計画は、

現行計画の将来像である、みんなでつくる三ツ星のふるさと鋸南を承継し、新年度から計画

期間をスタートします。本計画に沿って、継続的かつ発展的なまちづくりを推進し、持続可

能な行財政運営の実現に努めて参ります。 

また活力ある地域社会の実現に向けた地方創生関連施策に関しては、総合計画と同様の計

画期間で定める、第２期まち・ひと・しごと総合戦略に掲げました基本目標に沿って事業等

の推進を図って参ります。 

総合戦略に掲げた４つの基本目標、稼ぐ地域をつくり雇用を創出する、本町への新しい人

の流れをつくる、結婚・出産・子育ての希望をかなえる、ひとが集う魅力あるまちづくりを

推進することについて、地域や町民の皆さんの積極的な参画のもと、目標の達成に向けて、

全庁的に取り組んで参ります。 

総合戦略に掲げた事業のうち、都市交流施設周辺整備事業は、６年目を迎えた、都市交流

施設・道の駅保田小学校の機能を拡大し、更なる集客と町民の皆様の利便性を図るため、令

和３年度では設計業務に着手、令和５年度の供用開始を目指して参ります。 

新たに策定した総合戦略の基本目標である、稼ぐ地域をつくり、雇用を創出するため、そ

して、本町への新しい人の流れをつくるため、南房総地域の観光拠点の一つとなった、都市

交流施設・道の駅保田小学校の新たな魅力づくり、利便性、快適性の向上に努め、町内への

経済波及効果を高めて参ります。 

また子育て支援関係では、包括的な子育て支援体制の構築として、子育て世代包括支援セ

ンターを中心としたワンストップ相談窓口の創設や、子育て世代等への情報共有体制の充実
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を図って参ります。 

それでは、令和３年度予算編成について申し上げます。本町の財政見通しは、歳入の約４

割を占める地方交付税が、国の地方財政計画により、前年度比５．１％と、伸びる見込みと

なっている一方で、後期高齢者医療特別会計や介護保険特別会計への繰出金、住宅応急修理

補助金等によって、一般財源に不足額が生じ、財政調整基金の取り崩し、補填せざるを得な

い状況となりました。経常経費を押し上げている要因の一つである公債費については、依然

として一般財源に占める割合が高い状況ではありますが、平成１９年度から取り組んで参り

ました公債費の負担適正化対策が実を結び、令和元年度決算での実質公債比率は、０．３ポ

イント改善され、１３．４％となりました。 

また財政調整基金は、厳しい財政規律のもとで、令和３年度当初予算後の基金残高は１１

億５千万円あまりと、令和元年の台風被害によって半減した基金は持ち直すことができまし

た。 

しかしながら、超高齢化時代を迎えての社会保障関係経費の増加、或いはインフラや各公

共施設の老朽化に伴う長寿命化対策等への多額の費用が見込まれることから、令和３年度以

降の財政運営は厳しい局面を迎えるものと想定されます。 

このため、令和３年度においても、特別職の給料削減について継続致したく、関連議案を

提出させていただきました。当面の課題である新型コロナウイルスの感染症拡大防止につい

ては、継続した予防対策を講じていくとともに、本年４月から順次始まるワクチン接種の円

滑な実施に向けた体制整備に努めて参ります。併せて、国の交付金を活用する中で、医療、

福祉分野への支援や地域経済の好循環に向けた対策を図って参ります。 

台風被害からの復旧復興と新型コロナウイルス感染症拡大の防止など、現下の喫緊の課題

に迅速に対処しつつ、安心安全なまちづくりの実現、財政健全化の維持向上に努めて参りま

す。 

同時に、コロナ禍を契機に関心が高まっている地方回帰や自然環境への志向を活用し、地

域の資源や立地の優位性を活かしたまちづくりを進め、関係人口の更なる創出を目指します。

本町に関わっていただく方や繰り返し訪れていただける方を増やすことによって、移住、定

住への転換を図って参ります。 

町民の皆様の参画のもと、職員と一丸となって、地域資源に磨きをかけ、町外への情報発

信に努め、地域の稼ぐ力を醸成して参ります。議員各位のご理解と町民の皆様のご協力をお

願いする次第でございます。 

それでは、今定例会にご提案致します議案の概要について、ご説明を申し上げます。 

議案第１号「専決処分の承認を求めることについて」でありますが、令和２年度鋸南町一

般会計補正予算第６号について、新型コロナウイルス・ワクチン接種対策事業等に係る関係

経費６９８万８千円を２月１日に専決処分致しましたので、議会のご承認をお願いするもの

であります。 
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議案第２号、町長等の給料月額の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

でありますが、平成１７年度から町長３０％・副町長及び教育長は２０％、それぞれ給料を

削減し現在にいたっております。本年３月３１日までの時限条例でありますので、現在の財

政状況から令和３年度も継続して、削減する改正をお願いするものでございます。 

議案第３号、鋸南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてでありますが、この条例では、特別職の給料のほか期末手当の支給について規定

されておりますが、附則で規定されている期末手当の算定の特例の期間を１年間延長するも

のでございまして、町長等の給料月額の特例に関する条例の規定にかかわらず、減額前の額

で算定をお願いするものでございます。 

議案第４号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてでありますが、非常勤特別職である鳥獣被害対策実施隊員の報酬日

額について、現行の２千円から１万円に引き上げるため、改正をお願いするものであります。 

議案第５号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであ

りますが、新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行わ

れた措置に係る作業に従事した職員に対し、特殊勤務手当を支給するための改正でございま

す。 

議案第６号、鋸南町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、

地方税法の一部改正等に伴い、被保険者の適用除外及び保険料の基礎賦課額の所得割額の算

定、軽減判定等について改正をお願いするものでございます。 

議案第７号「鋸南町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてでありますが、保健福祉総合センターの事業目的として、子育て世代包

括支援事業を追加するための改正であります。 

議案第８号、鋸南町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、３

年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、保険料率を改正するもので、適用年度は令

和３年度から５年度までの３年間となります。 

議案第９号、鋸南町豊かなまちづくり寄付金条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、寄付者が寄付金の使途を指定するにあたりまして、事業区分を明確化するため、

現行の５項目から新たに４項目に改正しようとするものであります。 

議案第１０号、安房郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する

協議についてでありますが、組合事務所を移転するため、規約の一部を改正する必要がある

ことから、関係地方公共団体との協議にあたり、議会の議決をお願いするものであります 

議案第１１号「木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域

廃棄物処理事業協議会規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてであります

が、協議会事務所及び職員、経費の支弁の方法を変更するため、規約の一部を改正する必要

があることから、関係地方公共団体との協議にあたり、議会の議決をお願いするものであり
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ます。 

議案第１２号、特定事業に係る変更契約の締結についてでありますが、第２期君津地域広

域廃棄物処理事業に関する契約について、契約金額に変更を生じることから変更契約を締結

致したく、議会の議決をお願いするものであります。 

議案第１３号、財産の取得についてでありますが、都市交流施設周辺整備事業を目的とし

た土地を取得するため、議会の議決をお願いするものであります。 

議案第１４号、指定管理者の指定についてでありますが、鋸南町ボランティアセンターの

指定管理者に引き続き、鋸南町社会福祉協議会を指定しようとするものあります。指定期間

は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までであります。 

議案第１５号、指定管理者の指定についてでありますが、町営保田漁港公示施設の指定管

理者に引き続き、鋸南町保田漁業協同組合を指定しようとするものであります。指定期間は、

令和３年４月１日から令和８年３月３１日までであります。 

議案第１６号、町道の路線認定についてでありますが、町に移管される市井原地先旧県道

について、新たに町道３０３９号線として認定しようとするものであります。 

議案第１７号、令和２年度鋸南町一般会計補正予算第７号についてでありますが、歳入歳

出それぞれ２９６０万２千円を減額し、補正後の総額を５７億６９６６万５千円にしようと

するものであります。 

都市交流施設周辺整備事業など５事業、１億９８７２万９千円を令和３年度へ繰り越しし

て執行するため、新たに繰越明許費の設定をお願いするとともに、２事業につきまして、設

定額の変更及び廃止をお願いするものであります。 

また財務書類作成委託など７項目について、債務負担行為補正の追加及び変更をお願いす

るものであります。 

その他、各費目とも決算を見込んでの歳入歳出補正となっております。なお財政調整基金

関係では、運用益分９万９千円及び、３月補正における余剰分、合わせて１億３３５２万４

千円を積み立て、令和２年度末の財政調整基金の残高は１３億４３７９万５千円となる見込

みです。 

議案第１８号、令和２年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算第３号についてでありま

すが、歳入歳出それぞれ８０９３万円を追加し、補正後の総額を１２億８２６０万円にしよ

うとするものであります。 

歳出の主なものは、一般被保険者の療養給付費について、医療費の給付動向を勘案し、２

５００万円の増額、財政調整基金積立金は前年度繰越金の２分の１及び運用益分、合わせて

６０９３万１千円の補正をお願いするものであります。 

議案第１９号、令和２年度鋸南町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号についてであり

ますが、歳入歳出それぞれ７１９万７千円を減額し、補正後の総額を１億３５８１万円にし

ようとするものであります。決算見込みを踏まえ、歳入歳出の過不足分の調整をお願いする
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もので、後期高齢者医療広域連合納付金の額の確定及び保険料等の見込み額による補正をお

願いするものであります。 

議案第２０号、令和２年度鋸南町介護保険特別会計補正予算第４号についてでありますが、

歳入歳出それぞれ１億２３７０万７千円を追加し、補正後の総額を１４億７３４７万４千円

にしようとするもので、歳出の主なものは、保険給付費について、介護サービス等諸費など

の給付動向を勘案し、１億２５４５万円の増額。歳入の主なものは、保険給付費の増額補正

に伴う国庫支出金及び支払基金交付金等の増額補正をお願いするものであります。 

議案第２１号、令和２年度鋸南町鋸南病院事業会計補正予算第２号についてでありますが、

文書料収入の減等により、収益的収入では１９万４千円の減、補正後の総額を８０１０万１

千円とし、収益的支出では１２７万６千円を追加し、補正後の総額を１億６６２万７千円に

しようとするものであります。 

議案第２２号、令和２年度鋸南町水道事業会計補正予算第３号についてでありますが、分

担金の増等により収益的収入では、１８８万６千円を追加し、補正後の総額を５億１１９４

万１千円とし、収益的支出では５０５万１千円を追加し、補正後の総額を４億７６１２万９

千円にしようとするものです。 

資本的収入では、事業費確定により１３０万円を減額し、補正後の総額を５４６０万円と

し、資本的支出では、事業費確定により５１７万４千円を減額し、補正後の総額を２億１７

８９万６千円にしようとするものであります。 

議案第２３号、令和３年度鋸南町一般会計予算についてでありますが、歳入歳出予算の総

額を４１億６６１６万１千円と定めました。前年度当初予算に比べますと、４．２％、１億

６９６１万９千円の増額となりました。 

始めに、歳出の主な事業を申し上げますと、総務費では、行政ネットワーク整備事業、庁

舎空調機器改修事業、公共施設等総合管理計画改訂業務委託、都市交流施設周辺整備事業、

固定資産土地評価要領作成業務委託、衆議院議員選挙費。 

民生費では、地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託、子ども医療費助成事業、保

育所給食費補助事業、学童保育事業、幼稚園一時預かり事業、住宅応急修理事業。 

衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種事業、一般廃棄物処理施設整備事業、広域

廃棄物処理施設整備事業。 

農林水産業費では、鋸南町有害鳥獣対策協議会委託、中山間地域等直接支払事業、鳥獣被

害防止総合対策交付金事業、勝山漁港・農山漁村地域整備交付金事業、保田漁港・水産物供

給基盤機能保全事業。 

商工費では、移住支援事業、都市交流施設推進事業。 

土木費では、住宅取得奨励金交付事業、リフォーム補助事業、道路長寿命化修繕事業。 

消防費では、地域防災計画修正等業務委託。 

教育費では、中学校屋上防水改修事業、中央公民館改修事業、学校給食費補助事業。災害
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復旧費では、道路災害復興事業。 

次に各会計への繰出金につきましては、国民健康保険特別会計等３つの特別会計には３億

１８４０万６千円。企業会計へは、病院事業会計に８４１１万円、水道事業会計に１億６４

万２千円を計上致しました。 

次に一部事務組合・広域連合への負担金関係につきましては、安房郡市広域市町村圏事務

組合負担金２億７２９万４千円、後期高齢者医療広域連合負担金１億３９６９万８千円、鋸

南地区環境衛生組合分担金１億６０３５万６千円。 

人件費関係では議会議員及び特別職の給与費及び共済費は、前年度と比較し、１．３％、

１２３万３千円の増、９９５１万３千円を計上致しました。また一般職の給与費及び共済費

の合計は、前年度と比較し、０．１％、７１万２千円の増、６億１５７５万円を計上致しま

した。 

このほか、昨年４月からの制度導入により、従来の臨時職員から移行した会計年度任用職

員の給与費及び共済費の合計、前年度と比較し、１２．９％、１７９６万円の増、１億５７

３４万９千円を計上致しました。 

次に、歳入でありますが、町税は６億６８７４万円で、５．０％、３１９０万１千円の増

額を見込みました。 

次に地方交付税でありますが、普通交付税１７億５千万円と、特別交付税１億３千万円の

合計１８億８千万円を見込み、前年度比６５００万円の増額で計上致しました。 

また臨時財政対策債は１億２千万円を計上し、地方交付税との合計は２０億円となり、前

年度から９７２７万６千円の増額となりました。 

繰越金は１億円を計上し、予算調整の結果、不足する一般財源は、財政調整基金から１億

７２８５万３千円を繰り入れることと致しました。当初予算後の財政調整基金の残高は、１

１億７０９４万３千円となる見込みであります。 

議案第２４号、令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算についてでありますが、歳入

歳出予算の総額は１１億６９１０万５千円で、前年度比２．３％、２７９８万３千円の減額

となりました。主たる歳出では、保険給付費は８億５８４０万２千円で、前年度比２．４％

の減、国民健康保険事業費納付金は２億６２０２万７千円で、前年度比２．１％の増となり

ました。主たる歳入では、保険料は前年度比４．６％減の１億７５９７万円、県からの交付

金は前年度比２．０％減の８億８２３７万９千円を予定致しました。 

議案第２５号、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算についてでありますが、歳

入歳出予算の総額は、１億４８５８万７千円で、前年度比３．９％、５５８万円の増額とな

りました。主たる歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金１億，２１６万７千円で、歳出

総額の９５．７％を占めるものであります。主たる歳入では、後期高齢者医療保険料は前年

度比４．２％増の１億４１２万３千円、一般会計繰入金４，０２８万円を予定致しました。 

議案第２６号、令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算についてでありますが、歳入歳出
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予算の総額は、１４億５３３２万６千円で、前年度比１１．５％、１億５０１７万６千円の

増額となりました。主たる歳出では、保険給付費、前年度比１３．０％増の１３億８２７６

万４千円で、歳出総額の９５．１％を占めるものであります。主たる歳入では、第１号被保

険者の保険料で、前年度比１９．４％増の２億９５７６万７千円、町からの繰入金は、保険

給付費、地域支援事業及び事務費に充当するもので、１億９３２７万６千円を予定致しまし

た。 

議案第２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算についてでありますが、収益的支

出は、企業債償還利息１０１万９千円、減価償却費，７５４万５千円、指定管理者交付金７

１６０万円及び町が負担すべき経費を合計し、１億３１１万５千円を予定致しました。収益

的収入では、一般会計負担金６７万６千円、一般会計補助金７２２９万４千円、財団からの

負担金１００万円及び文書料１６０万円等を合計し、７８４６万９千円を予定致しました。 

次に資本的支出では、企業債償還元金１１１４万円を予定し、資本的収入では、一般会計

出資金１１１４万円を予定致しました。 

議案第２８号、令和３年度鋸南町水道事業会計予算についてでありますが、収益的収入は、

前年度比１．４％増の４億９８７３万４千円を予定致しました。収益的収入のうち、給水収

益は２億６０５９万６千円、一般会計補助金は、前年度比６千円増の１億６４万２千円、県

総合対策事業補助金は９６００万円を予定致しました。収益的支出では、前年度比０．４％

減の４億６７８４万６千円を予定致しました。支出には、南房総広域水道の受水費、１億５

１１８万４千円が含まれております。 

資本的収入では、配水施設改良事業及び浄水施設改修事業に係る企業債９７２０万円を予

定し、資本的支出では、建設改良費１億３６１７万４千円及び企業債償還元金１億３９４６

万３千円、合計で２億７５６３万７千円を予定致しました。 

令和３年度の一般会計、特別会計及び企業会計を合わせた、町の予算総額は、歳出支出ベ

ースで、前年度比３億４２５７万２千円の増、７７億９４９１万７千円となるものでありま

す。 

以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、詳細につきましては、担当課長から説明を

いたさせますので、よろしく、ご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

この際、諸般の報告を申し上げます。 

はじめに、鋸南町表彰条例による表彰について、申し上げます。本年度は、善行表彰とし

て溝口和様が、令和２年度鋸南町表彰を授与されます。誠におめでとうございます。なお例

年この議場において、執り行われている表彰式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、止む無く中止とさせて頂き、直接ご本人にお届けする予定です。 

次に出産祝品の贈呈について、ご報告申し上げます。 

昨年３月から本年２月までに１６名のお子様が誕生されました。本年度は、配布をご希望

されたご家庭に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、接触を避け、玄関先
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等にて、お祝い品の桜の苗木を配布させて頂きました。お子様の健やかなご成長と、ご家族

のご多幸をお祈り申し上げます。 

次に、花観光について、申し上げます。はじめに花まつりの第一章であります、水仙まつ

りは、１２月１２日、土曜日から２月７日、日曜日まで開催されました。本年は、暮れから

順調に咲きはじめましたが、発芽期である秋から冬にかけて雨が少なかったことが影響し、

全体的な花つきは、やや悪く、満開と呼べる時期は１月の後半となりました。２月７日まで

の期間中の入込としては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る緊急事態宣言の影響を

受け、入込数は１万３千人となり、台風第１５号の影響により落ち込んだ昨年を更に３万４

千人下回る大幅な減少となりました。 

第２章となります頼朝桜まつりは、２月１３日、土曜日から３月７日、日曜日までの期間

で開催しておりますが、コロナ禍での開催となりますので、人が多く集まるイベント関係の

開催はありません。本年の頼朝桜は、２月３日に開花宣言をしました。昨年より約２週間遅

れての開花宣言となりました。期間中に予定されておりました、保田駅を発着場所として、

保田川沿いの頼朝桜をめぐる、ＪＲ主催の駅からハイキング、鋸南頼朝桜と春の里山をめぐ

るハイキング及び、３月６日、土曜日に開催を予定しておりました、保田川竹灯篭まつりは、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、止む無く中止となりました。 

花まつりの最終章となります桜まつりは、３月１３日、土曜日から４月１１日、日曜日ま

でを期間として開催を予定しておりますが、４月４日予定のにぎわいイベントなど、密が予

想されるイベント関係は中止とさせていただきました。３密を避け、静かに桜を楽しんいた

だければと思います。 

次に、新型コロナウイルス感染症の発生状況について申し上げます。 

千葉県の発表により、去る１月８日に鋸南町で初めて、患者１名と無症状病原体保有者１

名が確認されました。その後、鋸南病院において複数名の入院患者様及び職員の感染が確認

されたことにより、鋸南病院での集団クラスターの発生となりましたことは、病院開設者と

致しまして、心からお詫び申し上げます。 

その後、市中感染も発生し、２月２日現在で、感染者及び無症状病原体保有者を併せまし

て、２６名の方の感染が確認されておりますが、その後、感染拡大には至っておりません。

また１名の患者様がお亡くなりになられましたことに、ご冥福をお祈り致しますとともに、

ご遺族様には、心からお悔やみ申し上げます。 

町民の皆様には、誰もが感染者・濃厚接触者になり得る状況であることを受け止めていた

だき、感染された方とそのご家族、医療従事者に対する偏見やプライバシー等へのご配慮を

お願い致しますとともに、引き続きマスクの着用・手指消毒など、基本的な感染症予防をお

願い致します。 

最後に、新型コロナウイルスワクチン接種について申し上げます。 

新型コロナウイルスワクチン接種については、今月中旬に 医療機関従事者の方への接種
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が始まる予定です。今月下旬には、６５歳以上の方への接種券の郵送を予定しており、４月

１２日以降の平日、町内の医療機関、またかかりつけ医での接種が出来るよう準備を進めて

おります。平日の接種が難しい方には、５月９日以降、９月迄の日曜日、安房地域医療セン

ターと亀田クリニックで集団接種ができるよう、安房４市町で協議を進めております。 

６５歳未満の方へのご案内は、５月以降になる見込みです。ワクチン接種は、自らの感染

症対策であるとともに、集団免疫の確立の面でも、有効なことであると言われており、なる

べく短期間で多くの方に接種して頂けるようご案内致したいと考えておりますので、ご理解

下さるようお願い致します。 

以上で、諸般の報告を終ります。よろしく、お願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

  この際、報告事項ではありますが、何か確認したいことがありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

  ないようですので、以上で、諸般の報告を終了致します。 

  ここで、暫時休憩とし午前１１時５分から会議を再します。 

 

 

…………… 休憩・午前１０時５２分 …………… 

…………… 再開・午前１１時０５分 …………… 

 

 

     ◎一般質問 

     ◎３番 竹田和明 

 

○議長（青木悦子） 

 休憩を解いて会議を再開します。 

日程第４ 一般質問を行います。 

今定例会の一般質問は、一般質問一覧表のとおり、２名から通告がなされております。 

はじめに、３番、竹田和明議員の質問を許します 

〔ベルが鳴る〕 

○３番（竹田和明） 

  私からは、３件の質問をさせていただきます。 

一昨年昨年と台風、コロナの災害が続いている訳ですが、まず質問の１点目ですけれ

ども、コロナ禍における鋸南町財政への影響についてということで２つ質問致します。

その１点目、新型コロナ感染症の影響の下、今後の町の財政状況について、ということ
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で財政調整基金の運用についての現状および課題は何かという点です。２点目、都市交

流施設増設計画等への支障は何かということです。 

質問の２点目ですけれども、地方分散への流れを見据えたまちづくりについて、とい

うことで、コロナ禍を経て、人口の地方分散の予測もある中で、移住者を受け入れるた

めの鋸南町の基本的な考え方について質問致します。 

３点目は、脱炭素化に向けた取組みについて、ということで、昨年１０月に菅総理の

方からグリーン社会の実現ということで、宣言がありました。鋸南町としての脱炭素化

の実現に向けた取り組みについて、再生可能エネルギー利用の現状及び循環型社会につ

いての考え方について質問を致します。初回の質問は以上になります。 

よろしくお願いします。 

○議長（青木悦子） 

  ３番 竹田和明議員の質問について、町長から答弁を願います。 

  白石治和町長。 

〔町長 白石治和 登壇〕 

○町長（白石治和） 

竹田和明議員の一般質問に答弁致します。 

１件目のコロナ禍による鋸南町財政への影響について、お答え致します。 

ご質問の１点目、財政調整基金の運用についての現状および課題は、についてであり

ますが、地方公共団体の財政は、経済の不況等により大幅な税収減に見舞われる場合や、

災害の発生などにより思わぬ支出の増加を招く場合があり、このような予期しない収入

減や支出増加などに備え、積立を行い、年度間の財源の不均衡を調整するため、地方自

治法２４１条に基づき、基金として積立て、必要に応じて取崩す機能が財政調整基金で

ございます。 

本町の基金残高は、平成に入って、平成１１年度末の２８０８万３千円がもっとも少

なく、行財政改革に取り組み、大変厳しい財政状況の中でも、着実に基金の積立を行っ

てきた結果、平成２８年度から、１０億円を下回ることは無くなって参りました。 

しかしながら、令和元年房総半島台風の影響によりまして、令和元年度に、財政調整

基金を大幅に取崩し、基金残高は８億３０８５万８千円となりました。 

近年にない災害であったにも関わらず、復旧、復興を行ってこられたのは、国をはじ

め、色々な方の支援があったこともありますが、事業を行っても耐えられる基金が積立

られていたことにより、適切な対応が図られたと感じております。 

令和２年度に入り、前年度繰越金や地方交付税の増額などにより、年度末残高は、１

３億円を超え、災害前の基金残高以上に回復する見込でございます。 

また、令和元年度末の標準財政規模に対する財政調整基金及び減債基金残高の比率で

ある財政調整基金等残高比率は、県平均で２３．６％に対して、２９．８％と６．２ポ
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イント上回っております。 

しかし一方で、今後の町財政を考えると、人口減少による町税や普通交付税の減収、

歳出では、激甚化していく自然災害への対策経費のほか、公共施設の老朽化対策、新型

コロナウイルス感染症対策、他市との共同処理施設整備事業など、多額の支出も想定さ

れ、現在の基金水準を維持していく必要があると認識しております。 

基金の運用については、平成２４年４月に改訂された、鋸南町資金管理及び運用基準

に基づいて、支払いや基金の取り崩しに支障のない範囲で、安全かつ確実な方法である

定期預金で運用しております。 

運用実績としては、平成３０年度では、５３万２８７３円、令和元年度では、４３万

４８８０円となっており、引き続き確実かつ有利な方法を検討して参りますが、依存財

源が多い本町において、国の動向や経済情勢も大きく影響して参りますので、補助金や

地方債など有効活用して、財政健全化を進めつつ、財源確保に努めて参ります。 

ご質問の２点目、都市交流施設周辺整備事業等への支障は、についてでありますが、

新型コロナウイルス感染症が確認されて、１年が経過しましたが、世界的な影響は、い

つ収束するのか、先行きが未だ不透明な状況となっております。 

本町には、国から新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、約４億

５千万円が交付され、感染症対策や地域経済対策などに活用させていただいております

が、今後も、あらゆる面で対応が求められていくものと思いますので、引き続き、限ら

れた財源の中で対応して参ります。 

都市交流施設周辺整備事業については、令和５年度開業に向けて事業を進めておりま

すが、令和４年度に予定している整備工事費の見込みは、６億６千万円となり、平成３

０年度に完成した幼稚園建設事業以来の事業規模となります。事業規模が大きくなるこ

とから、補助事業を検討しておりましたが、条件にあった良い補助金が見つからなかっ

たことから、自由度が高く、事業費の１００％に充当でき、元利償還金の７０％が普通

交付税として算入される過疎対策事業債を全額充当したいと考えております。 

過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月に期限を迎えることから、新たに過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法が年度内に成立する予定ですが、現在と同程

度の市町村が指定される見込みから、過疎対策事業債を全額活用できるかどうかは、ま

だ、不透明な状況でありますので、活用できる新たな補助事業について注視して参りま

す。 

１点目で答弁しましたとおり、財政負担が軽減できるよう、引き続き先進事例や国県

からの通知など情報収集に努め、適切に対処して参ります。 

２件目の、地方分散への流れを見据えたまちづくりについて、お答え致します。 

コロナ禍を経て、人口の地方分散の予測もある中、移住者を受け入れるための鋸南町

の基本的な考え方は、についてでありますが、国では、第２期まち・ひと・しごと創生



 

 

- 18 – 

                          令和３年第１回鋸南町議会定例会（３月） 

 

 

総合戦略において、将来にわたって、活力ある地域社会の実現と東京圏への一極集中の

是正のため、２０２０年度を初年度とする今後５か年の施策の方向性として、４つの基

本目標と２つの横断的な目標を掲げ、施策を推進することとしています。 

本町でも、国の基本目標に沿った形で、鋸南町人口ビジョン、第２期鋸南町、まち・

ひと・しごと創生総合戦略を現在策定中でありますが、その基本目標の一つを、本町へ

の新しい人の流れをつくるとしております。 

若い女性や観光客に焦点を当てた、観光・交流の推進を図り、町の知名度を高め、空

き家の活用なども踏まえたＵＩＪターンを促進し、また、ふるさと納税等の活用により、

関係人口の増、更に自治体・大学・企業などと、交流・連携を深め、魅力度を高めて参

ります。 

基本的方向性と事業概要としては、移住・定住の推進や空き家対策の推進など、１２

の事業を予定しており、移住定住の推進については、本町に仕事を見つけて移住したい

方や本町に在住しながら他市区町村に通勤・通学する方に対し支援制度を検討・構築す

るとしておりますが、令和３年度当初予算において、通勤支援制度の実証実験を行うこ

とでお願いしております。 

また、空き家対策の推進については、インターネットを利用した空き家バンクを活用

し、空き家情報の提供を行います。 

また、空き家所有者への活用等に関する働きかけを行うとしており、制度の周知をさ

らに進めて、対象物件の登録を促して参りたいと考えております。 

総合戦略の各種施策を基本として事業展開を図りながら、ニーズにあった対応を展開

することで、町の魅力度を高め、また、ＳＮＳ等を通じ積極的に情報を発信しながら活

力ある地域社会の実現を目指して参ります。 

３件目の脱炭素化に向けた取組みについて、お答え致します。 

政府は昨年１０月、地球温暖化対策に向けた国内の二酸化炭素などの温室効果ガスの

削減目標について、２０５０年 実質ゼロを表明致しました。 

これまでは、今世紀後半のできるだけ早い時期に脱炭素社会を目指すとしておりまし

たが、近年の世界的な温室効果ガス排出量の増加により、具体的な実施時期が示された

ところであります。脱炭素社会の実現は大きな課題であり、目標達成に向けての方策及

び経済界への対応等が急務になり、今後、多方面で脱炭素にむけた議論が加速するもの

と考えております。 

ご質問の１点目、再生可能エネルギー利用の現状はについてでありますが、再生可能

エネルギーの種類は、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電な

どがございます。特徴としましては、枯渇のしないエネルギー源で温室効果ガスの排出

がないもので、温暖化の対策となるメリットがあるものの、季節や気候の影響を受けや

すく、設備等のコストが高いというデメリットがあります。 
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中でも、太陽光発電は、近年、一般住宅等での導入が多く、発電システム全体を見て

も需要が高まっております。本町においての利用状況は、現在 小学校、中学校、都市

交流施設道の駅保田小学校が太陽光発電システムを導入し、各施設での電力使用、 

また一部施設では余剰電力の売電を行っております。今後の公共施設等の整備では、

再生可能エネルギーの導入を検討し、高度化したエネルギー構造の施設整備を促進して

参ります。 

また家庭における地球温暖化対策として、住宅用省エネルギー設備の整備促進事業を

行っており、個人住宅における住宅用太陽光発電システム、定置用リチウムイオン蓄電

システム、家庭用燃料電池システムであるエネファームといった省エネルギー設備の設

置に対して、例年５件から６件の補助を行っており、環境に配慮した省エネルギー住宅

の促進が図られております。 

今後も、本事業を引き続き実施することで、地域の良質な住環境づくりを推進して参

ります。 

また、再生エネルギーの活用については、地球温暖化防止対策によるものであり、地

球温暖化対策の推進に関する法律では、町の責務として、温室効果ガス排出抑制等の施

策を推進することが求められておりますので、取組を進めていく必要があると認識して

おります。 

ご質問の２点目、循環型社会についての考え方は、についてでありますが、循環型社

会とは、廃棄物等の発生を抑制し、なるべくごみを出さないようにし、廃棄物のうち、

有用性のあるものを循環資源として利用することで、適正な廃棄物処理により、環境へ

の負荷をできる限り低減させる社会であり、私たちは良好な自然環境を、未来の世代に

引き継いでいく責務があると考えております。 

一般的に循環型社会を実現するためには、一人一人が毎日の生活の中で、ごみを発生

させない、再使用する、再生利用する取組を進めていく事が重要であります。 

本町の事業に置き換えますと、１点目で答弁致しました再生可能エネルギー利用にお

ける、公共施設での活用及び助成事業のほか、現在、施設整備に向け事業を実施してお

ります、君津地域及び安房地域６市１町の事業である、第２期君津地域広域廃棄物処理

事業は、ゴミの焼却処理により、発生する熱エネルギーを回収及び利用するサーマルリ

サイクル施設であること、また、南房総市と協働で実施しております、一般廃棄物し尿

処理施設整備事業では廃棄物処理後の脱水汚泥を、焼却施設の助燃材として活用するこ

とを計画しており、これらの事業は循環型社会の形成に寄与した事業であります。 

ごみの減量化に関しては、住民の方々への啓発も含め例年実施をしているごみゼロ運

動や町民全員による一斉清掃は、多くの町民の皆様にご協力をいただいている事業であ

り、特に一斉清掃は近隣では本町のみが実施していることから、町民の方々の美化意識

も非常に高く、例年多くのごみが収集されリサイクルへの活用もしておりますので、廃
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棄物の再資源化に則した事業と考えております。今後、地域の環境を考える上では、循

環型社会の推進は必要不可欠と考えますので、これを念頭におき、町の施策、または、

事業と併せて、町民の方々と協働して、取組んで参りたいと考えます。 

以上で、竹田和明議員の一般質問に対する答弁と致します。よろしくお願い致します。 

○議長（青木悦子） 

  ３番、竹田和明議員。 

再質問はありますか。 

○３番（竹田和明） 

 ご答弁いただきましてありがとうございました。私の方から再質問をさせていただき

ます。 

まず１点目の財政調整基金についてですけれども、財政調整基金の残高が、令和元年

度末の８億３０００万円に対して、令和２年度末には１３億円を超えると、これは大幅

な増額となっているわけですが、一昨年の台風災害と昨年来のコロナ災害で、厳しい財

政状況でですね、財政調整基金もかなり残高が減ってしまうのかというふうに思ってい

たわけですが、これが言ってみたら大幅に増額するということなんのですけれども。 

この辺、財政調整基金というのが、分かりにくい基金なのかなという気もしますが、

この基金が増加した要因として、財政改革により捻出した財源というのは具体的にどう

いうものがあるのか、そしてどの程度のそれが増額要因になっているのかということに

ついて質問をさせていただきます。 

〇議長（青木悦子） 

 総務企画課長。 

〇総務企画課長（平野幸男） 

それでは財調の残高、この２年間の経緯等について、また行革の効果について、お答

えをしたいと思います。 

令和元年度から２年度にかけての行革について、予算額に直接効果があったものとし

ましては、令和元年度では歳入面では、職員の駐車場の賛助金など５項目で２１０万円

ほどでございます。歳出面では特別職等の人件費削減などを３項目で９４０万円ほど。

歳入歳出合わせまして効果額は１１５０万円ほどとなります。また令和２年度において

も、項目としてはほぼ同様でございまして、歳入歳出合わせた効果額は９６０万円ほど

でございます。 

なお基金が２年かけて戻った理由ということでございますが、若干その財調の推移に

ついてご説明をさせていただきたいと思います。令和元年度の１２月補正後に、４億９

千万ほどということで１番残高が減少しました。その後令和元年度末には８億３千万円

まで回復し、令和２年度中には５億１千２百万ほどを積み立てて、年度末の残高は１３

億４千３百万円ほどとなる見込みでございます。 
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台風被害後、基金残高が回復した要因としましては、令和元年度中の計上予算につき

まして、実績見込みに基づき事業費が減額となりました。このことによりまして、付随

して一般財源が軽減されたこと。また一般財源を充当予定としていた事業についてその

後に、国庫補助金や地方債といった特定財源を充当することができたこととなりまして、

一般財源が軽減でき、結果的に基金の取り崩しが減額となったということでございます。 

また令和２年度におきましては、当初予算との比較で普通交付税の交付額が２億１千

万円ほど増えております。また、前年度繰越金が予算に比べて３億４千６百万円ほど増

となりまして、この増えた分が基金への積み増しになったということで繰越金が平年を

大きく上回った４億４千６百万円の要因につきましては、令和元年度における特別交付

税が台風の復旧経費などが費用として算入されたことによりまして、予算額に対して大

きく上回ったと。結果的にそれが翌年度の繰越金に反映されたということでございまし

て、その結果、財政調整基金の残高が回復、またそれを上回ったというような状況でご

ざいます。 

○議長（青木悦子） 

  再質問ありますか。 

３番、竹田議員。 

○３番（竹田和明） 

  ありがとうございます。 

基金の残高につきましては順調に回復してきて、それも経年のですね、いわゆる行政

改革の成果だというふうに理解をしております。 

それと２点目の質問についての再質問ですけれども、先ほどですね、すみません。私

の方で都市交流施設増設計画と申し上げたのですが、答弁の中で正しい用語で都市交流

施設周辺整備事業等ということで、ここは言葉を訂正させていただきますが、この都市

交流施設周辺整備事業等につきましてですけれども、コロナ禍において、この支障はな

いかということなのですが、都市交流施設周辺整備事業等の整備工事費用の見込み額は

６億６千万円とのことで、過疎対策事業債を全額充当するということにより、発行額の

７割が後年度交付措置されるとのことですが、逆に自由度が高くてまた事業費の１０

０％に充当できるこの過疎対策事業債を使うということは、自治体のいくらでも起債が

できるという意味において、事業体のモラルハザード、自治体のモラルハザードを生む

との指摘もあると聞いております。 

当事業を、この周辺整備事業の事業について、その収益で元利償還が可能なのかとい

うことについて再質問をさせていただきます。 

〇議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 
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〇総務企画課長（平野幸男） 

それでは、都市交流施設周辺整備事業のまた過疎債充当についてお答えしたいと思い

ます。 

まず初めにモラルハザードということに関して、一部大臣の発言もあったことですが、

人口の減少に歯止めがかからない結果をもって、当該自治体の努力不足というようなこ

との発言がありましたけれども、これについては私ども若干の違和感がございます。 

それぞれの自治体には、立地や産業構造、また過去からの課題など様々な特性がござ

いまして、努力しているか否かについて、その度合いを人口減少の結果をもって、判断

されるというのはそういった判断できないものと思っております。 

むしろ東京一極集中や少子化の問題については、国の全体で政策が必要でありまして、

国自体も、現状では移住定住の推進ということから、いわゆる関係人口の増加を推進し

ていくというような方針にもシフトしているように見受けられます。当町の過疎対策事

業債の借入に関しましては、予算編成において必要な事業を見定めまして、有利な補助

金が見込めない場合に限って適正性のあるものについて、財政負担の軽減を図るために、

過疎債の充当をしております。 

過疎債充当についても予算を議決いただいた上で、借入れを行っているものでござい

ます。従いまして、その過疎対策事業債ありきで事業を盛り込んでいるというようなこ

とはございません。 

それから次に収益で元利償還が可能と言えるかというようなご質問でございますが、

都市交流施設支援整備事業については、竹田議員おっしゃいました通り、予定工事費が

６億６千万円、そしてその他経費等を含めまして現状では、全体の事業費を８億９千万

円と見込んでおります。 

財源としては８億７千万円を過疎対策事業債で借り入れるということで今予定して

おります。これを今までの借入条件、１２年償還３年据え置きということで現状の利率

で算定しますと、１年間で、９千７百万円ほどの元利償還額となる見込みです。 

また一方、昨年７月に策定した本事業の基本計画における収支計画では、町からは指

定管理者に対して広域的なスペースの、維持管理の費用として年間２００万円。そして

収支差引後の収益は年間で３００万円と、基本計画の中ではそういった見込みをしてお

ります。差し引きしますと指定管理料との差は１００万円ということで、年間での元利

償還への充当可能な額は１００万円ということで、償還する額と、収益との差は大きく

開いておりますし、それが今回の計画の現状でございます。 

周辺整備事業における収益金の想定額やその扱いについては、現在の都市交流施設、

道の駅保田小学校と同じような考え方で考えますと、収益金を過疎対策事業債の元利償

還に充てるのではなくて、後年度の修繕等の費用に積み立てるということになっており

ますので、この辺については今後も検討が必要かと思っております。なお一般的な地方
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債の考え方としましては、公営企業については、独立採算ということもありますので、

基本的に事業収益をもって元利償還に充てるということでございますが、普通会計の場

合には、税等の一般財源を持って元利償還に充てるということでございますので、個別、

個々の施設の利用料をもって償還財源とするものではありませんので、これについては、

基本原則に基づきまして税等によりまして償還するということにしたいと思います。 

特にこの過疎対策事業債につきましては、こういった観光レクリエーション施設であ

っても、いわゆる独立採算が困難な施設を対象としています。いわゆる収益金の上がる

収益が高い施設については、起債の充当ができないことになっていますので、こういっ

た面からも元利償還に収益金を充てるという考え方はございません。とは言いましても、

大きな事業投資になりますので、町長からの答弁にありました通り、できるだけコスト

を削減して事業全体を低減でき、また収益性が高まるような施設にはしていきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（青木悦子） 

  再質問はありますか。 

３番竹田和明議員。 

○３番（竹田和明） 

  ご説明ありがとうございます。 

ちょっと今の点で改めて質問させていただきたいのですけど。要するに過疎対策事業

債については、７割が交付金で賄われるということで、３割については将来の住民負担

ということになると思うのですけれども、いわゆる事業の費用対効果ということで考え

ると、この３割の住民負担分が事業の収益ないしはその波及効果によって町に効果とし

て還元されるということが言ってみたら最低の条件なのかなというふうに考えている

わけですが、その費用対効果ということについて、効果が３割以上見込めるということ

でよろしいのでしょうか。 

〇議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 

〇総務企画課長（平野幸男） 

今回のこの都市交流施設周辺整備事業は、観光レクリエーション、また子育て支援等

いろいろな多目的な利用があると思いますけども、分かりやすい例で言いますと今回過

疎対策事業債充当します中央公民館などについては、いわゆる行政サービスを行う施設

ですね、そういったところに竹田議員がおっしゃるように収益が上がって、元利償還の

３割分を使用料とかで充当できるかというと、これは全く、使用料だけでは充当できま

せんし、ある意味町民の方がご利用いただくということで、その施設の効果があるわけ

で、費用対効果、いわゆる金額的なものでいうと今回の都市交流施設周辺整備事業につ

いても、収益を持って充当はできないという先ほどの答弁は変わりありません。 
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ただ、これから先、地域の産業振興とか、そこにお入りになったテナント、あるいは

出荷等をされる事業者の皆さんの収益が間接的には税収に、関わってくるということで

ございますので、その辺の具体的なシミュレーション等はまだ行っておりませんけども、

そういったものに効果があるということでご理解いただきたいと思っております。 

○議長（青木悦子） 

   再質問ありますか。 

竹田議員。 

○３番（竹田和明） 

  ありがとうございます。 

今回のこの施設がいわゆる事業施設であると同時に、公共施設でもあるということで

理解を致しました。 

２点目の質問に移らさせていただきます。このコロナ禍を経て人口の地方分散の予測

もある中で移住者を受け入れるための鋸南町の基本的な考え方についてでございます

が、ご説明答弁の中では、いわゆる今策定中のまちひとしごと創生総合戦略で人口減少、

移住の促進、交通の基盤の充実など、これらは住民アンケートでも対策が必要な優先度

の高い施策として示されております。 

これら優先度の高い施策について、ＰＤＣＡサイクルの見える化が図れないかという

のが質問になります。今、この総合計画および総合戦略についてもですが、作成が法律

上義務化ではなくなりましたので、そういう意味で議会での承認プロセスなんかもなく

なっているというような中で、この総合戦略についてこの３月期で終わる前回の総合戦

略と新しい総合戦略で具体的な施策が何が違うのかちょっと分かりにくいのかなと。 

何が違ってきたかというのは似たような施策もあるし、そうでない施策もあるという

中でどれだけ効果があったかということについては、先ほど申し上げたような重要なＫ

ＰＩについては、非常に議会としてもそうですし、住民としても非常に注目をしている

ところだと思いますので、少なくとも１年ごとにこの成果について、各施策のこの重要

なＫＰＩについての施策については、ＰＤＣＡのサイクルの見える化ということが図れ

ないかという点についてご質問をさせていただきます。 

〇議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 

〇総務企画課長（平野幸男） 

ＰＤＣＡサイクルの見える化についてというご質問でございます。 

国が昨年１２月に策定した、いわゆるまち・ひと・しごと創生総合戦略、この関係に

付随しまして国の方からはＰＤＣＡサイクルを地方公共団体においても実施をするよ

うにと、検証するようにということで示されております。 

本町においては、現行の総合戦略と同様に次期総合戦略においても、有識者で構成致
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します総合戦略の検証会議において、この総合戦略の数値目標と実績を示した進捗状況

をご報告致しまして、ご意見を伺う予定でおります。 

その後見える化ということでございますが、町のホームページに公表をして参る予定

でございます。それから特には見える化が図れないかというようなご意見でございます

が、行政の内部では検証会議にお示しをする前に、進捗状況とあわせまして基本目標の

施策ごとに成果や課題、それから今後の方向性、これを取りまとめて改善のための取り

組みを図っております。これは毎年行っております。 

これを町民の皆様、それから関係者の皆様に公表することで、見える化が図れるので

はないかなと思っております。先ほど冒頭ですね、事業そのものの内容についてもなか

なか理解しがたいというご質問もありましたので、できる限りその内容について公表さ

せていただくようなことを考えております 

○議長（青木悦子） 

   再質問ありますか。 

竹田議員。 

○３番（竹田和明） 

   ありがとうございます。 

１番かどうかあれですけど、その人口問題ですね。人口予測ということもこの総合計

画の中で示されておりますが、実際目標として掲げた数値と実績との乖離があるわけな

のですが、その乖離が具体的な施策で穴埋めできていないとすれば、それはどうしてそ

の穴埋めができなかったのかというその分析のところですね、これをぜひ情報をちゃん

と広報していただけるということですので、ぜひお願いしたいと思います。 

そしたら３点目の再質問に移りたいと思います。 

脱炭素化に向けた取り組みについてということですけれども、現状の再生可能エネル

ギーの利用状況はということですが、地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府

県及び市町村は、単独で又は共同して毎年１回、地方公共団体実行計画に基づく措置及

び施策の実施の状況を公表しなければならないとありますが、当町の温室効果ガスの排

出量であるとか、この公共団体の実行計画の策定状況というのはどうなっているのか、

質問を致します。 

〇議長（青木悦子） 

  建設水道課長。 

〇建設水道課長（平嶋隆） 

当町の温室効果ガスの総排出量と、実行計画の策定状況はというようなご質問である

と思いますので、お答えしたいと思います。 

地球温暖化対策の推進に関する法律では、全ての都道府県および市町村において、そ

の事務および事業に対して温室効果ガス排出量の削減等を目的と致しまして、地方公共



 

 

- 26 – 

                          令和３年第１回鋸南町議会定例会（３月） 

 

 

団体の実行計画を策定しまして、温室効果ガス総排出量の具体的な数値を含めた実施状

況を公表するというものとしております。 

これを含めまして、当町においても本年度より今策定に着手しておりまして、現在、

最終的な数値の修正を含めた確認作業を行っているところでありまして、年度末までに

は計画を完成させまして公表をする予定でおります。 

計画の中では、申します通り、当町での温室効果ガスの排出量を公表しまして、削減

の目標、取り組み方針とその内容、点検、評価、進捗の公表、今後の計画の見直し等を

示させていただきまして住民の方々、また事業者の方々の模範となるような、温暖化防

止の取り組みを推進していきたいということで考えております。以上です。 

○議長（青木悦子） 

   再質問ありますか。 

竹田議員。 

○３番（竹田和明） 

   ご説明ありがとうございます。今年度末までにはこの計画が策定されて公表されると

いうことですのでそれを待ちたいと思いますが、当町については、森林が多くて、そう

いう中でＣＯ２の排出権の買取制度だとかいったことも多分今後の課題となってくる

と思いますので、その辺もあわせまして、今後の計画の策定をお願いしたいと思います。

以上で私からの一般質問を終了したいと思います。ありがとうございます。 

○議長（青木悦子） 

  以上で３番 竹田和明議員の質問を終了します。 

ここで、午後１時３０分までを休憩とします。 

 

 

……… 休 憩・ 午前１１時５５分 ……… 

……… 再 開・ 午後 １時３０分 ……… 

 

 

     ◎一般質問 

     ◎１番 笹生あすか 

  

○議長（青木悦子） 

  休憩を解いて、会議を再開します。 

  １番 笹生あすか議員の質問を許します。 

  １番 笹生あすか議員。 

〔ベルが鳴る〕 
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○１番（笹生あすか） 

  新型コロナウイルス感染症対策について、飼い主のいない猫についての２件質問しま

す。 

１件目、新型コロナウイルス感染症対策についてです。新型コロナウイルスの第３波

が到来し、緊急事態宣言の発令され、昨日東京都の新規感染者数よりも千葉県の方が多

かったという報道もあります。又、近隣市では、複数の介護施設等でのクラスターも発

生しています。１月、当町指定管理の鋸南病院でもクラスターが発生しました。新型コ

ロナウイルス感染症は誰でも感染してしまう可能性があり、感染してしまった個人を責

めるものではありません。まだまだ、収束が見えない今、なぜクラスターが起こってし

まったのか。２度と同じことが起きないように対策が必要です。また、病院職員の安全

を確保するとともに、町民が安心して鋸南病院を利用できるように改善が必要だと考え

ます。そこで、３点質問します。 

１点目は、発症後も勤務を継続していた職員がいたとの情報があるが、実態はどうだ

ったのか。 

２点目は、職員の体調管理や、発症した際の勤務変更など、感染対策を踏まえた勤務

体制等について町は把握していたのか。 

３点目は、新型コロナウイルスに限らず、今後も感染症対策として、体制を整える必

要があると考えるが、町に指導等を行う考えはあるか。以上です。 

続いて２件目、飼い主のいない猫についてです。全国的に飼い主のいない猫が社会問

題になっており、町民からも近所にいる飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を自分のお

金でやっているが、経済的な負担が大きいなどの相談が寄せられています。個人や団体

で不妊手術費用を負担している現状があり、千葉県では、飼い主のいない猫の不妊・去

勢手術等推進事業を令和元年度からスタートし、公益財団法人どうぶつ基金では、全国

の行政と協働して、さくらねこ無料不妊手術事業に取り組んでいます。 

そこで、２点質問します。 

１点目は、鋸南町における、飼い主のいない猫についての現状はどうか。 

２点目は、町として、飼い主のいない猫に関する対策が必要だと考えるがどうか。 

以上で、１回目の質問は終わります。 

○議長（青木悦子） 

  １番 笹生あすか議員の質問について、町長から答弁を願います。 

  白石治和町長。 

〔町長 白石治和 登壇〕 

○町長（白石治和） 

笹生あすか議員の一般質問に答弁致します。 

１件目の新型コロナウイルス感染症対策について、お答え致します。 
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ご質問の１点目、発症後も勤務を継続していた職員がいたとの情報があるが、実態は

どうだったのか、についてでありますが、発症した職員の勤務状況、健康状態につきま

して、指定管理者である、医療法人財団鋸南きさらぎ会に確認しましたところ、始めに

感染が確認された職員は、発病日として公表されている１月１日から診断確定日の７日

までの間に、４日と６日の２日間、勤務していたとのことです。 

当該職員の勤務時においては、発熱はなく、新型コロナウイルス感染症を疑わせる自

覚症状は見受けられなかったとのことです。 

ＰＣＲ検査に至った経緯は、１月６日に、新型コロナウイルス感染症に罹患した方か

ら電話連絡があり、同日の夕刻に自らが濃厚接触者と思われる旨を看護師長に報告し、

翌日の７日、安房保健所の指示のもと、発熱外来を受診、ＰＣＲ検査を実施して、陽性

が確認されたとのことです。発病日につきましては、安房保健所が本人からの聞き取り

調査により、感染された方との接触状況等を基に、年月日を公表しているとのことです。 

鋸南きさらぎ会では、勤務前に体温測定を行い、３７℃以上の職員は帰宅させ、翌日

まで熱が下がらない場合は、発熱外来を受診することを感染症拡大防止対策として実施

しているとのことです。当該職員においては、診断確定後、保健所の指示、健康観察の

もと、入院し、退院後、自宅療養にて観察解除まで過ごされたとのことです。 

ご質問の２点目、職員の体調管理や、発症した際の勤務変更など、感染対策を踏まえ

た勤務体制等について町は把握していたのか、についてでありますが、昨年３月１３日

に開催した町の新型コロナウイルス対策警戒本部会議での感染症予防対策として、マス

ク着用、手指消毒、出勤前の検温３７．５℃以上は出勤停止、フロア等の消毒、室内の

換気、密を避ける、不要不急の外出及び会食の自粛など決定した内容を、翌週１６日に、

鋸南きさらぎ会へ伝え、同会の感染症予防対策の状況を確認したことを始め、感染症防

止対策について協議を重ねてきたところでありますが、議員もご存知のとおり、鋸南病

院は、指定管理者制度で運営されており、職員の勤務管理等は、鋸南きさらぎ会が行っ

ているため、詳細な把握までしておりませんでした。 

令和３年１月７日に鋸南きさらぎ会から、新型コロナウイルス感染症に職員が感染し

た報告を受け、保健所など関係機関とともに、発生の状況、職員の体調管理や、職員の

勤務など状況把握を行ったところであります。今後も、指定管理者の鋸南きさらぎ会と、

連絡体制を密にし、緊急時の状況把握については、速やかに行えるように、対応して参

ります。 

ご質問の３点目、新型コロナウイルスに限らず、今後も感染症対策として、体制を整

える必要があると考えるが、町に指導等を行う考えはあるか、についてでありますが、

医療法を基本とする法令に基づき、国、県の許可を受け、医療に従事している指定管理

者に対しては、許可権者である国、県からの監視があります。 

毎年実施されている保健所による医療監視立入検査や数年に１度実施される関東信
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越厚生局の指導監査及び千葉県健康福祉部医療整備課による指導監査が法令で定めら

れており、医療機関における業務の実態調査が実施されているところであります。感染

対策もこの調査に含まれており、調査の結果、指摘があった際、指摘事項を改善し、改

善結果を報告しなければならないこととなっております。 

また、指摘事項及び改善結果については、指定管理者から町に報告され、双方で協議

のうえ対処しているところです。今回の鋸南病院内でのクラスター発生においては、県

のクラスター班や、保健所における感染防止指導を受けておりますので、町からは感染

防止対策等の徹底、遵守をお願いするものでありますが、関係機関と連携し、指導して

参ります。 

２件目の飼い主のいない猫についてお答え致します。 

ご質問の１点目、鋸南町における、飼い主のいない猫についての現状はどうか、につ

いてでありますが、飼い主のいない猫が地域に及ぼす問題点と致しましては、庭に入っ

てきて困る、庭に糞尿をされて臭い、発情期の鳴き声がうるさいなど考えられますが、

猫は愛護動物であるため、動物の愛護及び管理に関する法律により、むやみに捕獲した

り処分することは法律で禁止されていることから、猫が引き起こす問題が一部地域で社

会問題化していると聞いております。 

猫は犬と違い、法律で登録が義務づけられていないことから、数の把握が難しく、見

かけた猫が飼い猫なのか、飼い主がいない猫なのか区別することができないことも対応

を困難にしている一因であると考えております。 

飼い主のいない猫の相談を、安房保健所に直接、ご連絡していただいている場合もあ

ると思いますが、現在、本町におきまして苦情及び相談等は、殆どないといった状況で

あります。 

飼い主がいない猫は、元を正せば無責任な飼い主による飼育放棄や、自然交配などに

より生まれた猫などであることから、今後 地域で増えすぎてしまった猫により、環境

に悪影響を及ぼす場合には、状況により行政として対応は必要と考えます。 

ご質問の２点目、町として、飼い主のいない猫に関する対策が必要だと考えるがどう

か、についてでありますが、飼い主のいない猫に関する諸問題は全国的に対策が必要で

あることから、環境省では、平成２５年１１月に人と動物が幸せに暮らす社会の実現プ

ロジェクトを立ち上げ、犬猫の殺処分がなくなることを目指すための具体的対策につい

て検討を行い、殺処分の削減等を図るための対策に係る取組等を平成２６年６月にアク

ションプランとして発表しております。 

そのプロジェクトの柱のひとつに、飼い主のいない犬猫の対策の推進があり、猫の室

内飼育の徹底、無責任な餌やりの防止、不妊去勢手術対策の普及啓発の強化、地域猫活

動の推進などが掲げられております。 

千葉県においても、平成２２年３月に、人とねこの共生ガイドラインを作成し、飼い
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主の心構えや飼い主のいない猫に餌を与える際の遵守事項を示すことにより、猫の適正

管理の啓発に努めています。また、猫の新たな飼い主を探す目的で、犬と猫との出会い

の場をホームページ上に開設し、あげたい方とほしい方の情報交換の場として利用され

ています。 

飼い主のいない猫の不妊去勢措置等につきましては、議員のご質問にもありましたよ

うに、公益財団法人どうぶつ基金のさくらねこ無料不妊手術事業を活用する方法があり、

個人や地域ボランティア、地方公共団体が申請を行うことにより、無料の不妊手術チケ

ットが発行され、登録されている動物病院で手術を行うことができるというものになり

ます。 

本事業は、県内において、いくつかの自治体が登録し、既に事業を実施しているとこ

ろであり、人と猫が地域で共生していけるように猫の命を尊重する取り組みを推進して

おります。地域の環境を保全する中では、有益と考えますので、今後の状況により制度

の導入を検討して参ります。 

以上で、笹生あすか議員の一般質問に対する答弁と致します。 

よろしくお願い致します。 

○議長（青木悦子） 

  笹生あすか議員、再質問はありますか。 

  １番、笹生あすか議員。 

○１番（笹生あすか） 

はい。最初の陽性者については答弁でわかりましたが、その後の陽性者やクラスター

になった状況はどういうものだったのでしょうか。 

○議長（青木悦子） 

保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（杉田和信） 

ただいまの質問に答弁させていただきます。 

１月７日に陽性者が確認された後、安房保健所の調査では、職員はマスクやフェイス

シールドを着用していた。着用して勤務していたことから濃厚接触には当たらないと判

断されたところではありますが、感染症が拡大している懸念から町から患者さん、全職

員に対する検査を要請をし、職員からも実施に対する検査の要望がありましたので、翌

日の８日に病院のほうで抗原検査を順次行うこととなったわけでございます。 

まず抗原検査を２名の患者さんに行ったところ、すぐ２人の陽性反応が示されたとい

うことで保健所へと連絡致しまして、翌日の９日に外部委託者を含む職員４７名と、あ

と入院患者２４名の計７１名のＰＣＲ検査を実施することとなりました。 

医師および看護助手並びに５人の入院患者、計７名の陽性が確認されたところでござ

います。入院患者さんの中にはせき込む方がおられたと伺っております。そして医師に
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あってはですね、新型コロナウイルス感染症の疑わしい症状もなく、看護助手も無症状

のですね、病原体の保有者と、いうところの報告を受けたところでございます。 

その後におきましてもですね、抗原検査やＰＣＲ検査を間隔をあけて実施し、１９日

のＰＣＲ検査で全ての患者さん、職員が陰性となったところであります。しかし、１０

日後の２９日に病棟の看護師が前日これは味覚障害、嗅覚障害が発生したとのことです

ぐ発熱外来を受診し、ＰＣＲ検査を行い陽性が確認されたということで。またこの報告

を受けて同日、ＰＣＲ検査を行い、全ての患者さん、そして職員の陰性を確認したとこ

ろでございます。 

クラスターとなった要因につきましては、発生当初は感染されている方はいないとの

思いでですね、患者さんに接し対応していたこと、また患者さんは高齢で寝たきりの方

が多かったことで、ウイルスが体内に増殖するのが遅くなり、度重なる検査でもですね、

陰性を示していたのではないかと、これは医師からは伺っているところでございます。  

以上です。 

○議長（青木悦子） 

  再質問ありますか。 

笹生あすか議員。 

○１番（笹生あすか） 

その後の陽性者やクラスターになった背景というものが時系列でわかったのですけ

れども、鋸南病院のそのクラスターに関連する濃厚接触者や接触者として検査した方々

の状況をもう少し詳しく答えてください。 

○議長（青木悦子） 

  保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（杉田和信） 

ただいまの質問に答弁させていただきます。国は濃厚接触者について発症の２日前か

ら１ｍ以内で１５分以上接触した人と定義しているところでございます。また感染者が

マスクの着用や手の消毒など周囲を感染させない対策をとっていた場合は原則濃厚接

触者に当たらないとされておるところでございます。 

ＰＣＲ検査の陽性者における濃厚接触者は安房保健所が聞き取り調査を行い、国の定

義に沿って判断し、ＰＣＲ検査の実施の有無を決定しているところでございますので、

町としてですね、検査をされた方についての状況についてはわからないところでありま

す。しかしながら当該検査での陽性という結果が確認されましたら保健所から通知され

ているところでございます。以上です。 

   

○議長（青木悦子） 

 再質問ありますか。 
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笹生あすか議員。 

○１番（笹生あすか） 

  感染された陽性になってしまわれた方の検査で、実際鋸南町でも濃厚接触になった方

が陽性になってしまったっていうことは報道されて、ちゃんと公表されているのでそれ

以上の方は出なかったっていうことだと思うんですけれども。病院以外での町民の感染

状況、新型コロナウイルスの感染状況はどうでしょうか。 

○議長（青木悦子） 

  保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（杉田和信） 

ただいまの質問にお答えします。鋸南町では２月２日以降新たな新型コロナウイルス

感染症の発生は確認されておらず、今までかかられた方全ての方が回復されておるとこ

ろでございます。 

今までにおきましては館山市の医療機関に入院される間際での検査で、感染症が確認

された方が１名おられます。そして鴨川市の医療機関に入院されている方、その当時は

その医療機関の同じく院内クラスターという形になるわけですけども、その方が１名。

そして市中感染において１世帯６人と計８名となっておるところでございます。 

以上です。 

○議長（青木悦子） 

 再質問はありますか。 

笹生あすか議員。 

○１番（笹生あすか） 

２月２日以降新たな発生は確認されていないということで、日頃から皆さんが努力さ

れている結果かなと思うんですけれども、住民アンケートでも鋸南病院に対する意見は

本当にたくさんありました。今後、鋸南病院が町民から信頼される病院にするために、

町が検討していることはありますか。 

○議長（青木悦子） 

  保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（杉田和信） 

ただいまの質問にお答え致します。指定管理者と町の執行部の間では連絡協議会とい

う協議を行う場を設けておるところでございますが、指定管理者側のですね、職員との

間でそのようなちょっと会話をする場がございませんので、一応今後におきましてはで

すね、職員との間においても話し合う機会を定期的に設けまして、接遇改善をはじめと

致します諸課題での意見交換をする場として整えて参りたいと思っておるところでご

ざいます。以上です。 
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○議長（青木悦子） 

  再質問はありますか。 

笹生あすか議員。 

○１番（笹生あすか） 

今、鋸南病院は危機的状況にあると思うんです。今まで赤字だったりだとかして、い

ろいろあったと思うんですけど、さらにやっぱりクラスターが起きることによって危機

的状況にあるんじゃないかって個人的に思っています。町は特別体制で取り組む必要が

あるのではないでしょうか。もっと深く関われるような契約の内容にしたりだとか、病

院全体の、先ほど課長もおっしゃいましたけども、接遇の質の向上を図らなければなら

ないので、病院を良くするためのプロジェクトチームを作るような取り組みが必要だと

考えますが、どうですか。 

○議長（青木悦子） 

  保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（杉田和信） 

一応プロジェクトに関しましては今後検討させていただきたいとは思っておるとこ

ろでございますが、まずやはり職員側とまだ一度も会話をした経緯はございませんので、

その中でですね、やはり双方、町ばかりがおこなってもいけませんので、病院といいま

すか、指定管理者側もですね、この問題については取り組んでいただかねばならない問

題ですので。一応双方の中でですね、話し合った中で、やはりそういった取り組みのほ

うへとですね、進めたらいいのではないかと考えているところでございます。以上です。 

○議長（青木悦子） 

  再質問はありますか。 

笹生あすか議員。 

○１番（笹生あすか） 

まだ新型コロナウイルス感染症の収束は見えませんし、町の大切な鋸南病院っていう

ものを守るために町だけでもちろんないし、病院だけでなく私たち議員みんなで力を合

わせて立て直していかなければいけないのではないかと考えますので、今後も前向きな

提案などいろいろしていきたいと思います。 

続いて２件目の再質問です。町内にも猫などの保護活動をしている団体がありますが、

情報公開や相談、協力要請などはありますか。 

○議長（青木悦子） 

 建設水道課長。 

〇建設水道課長（平嶋隆） 

  町長の答弁にもありました通り、飼い主のいない猫をはじめとする猫の相談というの

は、今現在は個人また団体も含めまして、現在はほとんどないような状況であります。 
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また町内には、猫の保護活動をされているＮＰＯ団体があると聞いてございますので、

今後におきましても、協力要請とか相談等ございましたら、環境の問題でもありますの

で、対応はさせていただきたいと考えています。以上です。 

○議長（青木悦子） 

  再質問はありますか。 

笹生あすか議員。 

○１番（笹生あすか） 

町の方に相談はほとんどないということなんですけれども、相談場所として建設水道

課の建設環境室が担当課だということをわからない方も多いのではないかなと思いま

す。町のホームページを見ると、暮らしの情報っていうところがありまして、そこには

犬猫っていう項目があるんですけれども、何も今掲載されていません。他の自治体をい

ろいろ調べてみると、飼い主のいない猫についての問題など、あと猫の飼い主に対して

適正管理などの普及啓発について載っています。 

ぜひホームページや町報などを活用してほしいと考えますがどうですか。 

○議長（青木悦子） 

建設水道課長。 

〇建設水道課長（平嶋隆） 

今後、正しい猫の飼い方等をはじめとして、飼い主のいない猫の対応等、また、適正

な管理による、地域の環境保全等あわせて、普及啓発等は、ホームページ、また町報等

でやっていくことを検討していきたいと考えます。 

またご指摘の通り、一般的に建設水道課で直接動物関係っていうことはなかなか繋が

りませんので、わかりやすい表示等による方法は必要と考えていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（青木悦子） 

  再質問。 

笹生あすか議員。 

○１番（笹生あすか） 

助成事業があるのが一番いいんですけれども、今現在そんな相談が、あまり町の方に

来てないっていうことで、それでなかなか一歩踏み出すのは難しいのかもしれないんで

すけれども。先ほどの答弁でもありました、さくらねこの事業に関しまして、何でさく

らねこって言うかっていうと、その飼い主のいない猫を一度捕獲して不妊去勢手術をし

た猫の耳を桜の花びらのようにちょっとカットすることによって、その子たちが手術し

たかどうかがわかる。 

で、その子たちの一代限りの命を全うすることができる。できれば飼い主も見つかれ

ばいいというようなプロジェクトなんですけれども、それを行政が申請すれば、その不
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妊手術のチケットの枚数制限がないものになるので、ぜひ活用してほしいと思います。 

また、今現在猫を飼っている方や、飼い主のいない猫のお世話をしている方へのメッ

セージがやっぱり重要になってくるかと思います。もちろんその猫を捨てるということ

は犯罪ですし、そういうものを他の自治体でも載せたりとかしてるので、ぜひ参考にし

ていただいて、啓発していただければと思います。以上で私からの一般質問は終わりま

す。  

○議長（青木悦子） 

  以上で笹生あすか議員の質問を終了致します。 

  ここで休憩と致します。 

再開は２時１０分でお願い致します。 

 

 

……… 休 憩・午後２時００分 ……… 

……… 再 開・午後２時１０分 ……… 

 

 

     ◎発議案第１号の上程、説明、質問、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

  日程第５、発議案第１号、議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について

を議題と致します。 

  提出者、鈴木辰也より主旨説明を求めます。 

 提出者、９番、鈴木辰也議員。 

〔９番 鈴木辰也 登壇〕 

○９番（鈴木辰也） 

 発議案第１号、議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の制定につきましては、私

のほか４名の議員の賛成を得て提出したものであり、議員の報酬月額の５％を削減しよ

うとするものです。 

一昨年の台風災害による甚大な被害、これに続く新型コロナウイルスの感染拡大は、

町民の生活を圧迫し、事態終息の見通しは不透明なままとなっております。 

人口減少が大きな問題となっている当町においては、災害、コロナ禍の影響による人

口流出により、この傾向にますます拍車がかかる事が懸念されおり、今後の税収の落ち

込みによる町財政の悪化が危惧される一方で、地方交付税の伸びは期待できず、鋸南町

の状況は、数々の不安要素が取り巻いております。このようななか、本定例会には、令

和３年度も引き続き、特別職の給料を削減する条例改正案が提出されております。 
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これらの状況を判断した中で、鋸南町議会としても、令和２年度に引き続き議長、副

議長及び議員の報酬月額について、１年間１００分の５を削減する必要を認め、条例の

改正を行おうとするものであります。 

ただし、令和２年度末における財政調整基金の残高が１３億４千万円を越える見通し

であり、町管理職の給料の削減が本年度をもって終了すること、特別職については平成

２６年度から期末手当の削減を取りやめていること等を考慮に入れ、削減は報酬月額の

みとすることと致しました。 

なお本条例につきましては、公布の日から施行するものとし、削減額については、新

型コロナ感染症対策の一助とされるよう希望するものであります。 

議員各位のご理解、ご賛同をお願い致しまして、趣旨説明を終わります。 

○議長（青木悦子） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより採決を行います。 

 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

  挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

  日程第６、議案第１号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度鋸南町一

般会計補正予算第６号についてを議題と致します。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 
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 総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 

○総務企画課長（平野幸男） 

 議案第１号、専決処分の承認を求めることについて、ご説明致します。 

専決処分のご承認をお願いするのは、令和２年度鋸南町一般会計補正予算第６号につ

いてでございます。 

新型コロナウイルス感染症は、本県を含む１１都府県に緊急事態宣言が発出され、緊

急事態措置等の対策によって、全国での新規感染者は減少傾向にあります。 

国では、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる

限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るため、感染防

止のためのワクチン接種を公費負担で全国民に行うこととし、医療従事者に対する接種

以外は、各市区町村が接種の実施主体としています。 

このため接種費用及び事務経費について予算措置を行う必要があったことから、去る

２月１に専決処分をさせていただきました。また、計上済み予算のうち、新型コロナウ

イルス感染症の拡大により影響を受けた漁業者等への事業継続支援金について、不足を

生じる見込みとなったことから、併せて増額補正を行いました。 

地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会のご承認をお願いするものでありま

す。 

歳出から説明をさせていただきます。８頁をお願い致します。 

  ４款衛生費、１項、２目、予防費ですが、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業

として、１節、報酬から１２節・委託料中、接種券作成委託まで合わせて２４３万４千

円は、接種のための体制整備及び事務経費であります。１２節、委託料中、ワクチン接

種委託４５５万４千円は、接種２千回分の費用を計上致しました。なお本予算による接

種対象者は、６５歳以上の住民及び医療従事者を見込んでおります。 

次に、同じ頁の下段、５款農林水産業費、３項、２目・水産業振興費１８節、漁業者

等事業継続支援金３００万円は、申請数が増加したことに伴い補正をしようとするもの

で、その上、１項、３目、農業振興費１８節、農業者等事業継続支援金において、予算

に余剰を生じていることから同額を減額しようとするものです。 

７頁をお願い致します。歳入でありますが、歳出でご説明致しました新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策事業は、費用の全額が国庫負担金及び補助金の対象となることか

ら、１５款・国庫支出金、１項・３目・衛生費国庫負担金において接種委託経費を２項・

２目・衛生費国庫補助金において接種委託経費以外の体制整備及び事務経費をそれぞれ

計上致しました。以上で議案第１号の説明を終わります。 

  よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（青木悦子） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 他に質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

  討論がないようですので、討論を終了します。 

  これより、採決を行います。 

 原案を承認することに、賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

  よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

 

     ◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第７、議案第２号、町長等の給料月額の特例に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題と致します。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 

○総務企画課長（平野幸男） 

  議案第２号、町長等の給料月額の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、ご説明を致します。新旧対照表をお願い致します。 

本特例条例は、町長の給料月額について３０％、副町長及び教育長については２０％

削減する内容で、本年３月３１日までの期限付きでありましたが、現在の財政状況から、

更に１年、令和４年３月３１日まで延長致したく、条例の改正をお願いするものであり

ます。本条例は、令和３年４月１日から施行しようとするものであります。以上で、議

案第２号の説明を終わります。よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上
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げます。 

○議長（青木悦子） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

  質疑がないようですので、質疑を終了します。 

  討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

  討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第８ 議案第３号、鋸南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題と致します。 

  総務企画課長より議案の説明を求めます。 

  総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 

○総務企画課長（平野幸男） 

  議案第３号、町長等の給料月額の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、ご説明致します。 

 新旧対照表をお願い致します。 

議案第２号において、町長３０％、副町長及び教育長については２０％の給料月額を

減額するものですが、減額の期間、令和３年４月１日から令和４年３月３１日の間に支

給される期末手当の算定における給料月額は、減額前の本則に定める給料月額とするも
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のであります。 

本条例は、令和３年４月１日から施行しようとするものであります。 

以上で、議案第３号の説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

  日程第９、議案第４号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 

○総務企画課長（平野幸男） 

  議案第４号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、ご説明を致します。 

平成２６年９月から特別職の職員となりました鳥獣被害対策実施隊員の報酬につい
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て、現在の活動内容に応じた報酬とするため、報酬日額の改正を行おうとするものです。 

それでは新旧対照表をお願い致します。第２条、特別職の職員の報酬に関する別表中、

鳥獣被害対策実施隊員の報酬日額を現行２千円から１万円に改めるものであります。本

条例は、令和３年４月１日から施行するものであります。 

以上で、議案第４号の説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○議長（青木悦子） 

  ３番、竹田和明議員。 

○３番（竹田和明） 

非常勤特別職ということですけれども、鳥獣被害対策実施隊員というのが特別職の非

常勤ということですが、他のその特別職の非常勤例えば消防団であるとかですね、こち

らの消防団についても、緊急対応とかでですね、結構大変な仕事だと思うんですが、報

酬の見直しというのは、鳥獣被害対策実施隊員だけを対象に見直しを行ったのか、特別

職非常勤全体の見直しを行う中で、この実施隊員だけを見直すことになったのか、その

辺の他の非常勤特別職とのバランスという意味で、どうなのかということで質問したい

と思います。 

○議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 

○総務企画課長（平野幸男） 

まずどちら全体で見直したか個別にということですが今回については、自治体のみの

ですね、報酬改定ということで検討しました。そして全体については昨年 4 月から導入

しました、会計年度任用職員の制度が始まりましたときに、特別職とその会計年度任用

職員の区分ですかね、そういったものと、実際のその方針についてはですね、検討して

振り分けをしたという状況でございます。 

従いまして繰り返しになりますが今回の条例改正の大前提となります検討は実施隊

員のみということでございます。 

○議長（青木悦子） 

 他に質疑はございますか。 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

  これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

 日程第１０、議案第５号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題と致します。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 

○総務企画課長（平野幸男） 

  議案第５号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

ご説明を致します。 

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するため、人事院規則が一部改正

され、特殊勤務手当の特例として防疫等作業手当が追加されました。地方自治体にあっ

ても同様の対策を講ずるよう国から要請をあったことから、本改正とお願いするもので

あります。 

それでは、新旧対照表１頁をお願い致します。 

第２条、特殊勤務手当の種類及び支給額を定める別表において、８、防疫等作業手当

を追加するものであります。支給者の条件及び支給基準、支給金額ですが、第１号、新

型コロナウイルス感染症が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型

コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち町が定めるものの内部又はこれに準

ずる区域として町が定めるものにおける新型コロナウイルス感染症から国民の生命及

び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業で町が定めるものを支給者の

条件として、１日を基準に３千円、ただし、患者等の身体に接触、又は長時間にわたり

作業を行った場合にあっては４千円を支給金額と定めました。 

 ２頁をお願い致します。第２号、新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康
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を保護するために行われた措置に係る作業のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若

しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、町が定める

ものを支給者の条件として、１日を基準に１千円、ただし、患者等の身体に接触、又は

長時間にわたり作業を行った場合にあっては１千５百円を支給金額と定めました。 

なお、第１号作業に従事した場合には、第２号作業に係る手当な支給しないものとし

ています。本条例は、公布の日から施行するものであります。以上で、議案第５号の説

明を終わります。よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます 

○議長（青木悦子） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○議長（青木悦子） 

  １１番、笹生正己議員。 

○１１番（笹生正己） 

今の説明で、国がこの手当をつけるということだったように記憶していますけど、こ

れを、これの作業に従事した、そして支払った補助金、補助金と補助額がどうなってい

るのか説明願います。 

○議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 

○総務企画課長（平野幸男） 

今回支給した実績はございません。これからも可能性としては、私ども訪問看護等の

ですね、場合においてそういった接触があった場合に支給が想定されると思いますけど

も、具体的に国の方から手当に対する補助金なり、充当できる交付金っていうことは現

在のところ確認はしておりません。 

○議長（青木悦子） 

 他に質疑はございますか。 

質疑がないようですので、質疑を終了します。 

○議長（青木悦子） 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 
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○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１１、議案第６号、鋸南町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定にい

てを議題と致します。 

  税務住民課長より議案の説明を求めます。 

  税務住民課長。 

〔税務住民課長 加藤芳博 登壇〕 

○税務住民課長（加藤芳博） 

議案第６号、鋸南町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明

致します。 

令和２年及び平成３０年の税制改正、並びに、新型インフルエンザ等対策特別措置法

等の一部を改正する法律の公布等により、鋸南町国民健康保険条例の一部を改正する必

要が生じましたので、条例改正をお願いするものでございます。 

新旧対照表により、ご説明をさせていただきます。１頁をお願い致します。 

第３章、同章第４条は、現行では削除された条文ですが、第３章の章名を「被保険者」

とし、第４条で「被保険者としない者」所謂適用除外の規定を設けようとするもので、

児童福祉施設に入所している児童や、里親に委託されている児童などで扶養義務者がい

ない場合は、公費で給付を受けられるため、被保険者としないとするものです。 

第１３条は、一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定に関する条項ですが、

地方税法において所得を計算するにあたって、低未利用地に係る長期譲渡所得における

特別控除に関する規定が追加されたことから、本条例においても租税特別措置法の条文

を引用しようとするものです。４頁をお願いします。 

３頁から続きますが、第２０条は保険料の減額に関する規定で、現在の国保料におい

ては、応益分を７割、５割、２割をそれぞれ軽減する制度がございます。この軽減の適

用、減額割合を算定する条件について、給与所得控除、及び、公的年金等控除が１０万

円引き下げられる一方で、基礎控除額が１０万円引き上げられたため、現行制度との公

平性を保つため、第１号では「給与所得者等」の定義を定めるとともに、７割軽減につ

いて、第２号では５割軽減について、第３号では２割軽減について、それぞれ対象とな

る所得の算定方法を改めようとするものです。 

７頁をお願い致します。 
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附則第２条は、ただいまの第２０条において、給与所得者等に該当するかを判定する

ための、６５歳以上の公的年金所得者に係る所得金額を、１１０万円とあるのを、当分

の間、１２５万円と読み替える規定を追加しようとするものです。 

附則第５条の改正は、字句の整理と、新型コロナウイルス感染症の定義について、新

型インフルエンザ等対策特別措置法の条文を引用しておりますが、当該条項が削除され、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定義が規定されたため、該

当の条文から定義について規定しようとするものです。 

なお、この条例は、公布の日から施行し、保険料の算定に関する第１３条、第２０条、

及び、附則第２条の改正については、令和３年度分の保険料の算定から適用しようとす

るものでございます。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜わりますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１２、議案第７号、鋸南町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。 
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 保健福祉課長より議案の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 杉田和信 登壇〕 

○保健福祉課長（杉田和信） 

議案第７号、鋸南町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてご説明致します。 

今改正は、母子保健法第２２条の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまで、

切れ目のない支援を提供することを目的とし、鋸南町保健福祉総合センター内に子育て

世代包括支援センターを設けようとすることをお願いするものでございます。 

新旧対照表をご覧願います。 

事業を規定しております第４条第１項につきまして、第６号として、子育て世代包括

支援事業（子育て世代包括支援センター）母子保健法に規定する母子支援事業を追加す

るものでございます。なお、この条例は、公布の日から施行するものでございます。以

上で、説明を終わります。 

よろしく、ご審議のうえ可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     ◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１３、議案第８号、鋸南町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

を議題と致します。 

保健福祉課長より議案の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 杉田和信 登壇〕 

○保健福祉課長（杉田和信） 

  議案第８号、鋸南町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上

げます。 

本条例の改正につきましては、第８期介護保険計画の策定に伴い、介護保険料を改正

しようとするものでございます。それでは新旧対照表の１頁をご覧願います。 

第３条第１項では、令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率を第１

号被保険者の区分に応じ、それぞれ各号に定める額とするものであります。 

第１号では、生活保護受給者の方、世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の

課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方において、年額を４万２千円

に、第２号では、世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合

計所得金額の合計が８０万円を超え１２０万円以下の方は、年額を６万３千円に、第３

号では、世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金

額の合計が１２０万円を超える方は、年額を６万３千円に、第４号では、世帯の誰かに

市区町村民税が課税されているが、本人は非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得

金額の合計が８０万円以下の方は、年額を７万５千６百円に、第５号では、第４号にお

ける合計が８０万円を超える方は、年額８万４千円に、第６号では、本人において市区

町村民税が課税され、前年の合計所得金額が１２０万円未満の方は、年額１０万８百円

に、第７号では、第６号における合計所得金額が１２０万円以上２００万円未満の方は、

１０万９千２百円に、第８号では、第６号における合計所得金額が２００万円以上３０

０万円未満の方は、１２万６千円に、第９号では、第６号における合計所得金額が３０

０万円以上の方は、１４万２千８百円と規定するものです。 

附則第２条の５では、第３条第１項第１号から第３号までの規定にかかわらず第１号

被保険者の低所得者に対する軽減措置として、令和３年度から令和５年度までの各年度

における保険料率を、２頁をご覧願います。 

第１号で、第３条第１項第１号に該当する者の保険料率を年額２万５千２百円に、第

２号では、第３条第１項第２号に該当する者の保険料率を年額４万２千円に、第３号で

は、第３条第１項第３号に該当する者の保険料率を年額５万８千８百円に定めようとす
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るものでございます。 

施行期日につきましては、令和３年４月１日から施行しようとするものです。また、

経過措置と致しまして、令和２年度以前の保険料は、なお従前の例によるものでありま

す。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

  質疑がないようですので、質疑を終了します。 

  討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

  討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１４、議案第９号、鋸南町豊かなまちづくり寄付金条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題と致します。 

  総務企画課長より議案の説明を求めます。 

  総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 

○総務企画課長（平野幸男） 

  議案第９号、鋸南町豊かなまちづくり寄付金条例の一部を改正する条例の制定につい

て、ご説明を致します。 
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本条例は、本町を応援してくださる個人又は団体から寄付金を募り、その意思を具体

化することによって、多様な人々の参加によるまちづくりに資することを目的として、

平成２０年６月に施行致しました。現行条例において、施行当時の町総合計画における

５つの基本目標を寄付金の使途、使い道として定め、寄付を募って参りましたが、５つ

の区分が抽象的であることから、寄付者が寄付金の使途を選択しやすいよう、改めよう

とするものであります。それでは、新旧対照表をお願い致します。 

第２条、寄付金の使途指定等に関する規定ですが、現行の第１号から第５号までの使

途について、改正案に記載の第１号から第４号までに改めるものであります。なお、第

４号に関しましては、特別に寄付を募り、推進すべき事業について、使途、使い道とす

ることができるとしたものであります。 

本条例は、令和３年４月１日から施行し、改正前に寄付された寄付金の処分は従前の

例によるものであります。以上で、議案第９号の説明を終わります。 

 よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

○議長（青木悦子） 

  ３番、竹田和明議員。 

○３番（竹田和明） 

ただいまこの変更の趣旨をご説明いただきましたが、何かこの寄付金の名前鋸南町豊

かなまちづくり寄付金に対して、この寄付金の使途の区分がですね、何かちょっとまち

づくりと言えるのかなっていうようなところがちょっと感じます。 

現行のその区分では確かに抽象的とは言いながらもですね、最後に全部まちづくりっ

て入ってるので、まちづくりのための寄付なんだなっていうのはわかるんですけど、例

えば保健福祉医療であるとか教育であるとか、地域活性化っていうのは、これが寄付金

で充当するのがふさわしいのかなっていうのがちょっとよくわからなかったんですけ

ど。 

例えばその使途の中にですね、その災害に強いまちづくりであるとか、今耕作放棄地

が問題になってますけれども、こういった環境保全のためのまちづくりであるとか、そ

ういったものもあっていいんじゃないかなっていうふうにも思うんですが、その辺のと

ころいかがでしょうか。 

○議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 

○総務企画課長（平野幸男） 

それでは、現行の区分、５つですね、これは全て生活環境から産業まで、いわゆる町
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の政策分野を包括するような形になっておりまして、実際にそのまちづくりの寄付金の

区分としてですね、１号から５号までそれぞれ応分の寄付が集まっております。これは

その中で抽象的って私が申し上げたのは、生活環境と例えば生活基盤ではどういった区

分になっているのかというのがわかりづらいということで、今回、４つの号に分けたわ

けでございます。 

いずれにしても全体として町の方を政策分野を包括するような形に、どの分野にご意

思があるかということを考えますと、保健福祉医療といういわゆる福祉分野のものと教

育、それから産業住環境ということで、この３つを区分すれば、寄付の皆さんが意思を

どれかに分けて寄付できるんではないかということで、また最後の４号につきましては、

竹田議員ご意見としてございましたが、特別に町がまた、例えばクラウドファンディン

グと似たような形になると思いますけども、達成したい事業があって、早急に寄付を集

めるということであればですねその分野を町長が必要と認めた事業ということで定め

て公表して寄付を募るということでございますので、ご意見の中については、第４号の

規定によって取り行われるんじゃないかなというふうに思っております。 

○議長（青木悦子） 

他に質疑はございますか。 

質疑がないようですので、質疑を終了します。 

○議長（青木悦子） 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより、採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１５、議案第１０号、を安房郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する
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規約の制定に関する協議についてを議題と致します。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 

○総務企画課長（平野幸男） 

  議案第１０号、安房郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関

する協議についてご説明を致します。 

規約の一部改正は、安房郡市広域市町村圏事務組合の事務所を移転することから、地

方自治法第２８６条第２項の規定により、関係地方公共団体と協議するにあたり、同法

第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

新旧対照表をお願い致します。第５条、事務所の位置について、館山市北条４２０番

地の４から、館山市館山１５６４番地の１館山市立博物館分館内に変更をするものであ

ります。 

本規約は、令和３年４月１日から施行するものであります。以上で、議案第１０号の

説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

  質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

  これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     ◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

 日程第１６、議案第１１号、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総

市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の一部を改正する規約の制定に関する協

議についてを議題と致します。 

 建設水道課長より議案の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

〔建設水道課長 平嶋隆 登壇〕 

○建設水道課長（平嶋隆） 

議案第１１号、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町

広域廃棄物処理事業協議会規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてご

説明を致します。 

規約の一部改正は、広域廃棄物処理事業において、施設建設地の決定に伴い、令和３

年４月１日付けで協議会の事務所を木更津市から富津市に移設したいことから、地方自

治法第２５２条の６の規定により、関係地方公共団体と協議するにあたり、同法２５２

条２の２第３項の規定より、議会の議決を求めるものでございます。 

新旧対照表をご覧ください。第５条、協議会の事務所の設置場所について、木更津市

潮浜三丁目１番地、木更津市環境部まち美化推進課から富津市下飯野２４４３番地、富

津市市民部環境保全課に変更をするものであります。 

第１０条 職員、第１項では、協議会では協議会の担任する事務に従事する職員につ

いて、木更津市環境部まち美化推進課廃棄物処理事業準備室から富津市市民部環境保全

課に変更するものであります。 

第１７条、経費の支弁の方法、第３項では、経費の支弁方法について、負担額の納付

先を木更津市から富津市に変更するものであります。本規約は令和３年４月１日から施

行しようとするものであります。以上で、議案第１１号の説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

  これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１７、議案第１２号、特定事業に係る変更契約の締結についてを議題と致しま

す。 

  総務企画課長より議案の説明を求めます。 

  総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 

○総務企画課長（平野幸男） 

議案第１２号、特定事業に係る変更契約の締結についてご説明致します。 

特定事業に係る変更契約を締結しようとするものは、第２期君津地域広域廃棄物処理

事業であります。契約金額は、変更前８２０億６千万円。変更後は、三者協定に基づく

日本製鉄株式会社負担分控除前８２６億４５７３万９千円。三者協定に基づく日本製鉄

株式会社負担分控除後８０９億４７２０万２６００円。 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第１２条及び議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決をお願いするものであります。 

別添資料をお願い致します。上段の表は、事業者提案による、事業者グループ株式会

社である日本製鉄株式会社の事業系ごみの受入れに係る、変更となる契約金額を示した

ものとなります。当初契約金額は８２０億６千万円であり、変更契約金額は日本製鉄株

式会社負担分控除前で８２６億４，５７３万９千円となります。 

この変更契約金額から三者協定に基づく日本製鉄株式会社の負担分を控除致します

と８０９億４７２０万２６００円となり、当初契約金額である８２０億６千万円との差

額 １１億１２７９万７４００円のメリットがでますが、日本製鉄株式会社が一部費用
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負担をすることにより交付対象外となる交付金が１億５２０１万７３００円減となる

ことから、実質的なコストメリットは９億６０７８万１００円となります。 

参考と致しまして、中段の表に自治体別負担額をお示ししており、当町は１．４８％

であります。下段の表には、全体概算事業費と、各市町の事業費をお示ししております。

実質負担額が約８０９億４７２０万３千円でありますので、当町の２０年間の実質負担

額は９億８９５５万１千円、年額で４９４７万８千円と見込んでおります。以上で議案

第１２号の説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１８、議案第１３号、財産の取得について（都市交流施設周辺整備事業）を議

題と致します。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

 総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 
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○総務企画課長（平野幸男） 

取得しようとする財産は、所在地は、鋸南町保田字波佐間７３１番地ほか１１筆。地

目は、田ほかです。面積は９１１４．７４平方メートル。取得の目的は、都市交流施設

周辺整備事業。取得価格は、１億３４５７万９５２５円。取得の方法は随意契約でござ

います。なお、資料として物件目録をお手元に配付してございます。 

予定価格が１千万円以上かつ取得面積が５千平方メートル以上である不動産の買い

入れでありますので、議会の議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。以上で議案第１３号の

説明を終わります。 

よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○議長（青木悦子） 

８番、小藤田一幸議員。 

○８番（小藤田一幸） 

物件目録があります。それについて二つ教えてもらいたいと思います。全部教えても

らいたいんですけど２つだけ、４番。雑種地、９５７平方メートル、６番、田んぼを１

９６０平方メートル、これはいくらで取得したか値段をお願いします。 

○議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 

○総務企画課長（平野幸男） 

それではお答え申し上げます。４番の波佐間の７４５番地につきましては、土地の代

金は１４５２万２０７円でございます。それから６番、７４７番地の１他でございます

がこちらは下のですね、７４８番の３と合わせておりますので合わせた金額で申し上げ

ますが、２つで合わせまして１０５７万円でございます。 

○議長（青木悦子） 

再質疑はございますか。 

８番、小藤田一幸議員。 

○８番（小藤田一幸） 

雑種地９５７平方メートル。約１反ですよね。１反でいいですか。私も計算１０００

平方メートル。雑種地で、１４５２万するっていうのは、ちょっとこれは値段が高すぎ

ませんか？一反１４００万。下の方の６番。２つで足してこれは９．９ですからでもだ

いたい２反ですね。田んぼに田んぼで１０００万、今の価格から言って、こんな高い土

地は、ないですよ。５００万、いい土地ですね。あそこら辺はあんまり耕作してないじ
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ゃないですか。ちょっと値段に納得できないんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 

○総務企画課長（平野幸男） 

まず４番の雑種地でございますが、平方メートルでの単価で申し上げますと、１万５

１７３円でございます。それから６番の地目が田につきましては、５３６６円が単価で

ございます。いずれも不動産鑑定士の資格を持った方の不動産鑑定評価をもって、私共

の単価とさせていただいているもおりますので、適正な価格というふうに考えておりま

す。 

○議長（青木悦子） 

再質疑はございますか。 

３回目です。８番、小藤田一幸議員。 

○８番（小藤田一幸） 

誰が評価されたのですか。 

○議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 

○総務企画課長（平野幸男） 

お答えいたします。町の方から不動産鑑定を委託いたしました首都圏不動産鑑定株式

会社の不動産鑑定士、海野先生の評価でございます。 

○議長（青木悦子） 

他に質疑はありませんか。 

１１番、笹生正己議員。 

○１１番（笹生正己） 

私もそれぞれ種目別に単価教えてもらえればと思ったんですけど、個人の名前も全て

載ってますんでね、教えてもらえないかと思ったらはっきりと小藤田議員が聞いた中で

答えられたから、いいんですけど、私も鑑定士のそのままで交渉もしないで買ったのか

なっていう気はします。 

少々高いような、少々じゃない、だいぶ高いような気がします。交渉事、土地の場合

は交渉事ももちろんありますんで、役所で売買するには交渉はしないのかな、鑑定士が

言うそのままかなっていうことを思ったんで、先ほど手挙げました。交渉はしたんです

か。 

○議長（青木悦子） 

  総務企画課長。 

○総務企画課長（平野幸男） 

私どもとしては交渉のための評価額を算定いただきましたので、総額をお示しした上
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で、売買のを仮契約をしたということでそれが交渉ということになるかどうかわかりま

せんが、経緯としては私どもから評価額を示させていただいたということでございます。 

○１１番（笹生正己） 

私が言う交渉とは、手の内を全部無視しちゃって、はい、こうですよっていう交渉の

ことは言いません。役所はこういうことをやるんだなと思ったからしょうがないですね。

もう質問にはなりません。 

○議長（青木悦子） 

 他に質疑はございますか。 

他に質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 多数〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１９、議案第１４号、指定管理者の指定について、鋸南町ボランティアセンタ

ーを議題と致します。 

 保健福祉課長より議案の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 杉田和信 登壇〕 

○保健福祉課長（杉田和信） 

議案第１４号、指定管理者の指定についてご説明致します。 

鋸南町ボランティアセンターの管理につきましては、平成１８年９月１日より指定管

理者として、鋸南町社会福祉協議会が行って参りましたが、令和３年３月３１日をもっ

て期間が満了となります。 
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これに伴い、鋸南町ボランティアセンターの管理業務につきまして、指定管理者によ

り、管理委託しようとするもので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により指定

管理者の指定について、議会の議決をお願いするものです。 

指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、鋸南町ボランティアセンター。 

指定管理者となる団体は、鋸南町保田５６０番地、社会福祉法人鋸南町社会福祉協議

会、会長、斎藤正であります。 

指定の期間につきましては、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間

であります。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決   

 

○議長（青木悦子） 

  日程第２０、議案第１５号、指定管理者の指定について、町営保田漁港公示施設を議

題と致します。 

 地域振興課長より議案の説明を求めます。 

 地域振興課長。 
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〔地域振興課長 飯田浩 登壇〕 

○地域振興課長（飯田浩） 

議案第１５号「指定管理者の指定について」説明致します。 

町営保田漁港公示施設「浮桟橋」の管理につきましては、平成２８年４月１日から指

定管理者として鋸南町保田漁業協同組合が管理を行っておりますが、令和３年３月３１

日をもって、期間が満了となります。 

つきましては、鋸南町漁港管理条例第２２条の規定により、令和３年４月１日以後も

管理運営を指定管理者により行いたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により

指定管理者の指定について、議会の議決をお願いしようとするものです。 

指定しようとする内容につきましては、１、 指定管理者に管理を行わせる公の施設

の名称、町営保田漁港公示施設、これは浮き桟橋施設でございます。 

２、指定管理者となる団体の名称、鋸南町吉浜９９番地５、鋸南町保田漁業協同組合、

代表理事組合長、蛭田準。 

３、指定の期間、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間であります。 

なお、これに係る町の委託経費につきましては、漁港管理条例第２２条の３の規定に

基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受し、その利用料金により管理運営を行

うことから、町の委託経費はかかりません。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申しあげます。 

○議長（青木悦子） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     ◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

 日程第２１、議案第１６号、町道の路線認定についてを議題と致します。 

 建設水道課長より議案の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

〔建設水道課長 平嶋隆 登壇〕 

○建設水道課長（平嶋隆） 

議案第１６号 町道の路線認定についてご説明致します。添付の資料と併せてご覧く

ださい。 

町道の認定をお願いしようと致しますのは、主要地方道 鴨川保田線、市井原地先の

県道の局部改良に伴い、県から町に移管されることになります、旧県道部分の道路を町

道として路線認定するものであります。 

認定する路線の名称は、３０３９号線、道路の起点は、鋸南町市井原字井戸の上１２

４４番１地先から終点 鋸南町市井原字東臺１４１番１地先までの延長９３．７メート

ル、道路幅員は最小幅員で９．７メートル、最大幅員で４９．６メートルでございます。 

移管される道路につきましては、県事業により道路舗装を行い、地域の道路の利便性

を確保するうえからも、管理は町が望ましいとのことから、町道としての道路認定をお

願いするものでございます。以上で、議案第１６号の説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、認定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 質疑がないようですので、質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

  これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 
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〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎散会の宣言 

 

○議長（青木悦子） 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了致しました。 

 明日３月３日は、午前１０時から会議を開きますので、定刻５分前にご参集願います。 

 本日は、これにて散会致します。 

 ご苦労さまでした。 

  

 

……… 散 会・午後３時２８分 ……… 
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  令 和 ３ 年 第 １ 回 鋸 南 町 議 会 定 例 会 議 事 日 程 〔 第 ２ 号 〕  

 

  令和３年３月３日 午前１０時開議 

日 程 第 １  議案第１７号  令和２年度鋸南町一般会計補正予算（第７号）について 

日 程 第 ２  議案第１８号  令和２年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算（３号）に

ついて 

日 程 第 ３  議案第１９号  令和２年度鋸南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について 

日 程 第 ４  議案第２０号  令和２年度鋸南町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて 

日 程 第 ５  議案第２１号  令和２年度鋸南町鋸南病院事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

日 程 第 ６  議案第２２号  令和２年度鋸南町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日 程 第 ７  議案第２３号  令和３年度鋸南町一般会計予算について 

日 程 第 ８  議案第２４号  令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算について 

日 程 第 ９  議案第２５号  令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第１０  議案第２６号  令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算について 

日程第１１  議案第２７号  令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算について 

日程第１２  議案第２８号  令和３年度鋸南町水道事業会計予算について 

 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

 

出席議員（１１名） 

１ 番 笹 生 あ す か 議員  ２ 番 早 川  正 也 議員 

３ 番 竹 田  和 明 議員  ４ 番 大 塚   昇 議員 

５ 番 青 木  悦 子 議員  ６ 番 笹 生  久 男 議員 

７ 番 渡 邉  信 廣 議員  ８ 番 小 藤 田 一 幸 議員 

９ 番 鈴 木  辰 也 議員  11 番 笹 生  正 己 議員 

12 番 平 島 孝 一 郎 議員    

 

欠席議員（なし） 
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……… 開 議・ 午前１０時００分 ……… 

 

 

     ◎開議の宣言 

 

○議長（青木悦子） 

 皆さん、おはようございます。 

 第１日目に引き続き議員各位にはご苦労さまです。 

  定刻となりましたので、ただいまより会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は、１１名です。 

  定足数に達しておりますのでこれより本日の会議を開きます。 

 

 

     ◎議事日程の報告 

 

○議長（青木悦子） 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布しておきました。 

 

 

     ◎議案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

  日程第１、議案第１７号、令和２年度鋸南町一般会計補正予算第７号についてを議題

と致します。 

 総務企画課長より議案の説明を求めます。 

  総務企画課長。 

〔総務企画課長 平野幸男 登壇〕 

○総務企画課長（平野幸男） 

議案第１７号、令和２年度鋸南町一般会計補正予算第７号についてご説明致します。

１頁をお願い致します。 

今補正予算は、歳入歳出それぞれ２９６０万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ５７億６９６６万５千円とするものです。各費目とも、決算を見込んでの歳入

歳出補正となっておりますので、減額補正につきましては、一部、説明を割愛させてい

ただきます。それでは、歳出からご説明致しますので、１９頁をお願い致します。 

２款総務費、１項、１目一般管理費、１２節中、被災者支援システム構築委託２００
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万４千円の減及び、１３節中、建物被害認定調査モバイルシステム使用料１４万円の減、

１７節中、被災者支援システム関連備品６９万３千円の減、合わせて２８３万７千円の

減額補正は、国が同様のシステムを統一して開発、導入するとの方針を受け、町単独で

の導入を見合わせたものであります。 

次に、同じ頁の下から２つ目、１４節、配線敷設工事７５７千円は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止を機に、今後も活用の拡大が想定されるＷＥＢ会議の環境改善を図

るため、庁舎３階大会議室及び保健福祉総合センター会議室にインターネット配線を敷

設しようとするものであります。 

２０頁をお願い致します。上段１８節、中長期災害派遣職員経費負担金１９７万７千

円は、応急住宅修繕、災害廃棄物処理及び災害復旧工事の業務に関し、千葉県及び船橋

市から派遣いただいた職員の経費負担について、職員の派遣期間を一部延長したことか

ら増額補正を行うものであります。なお、負担金の８０％は特別交付税により措置され

る見込みです。 

３目財産管理費、１２節中、本庁舎水道用自家発電設備設置工事設計監理業務委託７

３万２千円の減及び、その下１４節、同設置工事７６７万８千円の減は、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により自家発電機の納入時期が不確実なため、関係予算の減額

をお願いするものであります。なお、同様の予算について、令和３年度当初予算に計上

をさせていただいておりますので宜しくお願い致します。 

２１頁をお願い致します。中段、８目広報事務費、１７節、広報誌作成用パソコン２

２万２千円は、毎月発行している町報きょなんの誌面作成のためのパソコン１台を購入

しようとするものであります。 

２３頁をお願い致します。３款民生費、１項、１目社会福祉総務費、２７節中、国民

健康保険特別会計繰出金５２万１千円は保険基盤安定繰出金の確定に伴う増額であり

ます。 

２４頁をお願い致します。３目老人福祉費、２７節、後期高齢者医療特別会計繰出金

３２万４千円は、保険基盤安定繰出金の確定に伴う増額であります。 

５目・介護保険費、２７節・介護保険特別会計繰出金１３９３万８千円は、保険給付

費の増加見込みに伴う補正であります。 

その下、７目通所介護サービス事業費、１７節、電気消毒保管庫３１万９千円は、デ

イサービス事業で使用している食器消毒用保管庫が不具合を生じているため、買い替え

を行おうとするものであります。 

下段、８目障害福祉費、１２節中、障害者自立支援システム改修委託４４万円は、障

害者福祉サービスの報酬改定に伴う、給付費等審査支払等システムの改修費用の計上で

あります。 

２５頁、下段をお願い致します。２項、３目保育園費、１２節、保育所管外委託６０
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万６千円は、管外委託児童数の増加に伴う補正であります。 

２６頁をお願い致します。３目保育園費、４目学童保育費及び５目幼稚園一時預かり

費中、２２節にそれぞれ計上した返還金については、国の子ども子育て支援交付金の令

和元年度事業費確定に伴う精算により返還金が生じたものであります。 

２７頁をお願い致します。４款衛生費、１項、２目予防費、１１節、役務費２４万３

千円の減及び１２節中、ワクチン接種委託２９６万円の減は、新型コロナウイルスワク

チン接種のスケジュールが遅れる見込みから、接種見込み数を縮小するための補正であ

ります。同じ項目、１８節中、病院事業継続支援助成金４２００万円は、本年１月に新

型コロナウイルスの感染者が確認された鋸南病院の休業分も含め、診療への影響額に対

し、医療法人財団・鋸南きさらぎ会へ助成を行おうとするものであります。財源につい

ては、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金４１１３万６千円を

充当致します。 

２８頁をお願い致します。４目保健福祉センター費、１０節、修繕料５７万円は、保

健福祉総合センターの合併浄化槽、ばっ気ブロアの交換及びエレベーターの修繕に要す

る費用であります。 

２９頁をお願い致します。５款農林水産業費、１項、３目農業振興費、１８節中、鳥

獣被害防止総合対策交付金２３１０万１千円の減は、有害鳥獣防護柵新規設置予定地区

数の減少及び国の運用改正に伴い交付金の対象捕獲期間が２か月短縮したことなどに

よる減額補正であります。同じく１８節中、狩猟エコツアー事業補助金１２０万円の減

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から事業を中止したため、全額を減額す

るものであります。 

３０頁をお願い致します。６款商工費、１項、３目観光費、８節、普通旅費１９万４

千円の減及び１０節、消耗品費２千円の減から１８節、ＢＢＱ実行委員会補助金５０万

円の減までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、観光関連の海水浴場不

開設、ジビエＢＢＱ大会の中止及び、辰野町ＪＡ上伊那まつり中止に伴い、未執行とな

った経費を減額するものであります。 

３１頁をお願い致します。４目道の駅推進事業費、１０節、修繕料４７万１千円は、

昨年１０月、不法侵入によって破壊された物産センターの店舗ドア４箇所を修繕するた

めの補正であります。損害保険を請求して、費用の全額を補填する予定でおります。１

７節中、感染対策用備品１４４万１千円は、道の駅きょなん及び道の駅保田小学校の案

内所等に設置するため、自動非接触型体温計３台及び次亜塩素酸空間除菌脱臭機４台を

購入しようとするものであります。財源については、国からの新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金１４０万円を充当致します。 

７款土木費、２項、２目道路維持費、１２節中、橋梁補修設計委託８４０万円の減は、

国の補助事業創設に伴い、予算配分が減額となったことから、設計業務４橋、調査業務
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２橋については令和３年度に実施することとし、減額補正を行うものであります。 

３２頁をお願い致します。８款消防費、１項、２目消防施設費、１０節、修繕料６７

万６千円は、防火水槽のフェンス等、急を要する費用について、増額補正をお願いする

ものであります。１４節、デジタル戸別受信機アンテナ設置工事７１０万３千円の減は、

難聴世帯を再精査した結果をもって減額補正を行うものであります。 

３３頁をお願い致します。９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、１２節中、

校内ＬＡＮ環境構築委託８９９万７千円の減及び３４頁、３項中学校費、１目学校管理

費、１２節中、校内ＬＡＮ環境構築委託１６０３万９千円の減は、既存の無線ＬＡＮ設

備等が活用できたことから、不用額を減額するものであります。 

３６頁をお願い致します。７項、１目学校給食センター費、１４節、空調設備設置工

事１３９５万９千円の減は、電気工事を行う中で状況を確認した結果、キュービクルの

改修が不要となったため減額を行うものであります。その下、１８節、学校給食費補助

金６０６万３千円の減は、緊急事態宣言により、４月、５月が休校となったことなどに

よる減額補正であります。 

３７頁をお願い致します。１２款諸支出金、１項、１目財政調整基金積立金１億３３

５２万４千円は、今補正における歳入歳出差引の余剰分について、積立を行おうとする

もので、補正後の基金残高は１３億４３７９万５千円となる見込みです。 

続きまして、歳入ですが、１１頁をお願い致します。１款町税では、収入実績を見込

み、１項町民税から、５項入湯税まで、合計で８３１６万１千円の増額であります。固

定資産税において、家屋及び償却資産に対する台風被害に係る損耗減点が当初見込みを

大幅に下回ったこと等により５６５１万７千円の増、町たばこ税において、税率の引き

上げに伴い、減少すると見込んだ消費本数が当初見込みを上回ったことにより１０２０

万３千円の増が主な要因であります。 

１２頁をお願い致します。２款地方譲与税から１０款地方特例交付金までは、国県か

らの財政情報等の増減率を参考に９３１万５千円の増額を見込みました。 

１３頁をお願い致します。１１款地方交付税、４０００万円の減額は、令和元年度の

特別交付税により措置された、台風被害に係る住宅応急修理及び強い農業・担い手づく

り総合支援金の町負担分について、実績に応じて令和２年度分で精算されることから減

額を見込みました。 

１４款使用料及び手数料、１項、３目商工使用料、元名採石場跡地使用料１４０万円

は、利用実績を見込み増額するものであります。５目教育使用料、２節中、町民体育施

設使用料５９９万７千円の減は、台風被害の復旧工事及び新型コロナウイルス感染症拡

大防止の影響により臨時的に閉館したことによる減収であります。 

１５頁をお願い致します。１５款国庫支出金、２項、５目総務費国庫補助金、１節中、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２７６万３千円は、第３次の交付額
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のうち、指定された国庫補助事業の裏負担分に充当できるもので、学校保健特別対策事

業として実施した小中学校の空気清浄機等の購入費用等に充当しています。 

なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第１次及び第２次、第３

次のうち国庫補助事業分、合わせて３億３０８５万１千円については、今補正において

各事業の実績見込みに応じ、充当先を変更するため財源変更を行っております。 

１７頁をお願い致します。１９款繰入金、１項、１目特別会計繰入金２８３万９千円

は、特別会計への令和元年度繰出金に対する精算分の計上であります。 

２１款諸収入、３項、６目雑入のうち、後期高齢者医療給付費負担金返還金１５８２

万７千円は、令和元年度の精算分の計上であります。 

１８頁をお願い致します。２２款町債、８目衛生債、広域廃棄物処理施設整備事業債

７００万９千円は、国の補正予算において、新型コロナウイルス感染症拡大によって影

響を受けた地方税などに対する減収補てん債の発行が認められたことから、当該事業の

町負担分に充当をしようとするものであります。 

なお、この減収補てん債は、充当率１００％、元利償還額の７５％が交付税措置され

る有利な起債であります。 

６頁をお願い致します。第２表は、繰越明許費補正で、年度内の完了が見込めないこ

とから、新たに、都市交流施設周辺整備事業など５事業、１億９８７２万９千円を追加

し、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業については、事業費の減額に伴う変更、

被災者支援システム構築事業は、歳出予算全額を減額したため廃止をしようとするもの

であります。 

７頁をお願い致します。第３表、債務負担行為補正ですが、本年度中に契約の準備を

行うためなど、財務書類作成委託など４業務を追加、ちば電子調達システムサービス使

用料など３業務については、歳出補正に伴い変更をお願いするものであります。議会運

営委員会での議案説明とは追加する業務の数に差異がございますが、再精査を行った結

果でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

８頁をお願い致します。第４表は、地方債補正であります。事業の追加及び決算見込

みに併せて、変更をお願い致します。 

３８頁をお願い致します。地方債の現在高の見込みに関する調書となります。今補正

後の年度末の残高は、表の右下、４９億６２０１万７千円となる見込みです。 

３９頁以降は、給与費明細書を添付しております。以上で議案第１７号の説明を終わ

ります。よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

７番、渡邉信廣議員。 
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〇７番（渡邉信廣） 

それどうそれでは私の方から３点ね、質問させていただきたいと思います。 

〇議長（青木悦子） 

一点ずつ、終わらせていきたいと思いますので、一点につき３回ということで、一件

終わったらということでお願いいたします。 

すみません、先にですね、３件の内容、件名をお知らせください。 

〇７番（渡邉信廣） 

それではまず１点目ですが、ページ数２７ページのですね、２目予防費の中の１８節

病院事業継続支援助成金４２００万円についてでございますが、このことについては病

院の方の入院も外来もですね、非常に減少している中で、この事業が利用できたことに

ついては非常にいいことだと思います。 

その中においてれば２年度においても職員の人件費のカットがされている中で今後

鋸南病院の中でもですね、看護師の若い看護師の採用していく。 

〇議長（青木悦子） 

渡邉議員、良いですか、２件と３件の件名だけ、最初に３件をおしらせいただいてお

話いただくようお願いします。 

〇７番（渡邉信廣） 

件名だけでいいんですか。はい、そうします。はい。今１点目は、このことです。病

院会計のことです。 

２点目についてはですね、２９ページ。３目の農業振興費の中の１８の負担金の関係

の中山間地域直接支払い事業交付金の関係６９８万の減額になっていますがそのこと

について。 

３点目については、３１ページの道の駅推進事業費ですね、その中の１２節の委託料、

トイレの清掃業務委託が１０７万８０００円の減になっていますけれども、その３点に

ついて質問させていただきたいと思います。 

まず１点目についてですが病院会計について、今先ほど申し上げましたように非常に

いい事業だと思っていますが、その中で、令和２年度において職員の人件費も苦しい中

でカットされております。鋸南病院の場合にはこれから新しい看護師の採用もしていか

なきゃならない中で、１０％人件費カットされているものについても、この事業の中で

補填がされるかどうかについて、まずこれはご質問したいと思います。 

〇議長（青木悦子） 

 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（杉田和信） 

ただいまの質問に答弁させていただきます。一応こちらの方の指定管理者においては

ですね、昨年の１１月から今年度３月までの間、給与について１０％カットし、してい
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るということは議員から示された通りでございます。 

今年度におきましてはですね、一応と指定管理者の方につきましても、今までの現状

通りで行われているっていうことですので、一応今回４２００万円に対してはですね、

４月からは元に給料は戻されるということですので、今そちらの方へとですね、当てら

れるような形になろうかと思います。 

一応そういったことの中でですね、何卒ご理解いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

〇議長（青木悦子） 

渡邉議員。 

〇７番（渡邉信廣） 

ではこの件については、令和２年度のこの補填の中では、入れなくて、令和３年度か

らは従来通りの給与に戻すということでよろしいですか。 

〇議長（青木悦子） 

保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（杉田和信） 

はい、その通りでございます。 

〇議長（青木悦子） 

渡邉議員。 

〇７番（渡邉信廣） 

はい、これは了解しました。 

２点目のですね、まず先ほども言いましたけれども、農業振興費の中の中山間の直接

支払交付金事業について、これについては第５期で令和２年度からの中山間の支払交付

金事業だと思いますが、その初年度の中で、６９８万、この間の説明は１３集落につい

ては変更ない、面積人数が減ったということでございますけどもこの理由についてお伺

いたいと思います。 

〇議長（青木悦子） 

   地域振興課長。 

〇地域振興課長（飯田浩） 

理由についてということでございますが、これにつきましては各地域において要望が

あるかどうか確認をしましたところ、要望が無かった地区があるということですので、

その詳細な理由まではちょっと聞いてはおりません。 

〇議長（青木悦子） 

   はい、渡邉議員。 

〇７番（渡邉信廣） 

  ちょっとよく聞こえなかったんですが、当然計画書を作る段階では、当然地域の了解
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があって、その計画書を提出し令和２年度から第５期の中山間支払制度が始まったと私

は思っていますが、その辺についてお聞きしていますけれども。 

〇議長（青木悦子） 

   地域振興課長。 

〇地域振興課長（飯田浩） 

  はい、すみません、その最初の要望のところから最終的になぜ減ったのかちょっとそ

こについては私の方承知しておりませんので、また調べてご回答させていただきたいと

思います。 

〇議長（青木悦子） 

３件目ですか。はい。 

〇７番（渡邉信廣） 

非常に今の件はわかりました。また後でね、わかったらその辺を教えていただきたい

と思います。３点目ですけども、道の駅の、４目のですね、道の駅の推進事業費の中、

これ道の駅きょなんの方ですよね。この中の１２の委託料１０７万８０００円トイレの

清掃業務委託、これ減になっています。これは私の方でも９月の決算のときにも、お話

をしました。非常に高いんじゃないかと。 

清掃業務については２時間程度で終わるだろうという中で当然比べ高いんじゃない

かというような話もさしていただきましたけれども、この減額になった理由を教えてい

ただきたいと思います。 

〇議長（青木悦子） 

 地域振興課長。 

〇地域振興課長（飯田浩） 

こちらにつきましてはですね、入札で当然行っておりますので、こちらの方から清掃

のような条件等を示した中で入札を行っております。 

その結果といたしまして、こちらの方の執行残額が出たということになります。 

〇議長（青木悦子） 

それでは他に質疑はございますか。 

９番、鈴木辰也議員。 

〇９番（鈴木辰也） 

２７ページ、２目の予防費、渡邉議員と一緒なんですが、病院事業、継続支援助成金

４２００万、これのですね、算出根拠と、この助成にするにあたって、きさらぎ会の方

から病院経営の改善策等が町の方に示されたのかどうか。質問します。 

〇議長（青木悦子） 

 保健福祉課長。 
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〇保健福祉課長（杉田和信） 

ただいまのご質問にお答えします。鋸南病院における外来患者数は、昨年１２月末で

延べ１万２８８人、１日あたりでは５１人の実績となっております。延べ人数では昨年

度比１５９１人の減となっておるところでございます。新型コロナウイルス感染症の拡

大防止による受診控えが影響しているものと思われます。 

また入院においてはですね、延べ人数５６０６人。１ヶ月あたり２０人で、前年度比

９１７人のを減となっております。このことから指定管理者における財政状況は著しく

厳しい状況が続いており、昨年の１１月から今年の３月まで時限的な職員の給与１０％

カットと賞与２０％カット等、人件費に関しましては、１０００万円強の削減を行って

いるところでございます。 

この度院内でクラスターが発生をし、約１ヶ月間入退院の停止、そして外来の閉鎖を

行ったことにより、その影響を風評等でですね、更なる収益の落ち込みが懸念され、こ

れによってですね、すいません、懸念されてですね、それでより人件費等の削減が行わ

れる見込みになろうと思われますので、そうなりますと病院のですね、存続が危ぶまれ

ることになりますので、それにあたりまして、４２００万円の根拠といたしましては１

２月までの実績に、その後の３ヶ月間、入院に対しては１９人から１６人と減る見込み

で、そして外来は３５名程度の日ですね、日３５人に程度のですね、人が来られるとい

うことの中で、見込んでのですね、昨年度との診療報酬における実績等を考慮して算定

をさせていただいて、支援をするものでございますので、ご理解の方をよろしくお願い

申し上げます。 

そして財団からのこちらの方ですね、経営に当たっての、今後の改善策ということの

お話ですが、今のところ特段のところは上がってきておらないところなんですけども、

従前から町の方もですね、その改善策、様々な点について、ちょっと病院と指定管理者

と協議しているところであります。今、協議している中ではですね、やはり規模に応じ

た取り組みをしていただけないかというところの中で、やはりどうしても人口減少等に

よってですね、外来患者数が減ってきている中で、やはりそこの外来の検査体制の体制

についての変更とか、あと医療機械のやはり稼働率に対してのですね、検討等について

ですね、示していただけないかというところの中で今協議を行っているところでござい

ます。以上で終わらせていただきます。 

〇議長（青木悦子） 

 ９番、鈴木辰也議員。 

〇９番（鈴木辰也） 

新型コロナウイルスの拡大でですね、病院、鋸南病院に限らず病院経営は非常に厳し

くなってるっていうのは重々承知はしているんですけども、本来当初では７０００万、

これはもう最初から病院の方の補助金として出していて、９月の補正で１３００万不足



 

 

- 73 – 

                          令和３年第１回鋸南町議会定例会（３月） 

 

 

っていうことで、補助助成金を出してます。 

それ特に本来であれば、この今回の４２００万っていう助成金を、きさらぎ会等の方

が資金繰りが大変なんで、助成してほしいというお話があったときにですね、もう、本

来であればすでに経営改善策とかそういうのを出して、町の方にお願いをするっていう

のが筋だと私は思っています。 

それ町の方も今課長の方からお話があったように、再三きさらぎ会の方には、そうい

うことはお話をしているということですけども、出すことについてはですね、特段の異

論はないんですが、このままいけば来年度も鋸南病院の経営に関して、何の改善策もし

されていなければ、今の状況がＶ字回復で良くなるというようなことは想定できません。 

そうすると、町としてどれだけ鋸南病院にですね、今後助成していくのか。鋸南病院

っていうのはですね、町にとってはなくては、町民にとってもなくちゃいけない病院と

いうのは誰もが承知しているところですけど、この助成するにあたって、きさらぎ会の

方が認識を変えてもらって、やはり自助努力っていうのはですね、もっともっとしてい

ただくように、町の方から強くですね、言っていただかないと、今後もですね、病院の

経営に関しては良くなっていかないと思うんです。 

ですから、今日午後からお話があるということですけども、町としてですね、やはり

どういうような指定管理の契約をしてるっていう細かいことは私はわかりませんけれ

ども、しっかりときさらぎ会に町としての考えをですね、伝えていただいて、今後病院

の経営が良くなるようにしていただきたいと、思いますけども、その点についてはいか

がでしょうか。 

〇議長（青木悦子） 

 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（杉田和信） 

先ほど答弁もいたしましたけれども、やはり議員がおっしゃられる通りですね、自助

努力もしていただかなければならないところはあります。こちらの方も現在の地域の状

況も踏まえましてですね、今後の病院のあり方というものについて、指定管理者と協議

を行って参りたいと思っておるところでございます。 

なるべく早いうちにですね、経営が安定するような形の取り組みで済むように、対応

をしてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（青木悦子） 

 他に質疑はありますか。 

 ３番、竹田和明議員。 

〇３番（竹田和明） 

はい。私は一点質問させていただきます。３６ページ、９款教育費の１４節の空調設

備設置工事ということで、先ほどご説明いただきましたが、これはキュービクルの改修
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費が不要になったということでしたけれども、このキュービクルっていうのがどういう

ものなのかよくわからないんですが、これによって１４００万ぐらいの費用がセーブで

きるものなのかどうかっていうのが、そこのところがよくわからなかったので補足をお

願いしたいと思います。 

○議長（青木悦子） 

教育課長。 

〇教育課長（福原規生） 

それではお答えいたします。当初ですね、設計の中で、空調機を６台付ける計画です

６台つけますので、大量の電気を使うということで、その元となるキュービクル、すい

ません、今はっきり明確にこういうものだという答えられませんが、電気のですね大元

となっているものですが、そこ、のですね、工事が必要になるということで進めていま

した。ただ精査した中で、その部分は今のですね、状況で大改修の必要がないというこ

とがわかりましたので、その分が減額になったものです。 

細かいお答えができなくて申し訳ございません。 

〇議長（青木悦子） 

３番、竹田和明議員。 

〇３番（竹田和明） 

キュービクルっていうのはどういうものなのか、わかりましたらまた教えてもらいた

いと思います。 

○議長（青木悦子） 

教育課長。 

〇教育課長（福原規生） 

高圧でですね、受電するための機器ということで、建物の外についております。 

○議長（青木悦子） 

よろしいですか。 

他に質疑はございますか。 

質疑がないようですので、質疑を終了します。 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより、採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 
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○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第２、議案第１８号、令和２年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算第３号に

ついてを議題と致します。 

税務住民課長より議案の説明を求めます。 

税務住民課長。 

〔税務住民課長 加藤芳博 登壇〕 

○税務住民課長（加藤芳博） 

議案第１８号、令和２年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算第３号について、  

ご説明いたします。 

１頁をお願いいたします。本補正予算は、決算見込みを踏まえ、歳入歳出の過不足の

調整をお願いするもので、８０９３万円を追加し、予算の総額を、歳入歳出それぞれ１

２億８２６０万円にしようとするものでございます。 

それでは、主な歳入からご説明いたしますので、６頁をお願いいたします。 

１款国民健康保険料２１５１万８千円の減額ですが、令和元年台風第１５号被害者に

対する減免、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたことによる減免、軽減対象

の増などが要因であります。 

３款県支出金は、医療給付費に充てる普通交付金が１１７４万円の増、保険料減免分

に充当するなど特別調整交付金が２９８１万３千円の増、その他と合わせ４６９１万２

千円の増額でございます。 

５款、１項、１目一般会計繰入金５２万１千円は、１節、保険基盤安定繰入金保険料

軽減分から、次の頁、５節・財政安定化支援事業繰入金までの増減差引によるものです。

１節、保険基盤安定繰入金保険料軽減分、２節、保険基盤安定繰入金保険者支援分につ

きましては、県からの通知に基づく補正でございます。４節のその他一般会計繰入金１

２７万９千円の減は、特別総合保健事業が新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業

を縮小したための減額でございます。 

６款繰越金は令和元年度の決算により５５６１万４千円を増額し、８０６１万４千円

とするものです。 

７款諸収入、２項、５目、１節、特定健康診査徴収金６０万円の減は、総合検診が、
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となったためです。 

続いて歳出についてご説明いたします。 

８頁をお願いします。なお、保険料の減額、県支出金の増額、繰越金の増額などによ

り、各歳出科目において財源を変更しております。各科目での説明は省略いたしますの

で、ご了承をお願いいたします。 

２款保険給付費、１項、１目一般被保険者療養給付費につきましては、給付費の不足

が見込まれるため、２５００万円の増額をするものです。３目一般被保険者療養費につ

いては、被災者対策である一部負担金の免除に係る給付を療養費で計上するものとされ、

６月議会定例会において増額したところですが、実績の見込から、２００万円を減額す

るものでございます。 

２項、１目一般被保険者高額療養費は、給付の増が見込まれることから、５００万円

を増額しようとするものです。 

９頁をお願いします。一番下、７項、１目傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症

に感染、あるいは感染の疑いで労働機会を失う、または、労働機会が激減した被用者に

対する給付金ですが、これまで申請がないため、２９６万円を減額するものです。１０

頁をお願いします。 

一番下、５款保健事業費、１項、１目、１２節、委託料３６８万４千円の減は、特定

健診受診者の減により、検診事業委託を減額するものです。 

１１頁をお願いします。５款保健事業費、２項、２目、１８節、人間ドック助成金７

８万１千円の減は、例年に比べて受診者が減少しているための減額ですが、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響による受診控えと推定しております。 

３項特別総合保健事業費は、歳入でご説明しましたように、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響で事業を縮小したことで、各費目を合わせて１２７万９千円を減額しよう

とするものです。 

１２頁をお願いします。６款基金積立金は、繰越金の２分の１以上を積み立てるもの

ですが、当初予算の１千円と運用収益を合わせ、６０９３万２千円を積み立てようとす

るものです。積立後の基金残高は２億６７１万円となります。 

１３頁をお願いします。７款諸支出金、３項、２目一般会計繰出金、１７７万円は、

令和元年度分の精算に伴い一般会計に返還するものです。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（青木悦子） 

質疑がないようですので、質疑を終了します。 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより、採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第３、議案第１９号、令和２年度鋸南町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号

についてを議題と致します。 

税務住民課長より議案の説明を求めます。 

税務住民課長。 

〔税務住民課長 加藤芳博 登壇〕 

○税務住民課長（加藤芳博） 

議案第１９号、令和２年度鋸南町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号について  

ご説明いたします。 

１ページをお願いいたします。今補正予算は、決算見込みを踏まえ、歳入歳出それぞ

れ７１９万７千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ、１億３５８１万円にしよ

うとするものでございます。 

それでは、歳出からご説明いたしますので、最終７ページをお願いいたします。 

１款、２項、１目徴収費につきましては、実績に基づき、減額するものでございます。 

２款、１項、１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、額の確定により、

６１６万３千円を減額しようとするものでございます。 

３款、１項、１目保健事業費につきましては、後期高齢者健診事業の実績から、６９

万７千円を減額しようとするものでございます。 
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４款、１項、１目保険料還付金、１４０万円の減は、令和元年台風第１５号被害者に

対する減免を確定と見込みまして、減額しようとするものです。 

２項、１目他会計繰出金につきましては、令和元年度の一般会計繰入金の精算により

まして、不用額１０７万９９１円を返還するため、増額するものでございます。以上で

歳出の説明を終わります。 

続きまして、歳入についてご説明いたしますので、６ページをお願いいたします。 

１款、１項、１目特別徴収保険料及び、２目普通徴収保険料につきましては、台風被

害者に係る減免の状況、被保険者数の推移、収納状況等を踏まえ、それぞれ減額をしよ

うとするものでございます。 

２款、１項、２目保険基盤安定繰入金は、負担金の額の確定に基づき、３２万４千円

を一般会計から繰り入れようとするものでございます。 

３款、繰越金につきましては、前年度繰越金が１４４万３１４０円となりましたので、

９４万２千円を増額しようとするものでございます。 

 ４款、２項、１目、１節保険料還付金、１４０万円の減は、歳出に応じて同額を減額

しようとするものです。４項受託事業収入につきましては、千葉県後期高齢者医療広域

連合から事業委託されております、検診事業費等の確定に伴い、７０万２千円を減額し

ようとするものでございます。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

質疑がないようですので、質疑を終了します。 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     ◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第４、議案第２０号、令和２年度鋸南町介護保険特別会計補正予算第４号につい

てを議題と致します。 

保健福祉課長より議案の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 杉田和信 登壇〕 

○保健福祉課長（杉田和信） 

議案第２０号、令和２年度鋸南町介護保険特別会計補正予算第４号についてご説明申

し上げます。 

１頁をお開き願います。令和２年度鋸南町介護保険特別会計補正予算第４号でござい

ますが、歳入歳出それぞれ１億２３７０万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ１４億７３４７万４千円にしようとするものでございます。今回の補正

は、決算を見込みお願いするものでございます。 

それでは、歳出からご説明させていただきます。８頁をお願いいたします。 

第１款総務費、第３項、第１目介護認定審査会費４０万５千円、及び第２目認定調査

費１３３万８千円の減額ですが、審査委員の欠席及び新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策として、介護認定の更新の際、介護度を変更しない場合、医師の意見書が無くて

も１年間の更新延長が認められたことに伴い、医師意見書作成料が減になったことによ

り、それぞれ決算を見込み減額をお願いするものでございます。 

第２款保険給付費、第１項、第１目居宅介護サービス給付費３２２０万円及び第２目

地域密着型介護サービス給付費９００万円の増額ですが、通所サービス及び短期入所療

養施設の利用回数の増により、お願いするものでございます。 

第３目施設介護サービス給付費７９２５万円の増額ですが、一昨年の台風による被災

等で施設への入所者が増加していることが要因であります。 

第４項、第１目高額介護サービス費５００万円の増額ですが、居宅介護、地域密着型

介護及び施設介護サービス給付費の増額に伴い、利用負担額が、定められた上限額を超

える額が増となる見込みによりお願いするものでございます。 

９頁をお願いいたします。第６款地域支援事業費では、第１項、第１目介護予防、生

活支援サービス事業費において要支援者における通所介護の利用件数の増により２５

万円の増額し、第２目介護予防ケアマネジメント事業費との相殺をお願いするものでご

ざいます。 

６頁をお願いいたします。歳入でございますが、第３款国庫支出金、第１項、第１目
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介護給付費負担金につきましては、歳出第２款・保険給付費の居宅等に係るサービス給

付費補正額に対して２０％、施設に係るサービス給付費補正額に対しては、１５％の負

担率で交付されますので、２１１２万８千円の増額をお願いするものでございます。 

第２項国庫補助金、第１目調整交付金は、歳出第２款保険給付費の補正額に対する補

助率８％、１００３万６千円を現年度分調整交付金として、台風災害により介護保険料

を減免した額７０３万８千円を災害分特別調整交付金として計上しました。 

第４目保険者機能強化推進交付金につきましては、事業確定により１９４万２千円の

増額をお願いするものでございます。 

第４款支払基金交付金、第１項、第１目介護給付費交付金は、歳出第２款保険給付費

の補正額に対する交付率２７％の３３８７万２千円の増額をお願いするものでござい

ます。 

第５款県支出金、第１項、第１目介護給付費負担金は、歳出第２款保険給付費の居宅

等に係るサービス給付費の補正額に対して１２．５％、施設に係るサービス給付費の補

正額に対しては、１７．５％の負担率で交付されますので、１９６４万４千円の増額を

お願いするものでございます。 

７頁をお願いいたします。第６款繰入金、第１項、第１目介護給付費繰入金は、歳出

第２款保険給付費の補正額に対する負担率１２．５％ １５６８万１千円の増額を、第

４目その他一般会計繰入金につきましては、歳出第１款総務費における減額に伴い、１

７４万３千円の減額をお願いするものでございます。 

第２項基金繰入金、第１目介護給付費準備基金繰入金１６１０万９千円の増額につき

ましては、歳出補正総額に対する不足分として、準備基金からの取り崩しをお願いする

ものでございます。尚、年度末の基金残高は、０円となる見込みでございます。   

以上で説明を終わります。 

よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○議長（青木悦子） 

７番、渡邉信廣議員。 

○７番（渡邉信廣） 

私から１点質問させていただきたいと思います。 

頁数は８頁の２款の保険給付費の中の施設介護サービス給付費３目ですよね。７９２

５万ということで、入居者の増というようなことでの説明がございました。鋸南町の場

合には他の町と違って、かなり介護予防事業を徹底的にやってる中でですね、これは高

齢化比率も高い中でこれしか致し方ないことだと思ってます。 
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これ介護と医療とは別なんですけども、鋸南病院の療養型もなくなって、実際にこの

介護に対するね、今に行く順番は昔は順番待ちっていうのは結構ありましたけども、今

の入居者の所、入居率っていうんですかね。その辺の状況について伺いたいと思います。 

○議長（青木悦子） 

保健福祉課長。 

○保健福祉課長（杉田和信） 

それではただいまの質問にお答えいたします。施設に関しましては、やはり年々、各

自治体の方で施設の方が増えておりまして、現実的に町内に限らず、安房管内また都市

部の方で、やはりお子さんが、やはり地元近くに呼んで面倒といいますか施設の方ので

すね、面会等施設の方の面会等に行きたいということでやはり各介護施設の方へとです

ね、かなり入居されてる方が多くいらっしゃいまして、今現在、月の平均で１８５人の

方が、入居されているところでございます。 

昨年度におきましては１７２人ということの中で、対比といたしましては１３名ほど

ですね、毎月その方が増えてるような形になっておりまして、現在実際待機されている

方もですね、こちらの方は特別養護老人ホームの資料しかありませんが、まだ居宅の方

において３３人、これは１２月末現在でございますが、３３人の方がまだ居宅の方で自

宅の方で入所待ちをされているというところであります。 

そして施設もですね、特別養護老人ホームとあと老人保健施設と２種類ございまして、

老人保健施設から安い特別養護老人ホームへの、やはり入所を希望されてる方も２２人

ほどいらっしゃると、一応そういった状況になっております。以上です。 

○議長（青木悦子） 

他に質疑はありますか。 

質疑がないようですので、質疑を終了します。 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

 討論がないようですので、討論を終了します。 

 これより、採決を行います。 

 原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

ここで暫時休憩し、１１時１５分から会議を再開します。 
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…………… 休 憩・午前１１時 ７分 …………… 

…………… 再 開・午前１１時１５分 …………… 

 

 

     ◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

  休憩を解いて会議を再開します。 

日程第５、議案第２１号、令和２年度鋸南町鋸南病院事業会計補正予算第２号につい

てを議題と致します。 

保健福祉課長より議案の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 杉田和信 登壇〕 

○保健福祉課長（杉田和信） 

議案第２１号、令和２年度鋸南町鋸南病院事業会計補正予算第２号についてご説明 

いたします。 

２頁をお開き願います。実施計画に基づき、ご説明申し上げます。始めに収益的収入

では、１９万４千円を減額し、補正後の総額を８０１０万１千円にしようとするもので

ございます。 

第１款病院事業収益、第１項医業収益、第１目その他医業収益の９６万８千円の減額

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、介護認定の更新の際、介護度を変

更しない場合、医師の意見書が無くても１年間の更新延長が認められたことに伴い、医

師意見書作成料が減となる見込みから、鋸南きさらぎ会からの文書料収入を減とするも

のです。 

第２項医業外収益、第２目他会計補助金の７６万円の増額は、直営診療施設の運営費

として国保調整交付金が交付されますので、国保会計からの補助金を計上いたしました。 

第３目・長期前受金戻入の１万４千円は、昨年度、千葉県から受贈財産として受けた

保田川護岸のフェンスの減価償却費を会計法の規定に基づき、現金の伴わない収益とし

て計上するものでございます。 

次に収益的支出につきましては、１２７万６千円を追加し、補正後の総額を１億６６

２万７千円にしようとするものでございます。 

第１款病院事業費用、第１項医業費用、第２目減価償却費の１万４千円の増額は、歳

入でご説明しました保田川護岸のフェンスに係る減価償却額で、現金の伴わない費用で
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ございます。第３目指定管理者交付金２０万８千円の減額は、収益における文書料と国

保会計補助金の補正額を相殺するものでございます。 

第２項医業外費用、第２目雑支出の１０４万１千円の増額は、仮払消費税を調整する

ためお願いするものでございます。尚、現金の伴わない費用でございます。 

第３項特別損失、第１目過年度損益修正損の４２万９千円は、生活困窮により医療費

の支払いが見込めないことにより、不納欠損１件をお願いするものでございます。 

３頁をお願いいたします。令和２年度の予定キャッシュ・フロー計算書でありますが、

令和２年度末における資金残高は、下段の１１７４万７千円と見込んでおります。 

４頁から６頁までは、令和元年度の損益計算書及び貸借対照表、７頁、８頁は、令和

２年度の予定貸借対照表となっておりますので、後ほどご参照いただきたいと思います。

以上で、説明を終わります。 

よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○議長（青木悦子） 

３番、竹田議員。 

○３番（竹田和明） 

１点質問なんですが、この５ページの有形固定資産の中の構築物１５万３０００円で

すけれども、これは前期はなかったんじゃないかなと思うんですが、これが一体何なの

かっていうことと、これに関連してですが、６ページの注記の一番のところ、一番の減

価償却の方法ということで、建物と機械備品は示されているんですが、構築物について

は、この注記もないんですけれども、この構築物っていうのが何なのかっていうことを

質問したいと思います。 

○議長（青木悦子） 

保健福祉課長。 

○保健福祉課長（杉田和信） 

まず１点目の構築物１５万３０００円につきましては、先ほど長期前受金戻入と減価

償却費の方でもご説明いたしました。昨年度、県から受贈財産として、受けました保田

川護岸のフェンスにいます。金額でございます。 

そして注記、大変申し訳ございません、その注記に対しての構築物はなかったんです

けども、これはちょっと記載漏れでございまして、一応構築物については耐用年数１０

年ということになっております。以上でございます。 

○議長（青木悦子） 

他に質疑はございますか。 
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質疑がないようですので、質疑を終了します。 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより、採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第６、議案第２２号、令和２年度鋸南町水道事業会計補正予算第３号についてを

議題と致します。 

建設水道課長から議案の説明を求めます。 

建設水道課長。 

〔建設水道課長 平嶋隆 登壇〕 

○建設水道課長（平嶋隆） 

議案第２２号、令和２年度鋸南町水道事業会計補正予算第３号についてご説明いたし

ます。 

今補正予算は、事業の完了等、額の確定による補正をお願いするものであります。 

それでは、予算書の３頁をお願いします。実施計画により説明いたします。 

収益的収入及び支出のうち、収入におきましては、第１款水道事業収益を１８８万６

千円増額し、５億１１９４万１千円にしようとするものです。 

内訳でありますが、第１項営業収益、第２目受託工事収益は、受託工事確定額により

６万２千円を減額、第３目その他営業収益は各種手数料及び負担金確定により、７１万

５千円を増額するものです。 

第２項営業外収益、第１目受取利息は、確定により８千円の減額、２目分担金は加入

者分担金実績により１２８万７千円の増額、第４目他会計補助金は町補助金として、新

型コロナウイルス感染症に係る基本料金免除の実績により１１万９千円の減額、第５目 
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長期前受金戻入は補助金等を使って配水管敷設工事を実施した資産を、布設替え工事に

より一部除却することに伴い、残存価格を収益化するために、７万３千円を増額するも

のです。これは現金の伴わない収入であります。 

次に支出では、第１款水道事業費を５０５万１千円増額し、４億７６１２万９千円に

しようとするものです。 

内訳でありますが、第１項営業費用は、事業費の決算を見込み、各科目を調整させて

いただき、４１２万２千円を増額し、４億４３７１万６千円にしようとするものです。 

第２項営業外費用、第２目消費税は今補正予算により算出し、９２万７千円の増額を

見込んだものであります。 

第４項特別損失として、水道料金不納欠損の消費税分の費用として２千円の増額を予

定しております。 

４頁をお願いします。資本的収入及び支出のうち、収入では第１款資本的収入を１３

０万円減額し、５４６０万円にしようとするものです。内訳は、第１項企業債を本年度

建設工事費等の確定により、減額しようとするものです。 

次に支出では、第１款資本的支出を ５１７万４千円減額し、２億１７８９万６千円

にしようとするものです。内訳は、第１項 建設改良費の事業費確定により調整し、減

額しようとするものです。 

なお資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額、１億６３２９万６千円は、過

年度分損益勘定留保資金５５１５万円、当年度分消費税資本的収支調整額７１５万２千

円及び当年度分損益勘定留保資金１億９９万４千円で補てんをお願いするものです。 

５頁をお願いします。令和２年度鋸南町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書でご

ざいますが、令和２年度末における資金残高は、４億９８７万９千円となる見込みでご

ざいます。 

６頁及び７頁は職員の給与費の明細書で、８頁から１１頁は、令和元年度鋸南町水道

事業損益計算書及び貸借対照表、１２頁から１４頁は令和２年度鋸南町水道事業予定貸

借対照表ですので、のちほどご参照願います。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（青木悦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

質疑がないようですので、質疑を終了します。 

討論を行います。 
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討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより、採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第２３号の上程、説明 

 

○議長（青木悦子） 

日程第７ 議案第２３号、令和３年度鋸南町一般会計予算についてを議題と致します。 

副町長より、議案の重点説明を求めます。 

内田正司副町長。 

〔副町長 内田正司 登壇〕 

○副町長（内田正司） 

議案第２３号、令和３年度鋸南町一般会計予算についてご説明申し上げます。 

令和３年度当初の予算編成方針につきましては、町長から提案理由において、述べさ

せて頂きましたので、割愛させて頂きます。 

なお、本定例会において予算審査特別委員会が設置され、ご審議をいただくとのこと

でありますので、私からは全般的な事項を主にご説明をいたしますので、よろしくお願

いいたします。 

１ページをお願い致します。令和３年度鋸南町一般会計予算の総額は、４１億６６１

６万１千円と定めました。前年度予算額３９億９６５４万２千円と比較して、１億６９

６１万９千円、４．３％の増となっています。増額となりました主な要因は、物件費、

繰出金及び普通建設事業費の増によるものでございます。 

物件費につきましては、庁内ネットワーク環境整備業務委託、地域防災計画修正等業

務委託等の増、繰出金につきましては、千葉県後期高齢者医療広域連合負担金及び後期

高齢者医療特別会計、介護保険特別会計への繰出しの増、普通建設事業費につきまして

は、住宅応急修理補助金・都市交流施設周辺整備設計業務委託等の増によるものでござ

います。 
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全国的な課題である、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、ワクチン接種対

策事業を行って参ります。住民に対し、速やかにワクチン接種ができるよう体制整備を

進めていきます。 

また、令和元年房総半島台風等により被災した住宅の修繕事業として１億４６１５万

円を計上致しました。被災された方が一日でも早く元の生活に戻れるよう、町民の方に

寄り添い引き続き支援を続けて参ります。 

また、教育関係施設等、公共施設の老朽化・長寿命化対策、災害時の避難所対策とし

て、それぞれ施設の改修を進めて参ります。 

それでは、歳出から主要事業等につきまして、ご説明いたします。 

２９頁をお願いいたします。中段でございます、２款総務費、１項総務管理費関係で

は、１目一般管理費、１２節委託料中、ネットワーク環境整備業務委託２５７７万３千

円、１３節使用料及び賃借料中、行政ネットワークサーバ・パソコン使用料１８４６万

６千円のうち１２７万６千円を庁内ネットワーク機器更改事業として計上致しました。 

平成２８年度自治体セキュリティ強靭化にて導入した各種ネットワーク機器の更改

と合わせ、利便性の向上を図るため新たなソリューションの導入を行うものでございま

す。 

３１頁をお願い致します。下段から３２頁上段にかけてでございます。３目財産管理

費、１２節委託料中、庁舎空調機器改修工事設計委託１１００万円、庁舎屋上防水改修

工事設計業務委託２１３万４千円を計上致しました。老朽化の著しい庁舎の空調機器改

修工事と屋上防水改修工事のための設計委託料でございます。 

３４頁をお願い致します。上段でございます。６目諸費、１８節負担金補助及び交付

金中、広域市町村圏事務組合負担金は、主に粗大ごみ処理費の減により前年度比１１１

８万６千円減の２億７２９万４千円を計上致しました。 

３６頁をお願い致します。上段でございます。２項徴税費関係では、２目賦課徴収費、

１２節委託料中、固定資産土地評価要領作成業務委託として７０４万円を計上致しまし

た。令和２年度から令和４年度までの３か年で、固定資産税の現況を適正に把握し、公

正な税負担を図るための、固定資産土地評価要領の作成を委託するものでございます。 

３８頁をお願い致します。中段でございます。４項選挙費関係で、２目衆議院議員選

挙費といたしまして、１０９３万４千円を計上致しました。衆議院の任期につきまして

は、令和３年１０月２１日に任期満了を迎えるものでございます。 

４１頁をお願い致します。上段でございますが、１目社会福祉総務費、２７節繰出金、

国民健康保険特別会計繰出金は、前年度比１２７万７千円減の８４８５万円を計上致し

ました。 

４２頁の下段でございます。３目老人福祉費、１８節負担金補助及び交付金中、千葉

県後期高齢者医療広域連合負担金は、前年度比８１４万６千円増の１億３９６９万８千
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円を計上致しました。増額の主な要因は、医療諸費見込み額の増により、町が負担する

療養給付費負担金が増額となる見込みの為でございます。 

そのすぐ下になります。２７節繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金は、前年度比

２７５万４千円増の４０２８万円を計上致しました。増額の主な要因は、後期高齢者医

療広域連合納付金の保険基盤安定分の増額によるものでございます。 

４５頁をお願い致します。上段でございます。５目介護保険費、２７節繰出金中、介

護保険特別会計繰出金は、前年度比１９１０万５千円増の１億９３２７万６千円を計上

致しました。増額の主な要因は、介護給付費負担金の増額によるものでございます。 

４８頁をお願い致します。中段でございます。児童福祉費関係では、１目児童福祉総

務費、１９節扶助費、子ども医療費扶助は、前年度比１５６万円減、１３４４万円を計

上致しました。町負担分の一部につきまして、過疎対策事業債を充当する予定でござい

ます。 

５１頁をお願いいたします。民生費、１目災害救助費、１２節委託料でございます。

住宅応急修理委託（半壊分）１７８５万円、住宅応急修理委託（一部損壊）６００万円、

１８節負担金補助及び交付金、住宅応急修理補助金１億２２３０万円を計上致しました。

令和元年房総半島台風等により被災した住家の修繕に対し、令和元年度から令和２年度

に渡り支援を行って参りましたが、まだ完了していないものもあり、令和３年度に新た

に計上をお願いするものでございます。 

５３頁をお願い致します。４款衛生費、１項保健衛生費関係では、２目予防費、   

１１節役務費中、接種事務手数料２７０万円、１２節委託料中、接種券作成委託５６万

２千円、ワクチン接種委託３１０３万円、集団接種用テント設置委託１００万円、集団

接種運営委託６００万円、接種協力体制整備委託１３００万円など、冒頭申し上げまし

た新型コロナウイルスワクチンの接種対策事業につき必要な経費を見込んで計上する

ものでございます。 

５５頁をお願い致します。中段になります。３目環境衛生費、１８節負担金補助及び

交付金中、一般廃棄物処理施設整備事業負担金は前年度比９８９万８千円増の１２２８

万６千円を計上致しました。南房総市御庄地区に建設を進めている、し尿処理施設につ

きまして、工事の着工に伴う増でございます。負担金の一部に過疎対策事業債を充当す

る予定でございます。 

また、そのすぐ下になりますが、広域廃棄物処理施設整備事業負担金として前年度比

１１５万４千円減の８６９万６千円を計上致しました。整備事業支援業務及び人件費を

構成市町の均等割りで算出した負担金でございますが、令和３年度の全体事業費の減に

伴い負担金も減となっております。 

５６頁をお願い致します。中段でございます。５目病院費、１８節負担金補助及び交

付金、病院会計補助金７２９７万円、２３節・投資及び出資金、病院会計出資金１１１
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４万円を計上いたしました。鋸南病院事業会計への支出見込額は、前年度比２８７万円

の減となり８４１１万円を見込んでおります 

最下段になります。２項清掃費関係では、１目清掃総務費、１８節負担金補助及び交

付金で鋸南地区環境衛生組合分担金は、前年度比６３５万１千円増の１億６０３５万６

千円を計上致しました。増額の主な要因でございますが、新型コロナウイルス感染症の

影響等によりまして、汲み取り件数の減少により、組合の収入が減少したことに伴い、

負担金が増額となるものでございます。 

５７頁をお願い致します。３項水道費、１目水道費でございます。１８節負担金補助

及び交付金で、水道会計補助金１億６４万２千円を計上致しました。補助金の内訳は、

高料金対策繰出分が１億円、水道事業会計職員の児童手当にかかる繰出分が、６４万２

千円となっています。 

６０頁をお願い致します。１項農業費関係では、３目農業振興費、１８節負担金補助

及び交付金中、中山間地域等直接支払事業交付金は、前年度比６９８万円減額となり、 

１１１６万３千円を計上致しました。令和２年度から第５期対策がスタートし、１４集

落が事業の実施を予定しておりましたが、１集落が参加を取りやめ、１３集落の実施と

なったことにより事業費が減額となったものでございます。 

そのすぐ下でございます。鳥獣被害防止総合対策交付金は前年度比１２９６万１千円

減の、２４６７万円を計上致しました。減額の要因は、防護柵の設置等にかかる事業費

費用の減によるものでございます。 

６２頁をお願い致します。２項林業費１目林業振興費、１４節工事請負費でございま

す。林道補修工事として２４５万円を計上致しました。嶺岡林道につきましては、平成

３０年度から５か年での補修工事を実施しておりますが、令和３年度は、嶺岡林道３号

線の側溝補修工事７０ｍを実施する予定でございます。 

６４頁をお願い致します。３項の水産業費関係では、４目漁港建設費（勝山漁港）で

ございます。１８節負担金補助及び交付金中、農山漁村地域整備交付金事業負担金は、

前年度と同額の１２５０万円を計上致しました。事業内容につきましては、県営勝山漁

港の沖北防波堤約２４ｍの設置工事を実施するものでございます。整備事業費１億円の

うち、町と勝山漁協の地元負担分を計上しております。負担割合につきましては町８．

７５％、８７５万円、勝山漁協負担分が３．７５％、３７５万円となり、町負担額８７

５万円のうち７８０万円は、公共事業等債を充当するものでございます。 

そのすぐ下でございます。５目漁港建設費（保田漁港）でございます。１２節委託料、

調査測量設計業務委託１８０万円、１４節工事請負費、水産物供給基盤機能保全事業工

事６００万円の７８０万円を計上致しました。内容につきましては、吉浜南防波堤機能

保全工事８．６ｍを行うものでございます。財源につきましては、水産物供給基盤機能

保全事業補助金３９０万円と町負担分３９０万円を予定しておりますが、町負担分のう
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ち３５０万円につきましては、公共事業等債を充当するものでございます。 

６８頁をお願い致します。中段になります。５目都市交流施設推進事業費でございま

す。１４節工事請負費、テーブルベンチ設置工事４５７万５千円を計上致しました。都

市交流施設に設置してある屋外テーブルベンチが経年劣化により損傷し、既存の施設を

撤去し、新たにテーブル５組、スツール５０台を設置するものでございます。財源につ

きましては、ちばの木の香る街づくり推進事業県補助金１８８万３千円と、町負担分に

都市交流施設整備基金繰入金２６９万２千円により事業を実施するものでございます。 

６９頁をお願い致します。上段になります。１目土木総務費、１２節委託料中、大規

模盛土造成地変動予測調査業務委託３７０万円を計上致しました。この事業につきまし

ては、防災・減災・国土強靭化のための３か年緊急対策に基づき、各自治体において大

規模盛土造成地について調査、作成、公表が義務付けられているものでございます。対

象地につきましては国が抽出することとなっており、京田団地と板井ヶ谷造成地の２箇

所が対象でございます。調査の財源につきましては、防災・安全社会資本整備交付金１

８５万円を充当し、実施をするものでございます。 

６９頁、同じ頁の下段になります。１８節負担金補助及び交付金におきまして、住宅

取得奨励金、前年度比で７５０万円増の１５００万円を計上致しました。令和２年度中

の認定分を３年度への繰越をしたことにより増額となったものでございます。国からの

補助率４５％の社会資本整備総合交付金６７５万円の補助を受け、町負担額は８２５万

円となりますが、その内、３８８万５千円につきましては過疎地域自立促進特別事業基

金を充当するものでございます。 

次ページ７０頁下段をお願い致します。２目道路維持費中、１２節委託料でございま

す。橋梁補修設計委託１３００万円、橋梁点検委託２５００万円、トンネル長寿命化計

画更新業務委託５００万円を計上致しました。橋梁補修設計委託につきましては、小向

３号橋、郷城橋、中橋の計３橋の橋梁補修工事の設計を委託する予定でございます。橋

梁点検委託につきましては、５年に１度実施するもので、全７３橋のうち、令和元年度

に実施いたしました１橋を除いた７２橋の点検を委託する予定でございます。 

トンネル長寿命化計画更新業務委託につきましては、湯沢トンネル、岩井袋トンネル、

小尾越トンネル、内宿トンネル、勝六トンネルの計５箇所を予定しています。道路橋梁

長寿命化修繕事業の事業費４３００万円の財源につきましては、国の補助率６１．０

５％の道路メンテナンス事業補助金２４５６万１千円と町負担分１８４３万９千円の

うち、町負担分の４３０万円は、公共事業等債を充当する予定でございます。 

７３頁をお願い致します。中段でございます。２目消防施設費、１２節委託料中、地

域防災計画修正等業務委託１９４７万円を計上致しました。令和元年房総半島台風等の

被害により明らかになった課題及び検証結果を反映させ、また土砂災害警戒区域の指定

区域の増加が予定されていることから、土砂災害ハザードマップのデータ作成と既存の
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ハザードマップの改訂を行うものでございます。 

Ｐ７５をお願い致します。上段でございます。９款教育費、１項教育総務費関係では、

２目事務局費、１１節役務費中、高濃度ＰＣＢ処理手数料５３８万２千円、処理運搬費

２９万７千円を計上致しました。高濃度ＰＣＢにつきましては、令和４年度末までに処

理が義務付けられており、公民館に保管されている蛍光灯安定器など送料で１７４ｋｇ

の処理費用を計上するものでございます。 

８０頁をお願い致します。下段になります。３項の中学校費、１目学校管理費でござ

います。１２節の委託料中、屋上防水改修工事設計業務委託５１万７千円、屋上防水改

修工事監理業務委託３４万１千円、次頁８１頁をお願い致します。１４節中、屋上防水

改修工事といたしまして４３８９万円を計上いたしております。１頁戻っていただきま

して、同じ８０頁の体育館給水工事設計業務委託６８万２千円、体育館給水工事監理業

務委託２５万３千円、８１頁をお願い致します。１４節工事請負費でございますが、体

育館給水工事４１２万５千円を計上したものでございます。財源として、過疎対策事業

債または緊急防災・減災事業債を充当するものでございます。 

８６頁をお願い致します。５項社会教育費関係では、２目公民館費、１２節委託料中、

中央公民館改修工事設計業務委託１２１０万円を計上致しました。老朽化した中央公民

館空調機を更新するための設計委託を行うものでございます。財源として、全額、過疎

対策事業債を充当する予定でございます。 

９３頁をお願い致します。上段になります。１０款災害復旧費、１目道路橋梁災害復

旧費、１４節工事請負費、道路災害復旧工事１４００万円を計上致しました。令和元年

台風第１９号により被災した下佐久間地先、アルカディアに至る町道でございます、町

道２１４２号線の復旧工事を行うものでございます。財源としいたしまして、一般単独

災害復旧事業債を充当する予定でございます。 

９３頁の下段の公債費でございます。１目元金と２目利子の合計は、前年度比１３９

９万２千円増の４億８１８７万１千円を計上致しました。平成３０年度に借入した幼稚

園建設事業に伴う過疎債の償還額が増額したことによるものでございます。 

続きまして、歳入についてご説明させていただきます。 

１３頁をお願い致します。１款町税でございますが町税の総額は、６億６８７４万円

で、前年度比３１９０万１千円、５．０％の増となっております。固定資産税につきま

しては家屋が前年度比１，７９６万７千円増の１億２４７５万２千円、償却資産につき

ましては前年度比５７３万４千円増の５１０８万７千円を見込んだところでございま

す。また、町たばこ税につきましては前年度比９８５万８千円増の４８８３万６千円を

見込むものでございます。 

１４頁から１５頁にかけまして、２款地方譲与税から１０款地方特例交付金につきま

しては、県の試算を踏まえて交付を見込み、合計で１億９６１４万８千円を予定いたし



 

 

- 92 – 

                          令和３年第１回鋸南町議会定例会（３月） 

 

 

ました。前年度比３９４万円増、２．０％の増となる見込みでございます。増額の主な

要因といたしましては、１５頁の第７款地方消費税交付金が前年度比３２０万円の増、

９款環境性能割交付金が３３０万円の増、１０款地方特例交付金が４２３万８千円の増

と見込んだためそれぞれ交付金が総額で増額となるものでございます。 

その下でございます。１１款地方交付税でございます。前年度比３．６％増の１８億

８０００万円を計上致しました。その内、普通交付税は、１７億５０００万円を予定し

ております。令和３年度の国の交付税総額が前年度比５．１％増の見込みが示されたこ

とから、町独自に試算を行い、過去の実績を加味し、県の試算も踏まえた上で予算額を

計上致しました。また、特別交付税につきましては、見込額を試算した結果、令和２年

度と比較して１千万円減の１億３０００万円の計上をしたものでございます。 

１８頁中段、１５款国庫支出金から２２頁下段までの１６款県支出金につきましては、

各事業の特定財源でありますので、予算審査特別委員会におきまして各課の説明とさせ

ていただきますので、ご了承をお願い致します。。 

２３頁をお願い致します。中程でございます。１８款寄付金、１項寄付金でございま

す。１目豊かなまちづくり寄付金につきましては、前年度比１０８７万２千円増の２８

８７万２千円を計上致しました。令和２年１１月から新たに楽天ふるさと納税の受付を

開始したことから、増額を見込んでおるものでございます。なお同額を歳出、基金費に

おいて、豊かなまちづくり基金へ積立てることとなっております。 

２４頁でございます。１９款繰入金でございますが、３目過疎地域自立促進特別事業

基金繰入につきましては３８８万５千円を計上いたしました。歳出でご説明した土木費

の住宅取得奨励金事業に充当するものでございます。４目の豊かなまちづくり基金繰入

金につきましては、１１８６万５千円を計上し、デイサービスセンターの空調機改修事

業、佐久間ダム維持管理事業、観光地美化事業の他、道の駅推進事業費、環境衛生用の

２ｔダンプ購入費等に充当するものでございます。また５目都市交流施設整備基金繰入

金につきましては、歳出でご説明申し上げましたが都市交流施設に設置するテーブルベ

ンチ等の事業に充当するものでございます。 

２５頁をお願い致します。３項雑入、６目雑入でございます、中ほどになりますが、

医療財団負担金として１１９６万７千円を計上致しました。県からの派遣で町職員とし

て位置づけられている鋸南病院勤務の医師１名分の負担金でございます。 

２６頁をお願い致します。２２款町債でございます。令和３年度の町債合計は、前年

度比５２９２万４千円減の３億７４０万円を予定致しました。１目臨時財政対策債につ

きましては、町試算等によりまして、前年度比３２２７万６千円増の１億２０００万円

を予定をしたところでございます。３目の過疎地域自立促進特別事業債につきましては、

通勤支援助成事業、学校給食費無償化事業、子ども医療費助成事業他、１１事業に充当

する予定でございます。 
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２４頁にお戻りをいただきたいと思います。中段でございますが、これまで令和３年

度の歳入歳出の概要を申し上げて参りましたが、２０款繰越金は前年度と同額の１億円

を見込み、なお不足する財源につきましては、２３頁の基金の繰り入れでございますが、

１目財政調整基金繰入金を１億７２８５万３千円を計上し、補てんすることと致しまし

た。その結果、基金取り崩し後の残高は、１１億７０９４万３千円となる予定でござい

ます。 

最後に、人件費関係でございますが、引き続き厳しい財政運営が見込まれますが、こ

れまで管理職の本給１％給料独自削減を実施してきましたが、３年度からは通常に戻さ

せていただきまして、特別職の給料につきましては、引き続き町長３０％、副町長・教

育長２０％の削減で計上をさせていただきましたのでよろしくご理解賜りますようお

願い申し上げます。 

予算書の８頁をお願い致します。第２表債務負担行為でございますが、行政ネットワ

ーク機器賃借料等新たに３件の債務負担の設定をお願いするものでございます。次頁９

頁でございますが、第３表地方債につきましては、９件の事業に係る起債借り入れを予

定をしているところでございます。 

９６頁をお願い致します。９６頁から９９頁にかけましては債務負担に係る調書とな

っております。１００頁をお願い致します。１００頁につきましては、地方債に係る調

書でございます。表の右下４８億６０６万３千円が令和３年度末の起債の残高の予定と

見込んでいるところでございます。１０１頁から１０９頁にかけましては給与の明細書

となりますので、ご参照をお願い致します。 

以上で、説明を終わります。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（青木悦子） 

副町長の説明が終わりました。 

ここで暫時休憩をし、１時３０分から会議を再開します。 

 

 

…………… 休 憩・午後０時 ７分 …………… 

…………… 再 開・午後１時３０分 …………… 

 

 

○議長（青木悦子） 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

これより、令和３年度鋸南町一般会計予算全般に関わることについて、総括質疑を行

います。 
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総括質疑に対する答弁についてはこのあと、付託予定となる予算審査特別委員会の際

にお願いすることとし、詳細部分については、特別委員会において審議を行っていただ

きたいと思います。それでは、予算編成方針など、予算全般に関わることで、総括質疑

がありましたらお願いします。 

○議長（青木悦子） 

７番、渡邉信廣議員。 

〇７番（渡邉信廣） 

それではですね私の方から統括質疑について２件ご質問させていただきたいと思い

ます。１点目についてはまず行財政改革についてですけども、それが１点、２点目につ

いては町民の健康を守る上で非常に重要な鋸南病院について、この２点について質疑を

させていただきたいと思います。 

まず１点目の行財政改革については、近隣の市町村の、近隣の市の場合については、

かなり良い積極的に行財政改革に取り組んでいるような記事をよく目にします。そうい

う中において鋸南町の場合の令和２年度の予算の執行状況、あるいはこの令和３年度の

予算案これを見てもその辺についてはなかなか新たな取り組みが見えない。 

加えて鋸南町の人口の減少傾向って言いますかね、今回の国調人口のについても速報

値では７０００人を割り込むとような状況が聞いております。そういう中に当然人口が

減れば、今後、税収はどんどん落ち込んでくる。 

加えて、令和４年度からの交付税のを算定基礎となる人口の減少も、交付税の算定上

ではかなり交付税がして減額されるようなことになるんではないかなと思います。そう

いうようなことで思っております。そういう中において、今後の歳入の減少というのは、

この鋸南町にとって非常に重要な課題だろうというのは思っているところから、今後の

行財政改革に対する取り組みについて伺いたいと思います。これ１点目。 

２点目よろしいですか。２点目については、町民のよりどころとなる鋸南病院、これ

については私の方ではいつもなくしてはならない病院だというようなことを申し上げ

ております。そういう中において鋸南病院の現在の入院、そして外来については年々ど

んどんどんどん落ち込んでいます。 

指定管理者制度を用いたときの町からの補助金というのは４０００万。この２、３年

前から７０００万、そして令和２年度ではコロナに対する交付金も含めて１億２５００

万というような数字のお金を鋸南病院の方に支出をしております。 

しかし、令和３年度の予算を見ると、特に副町長の方から説明もございませんでした

けども、例年の昨年同様の７２００万程度の予算しか計上されていない。そういう中に

おいて、町からの今まで指定管理者として、町から今後の鋸南病院に対する対策という

のも、あまり町から聞いたこともない。 

そういう中において、今後の鋸南病院のあり方についてお聞きしたいと思います。今
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日、実はこの会議の後に病院の方から説明があるということで、この辺がどうなるかわ

かりませんけれども、現時点の課題としてお聞きしたいと思います。以上２点お願いし

たいと思います。 

〇議長（青木悦子） 

その他に総括質疑はございますか。 

３番、竹田和明議員。 

〇３番（竹田和明） 

総括質疑ということになるのか、委員会で説明質問した方がいいのかちょっと迷った

んですけれども、中学校の施設ということで、今回屋上の防水ということで予算化され

ているわけですが、考え方として今少子高齢化で子供の数がすごく少ない中で、また、

何て言うんですかね、大きな予算を取って、この施設を今後どうしていくのか、その辺

の要は改修にはかなりの額がかかるわけですけれども、子供の人数との比率で言ってで

すね。これだけの予算をとって、改修を今後も続けていくのか。これまでにも空調空調

は必要なんでしょうけれども、令和２年には３３００万それとグラウンドの改修でも４

０００万かけていると。今回屋上の防水で４４００万ってことですけど、こういった改

修のその今後の予定というのはどういうことかということで、質問したいと思います。 

○議長（青木悦子） 

 総括質疑ということで、教育施設の今後の維持管理の見通しということでよろしいで

すか。 

〇３番（竹田和明） 

はい。 

○議長（青木悦子） 

他に総括質疑がございますか。 

質疑がないようですので、総括質疑を終了します。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております議案第２３号、令和３年度鋸南町一般会計予算につい

ては、議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査いたした

いと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第２３号、令和３年度鋸南町一般会計予算については、全員で構成する

予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決定いたしました。 

ここで暫時休憩をし、休憩中に予算審査特別委員会の開催をお願いし、委員長副委員
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長の互選をお願いしたいと思います。 

議員各位は、委員会室にお集まりください。暫時休憩をいたします。 

 

 

…………… 休 憩・午後１時３８分 …………… 

…………… 再 開・午後１時５８分 …………… 

 

 

○議長（青木悦子） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 休憩中に予算審査特別委員会を開催し、委員長に平島孝一郎議員、副委員長に笹生あ

すか議員が選任されましたので、報告いたします。 

 

 

     ◎議案第２４号の上程、説明 

 

○議長（青木悦子） 

日程第８ 議案第２４号、令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算についてを議

題といたします。 

税務住民課長より、議案の重点説明を求めます。 

税務住民課長。 

〔税務住民課長 加藤芳博 登壇〕 

○税務住民課長（加藤芳博） 

議案第２４号、令和３年度 鋸南町国民健康保険特別会計予算についてご説明いたし

ます。 

当町の国民健康保険における近年の保険給付費は、多少の増減はあるものの、横ばい

と言える状況が続いております。 

一方、被保険者数は減少を続けており、一人あたりの医療費は上昇が続いています。

年齢が高くなると医療を受ける機会も増えますので、被保険者数に占める前期高齢者の

割合が５７％を超えている現状において、今後も一人あたり医療費は上昇することが予

想されます。 

一昨年の台風第１５号、昨年から続くコロナ禍と、特定健診の実施に大きな障害とな

りましたが、将来の医療費抑制も視野に、被保険者の健康増進と疾病予防のため、特定

健診等の保健事業に積極的に取り組んで参ります。 

予算の規模は、前年度と比較して２．３％の縮小で、新型コロナウイルス感染症拡大
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の影響も考慮し、一人あたり保険料を抑制する予算編成としております。なお保険料率

につきましては、本算定の際、改めて精査し、国保運営協議会の皆様に諮って参ります。 

それでは、予算内容をご説明させて頂きます。１頁をお願いします。 

予算総額につきましては、歳入歳出それぞれ１１億６９１０万５千円にしようとする

ものであります。 

歳出からご説明いたしますので、１０頁をお願いいたします。１款総務費につきまし

ては、国保事業に必要な事務的経費を計上しております。１項、１目一般管理費につき

ましては、前年度当初と比較し、６６万円の減額です。前年度は、制度改正に伴う国民

健康保険システム改修業務委託の費用を計上していたためでございます。 

最下段、２項、１目、１１節役務費のコンビニ収納サービス手数料には、議員全員協

議会の際、税務収納室関係でご説明いたしました、モバイル決済に係る手数料も含めて

の計上としております。 

１１頁をお願いします。下段から１２頁にかけての２款保険給付費、１項療養諸費に

つきましては、合計で７億４４６０万円を計上いたしました。 

前年度と比較し、２．７％の減でございます。最近５年間の決算を参考として計上を

いたしました。同じ頁の下段、２項高額療養費につきましては、前年度と同額の 1 億１

００５万円を計上いたしました。 

１４頁中段をお願いします。７項、１目傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に

感染、あるいは感染の疑いで労働機会が減少した被用者に対する給付金ですが、令和２

年度においては現在まで申請がありませんので、前年度補正予算に比べまして８０％減

の７４万円を計上しております。 

３款国民健康保険事業費納付金は、運営主体である県に納めるべき納付金で、医療給

付費分が、一般、退職合わせて１億７５９４万６千円、次の頁の２項後期高齢者支援金

等分につきましては６０９７万３千円、３項介護納付金分につきましては２５１０万８

千円で、県からの通知に基づき計上をいたしました。合計では２．１％の増となってお

ります。 

同じ頁の下段、５款保健事業費、１目特定健康診査等事業費は、前年度比較して   

１．２％増、１１２５万６千円を計上しました。特定健診に係る委託料等が主なもので

ございます。 

１６頁中段、２項、２目疾病予防費では、人間ドック助成金２１０万円、上限を３万

円として、７０人分を計上しております。 

下段から１８頁上段にかけての３項特別総合保健事業費につきましては、各目をあわ

せて１６７９万２千円を計上いたしました。保健福祉総合センターすこやかの維持管理

費と職員・２名分の人件費及び保健指導等の事業費でございます。財源として歳入の特

別調整交付金のうち１１００万円が充当されます。以上で歳出の説明を終わります。 



 

 

- 98 – 

                          令和３年第１回鋸南町議会定例会（３月） 

 

 

続きまして、歳入について、ご説明いたしますので、７頁をお願いいたします。 

１款国民健康保険料は、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分それぞ

れの県に納めるべき国民健康保険事業費納付金の額に、保健事業等に要する費用を加え、

軽減を考慮した保険料賦課総額を見込み、併せて１億７５９７万円を計上いたしました。

前年度と比較して、４．６％の減でございます。 

同じ頁の下段、２款国庫支出金は、予算計上はありませんが、災害時等に補助金等を

補正予算で計上する場合がありますので、科目を残すものです。 

８頁上段の３款県支出金、１項、１目保険給付費等交付金につきまして、１節普通交

付金８億５５２０万２千円は、令和３年度に支出する保険給付費に充当するため、２節

特別交付金２７１７万７千円は、それぞれ説明欄に記載した項目について、県から交付

されるもので、通知等に基づき計上をいたしました。 

中段５款繰入金、１項、１目一般会計繰入金につきましては、前年度と比較し１．５％

の減８４８５万円を計上いたしました。１節、保険基盤安定繰入金、保険料軽減分です

が、低所得者の保険料軽減分として、県が４分の３、町が４分の１を負担するもので、

前年度比１．８％の増でございます。 

２節、保険基盤安定繰入金、保険者支援分は、低所得者を多く抱える保険者を支援す

るため、国が２分の１、県と町がおのおの４分の１を負担するもので１．３％の増でご

ざいます。 

３節、出産育児一時金繰入金は、１人あたり４２万円に対し、町が３分の２を負担す

るもので、３人分を計上しております。 

４節、その他一般会計繰入金につきましては、保健福祉総合センターすこやかで実施

する特別総合保健事業費に充当するものでございます。 

５節、財政安定化支援事業繰入金は、国保財政の健全化及び保険料負担の平準化に資

するため繰り入れるもので、前年度と比較し、１．２％減で計上いたしました。 

６節、一般会計事務費等繰入金は、国保会計事務経費分として繰入れるもので、前年

度と比較し、０．６％の減で計上いたしました。  

６款繰越金につきましては、現時点で見込める額として、前年度と同額の２５００万

円を計上いたしました。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

議案の説明が終わりました。 

これより、令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算全般に関わることについて総

括質疑を行います。 

総括質疑がありましたらお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（青木悦子） 

質疑がないようですので、総括質疑を終了します。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております、議案第２４号、令和３年度鋸南町国民健康保険特別

会計予算については、予算審査特別委員会に付託のうえ、審査いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第２４号、令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算については、  

予算審査特別委員会に付託のうえ、審査することに決定いたしました。 

 

 

     ◎議案第２５号の上程、説明 

 

○議長（青木悦子） 

日程第９ 議案第２５号、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算について 

を議題といたします。 

税務住民課長より、議案の重点説明を求めます。 

税務住民課長。 

〔税務住民課長 加藤芳博 登壇〕 

○税務住民課長（加藤芳博） 

議案第２５号、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算についてご説明いたし

ます。 

予算編成の基本的事項についてですが、本特別会計は、歳入は保険料と、保険料軽減

分に対する基盤安定繰入金の収入、歳出は保険者である千葉県後期高齢者医療広域連合

への納付金と、後期高齢者健康診査等に要する費用等の予算でございます。 

それでは、１ページをお願いいたします。予算総額につきましては、歳入歳出それぞ

れ１億４８５８万７千円にしようとするものであります。前年度当初予算と比較します

と３．８％の増となります。 

それでは、歳出からご説明いたしますので、８ページをお願いいたします。 

１款、１項総務管理費につきましては、後期高齢者医療保険事業に必要な事務的経費

で、前年度と同額を計上いたしました。２項徴収費につきましては、保険料の徴収に要

する経費や、本算定に伴う、算定処理委託料が主なもので、９１万８千円を計上いたし

ました。 
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２款、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、広域連合からの通知に基づき、

前年度と比較して７０５万６千円の増 １億４２１６万７千円を計上いたしました。 

９ページをお願いいたします。３款、１項、１目保健事業費２５１万５千円につきま

しては、千葉県後期高齢者医療広域連合が実施する保健事業を受託して行うもので、保

健福祉課との連携により実施する総合検診の健康診査である検診事業委託が主な費用

でございます。２目疾病予防費６０万円は、人間ドック助成金で、受診者２０人分を計

上しております。以上で歳出の説明を終わります。 

続きまして、歳入について、ご説明いたします。６ページをお願いいたします。 

１款、後期高齢者医療保険料につきましては、千葉県後期高齢者医療広域連合からの

通知に基づき、総額１億４１２万３千円を計上いたしました。前年度比では、４．２％

の増でございます。 

２款、１項、一般会計繰入金のうち、保険料軽減額に対する補填分であります、２目

保険基盤安定繰入金につきましては、千葉県後期高齢者医療広域連合からの通知に基づ

き、３８０４万円を計上、前年度比では８．２％の増でございます。一番下になります、 

４款、４項受託事業収入３０７万８千円につきましては、千葉県後期高齢者医療広域

連合からの委託による健診事業分が、主なものでございます。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

議案の説明が終わりました。 

これより、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算全般に関わることについて

総括質疑を行います。 

総括質疑がありましたらお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

質疑がないようですので、総括質疑を終了します。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております、議案第２５号、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特

別会計予算については、予算審査特別委員会に付託のうえ、審査いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第２５号、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算については、

予算審査特別委員会に付託のうえ、審査することに決定いたしました。 
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     ◎議案第２６号の上程、説明 

 

○議長（青木悦子） 

日程第１０ 議案第２６号、令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算についてを議題

といたします。 

保健福祉課長より、議案の重点説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 杉田和信 登壇〕 

○保健福祉課長（杉田和信） 

議案第２６号、令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算についてご説明をいたします。

予算書の１頁をお願いいたします。 

令和３年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ１４億５３３２万６千円を予定いたしま

した。前年度と比較いたしまして１億５０１７万６千円、１１．５％の増となるもので

ございます。本予算につきましては、令和２年度実績見込みを考慮して、編成させてい

ただきました。はじめに歳出からご説明申し上げます。１０頁をお願いいたします。 

第１款総務費は、総額で前年度と比較いたしまして、９４万８千円、８．０％の増、

１２８３万５千円を予定しました。第１項総務管理費は、介護保険システム使用料等の

事務運営費でございます。第２項賦課徴収費につきましては、保険料の算定に伴う電算

委託に要する費用が主なものでございます。第３項介護認定審査会費は、第１目介護認

定審査会費の認定審査委員１０名が２班に分かれ隔週ごとに実施する審査会の委員報

酬及び、１１頁をお願いいたします。第２目認定調査費は、役務費における各医療機関

等の医師が作成する意見書に対する作成料が主なものでございます。なお、今年度、厚

生労働省への報告様式変更に伴い、１２節委託料中、介護保険認定システム改修委託７

１万５千円を計上しております。 

１１頁下段から１４頁中段までの第２款保険給付費関係につきましては、令和２年度

実績見込み、個々の給付見込額を編成させていただいております。 

１１頁下段の第１項介護サービス等諸費における第１目居宅介護サービス給付費か

ら１２頁中段の第６目居宅介護サービス計画給付費までは、要介護１から要介護５まで

のいずれかの介護度に認定された方の訪問介護、通所介護、施設介護等の介護サービス

に対する給付で、対前年度比１億３９１９万３千円、１２．４％増の総額１２億６４０

２万円を予定いたしました。増額理由につきましては、一昨年度の台風による被災で、

施設介護に係るサービスを利用する方が増加したことや家族を介護していた方もご自

身が介護を利用する事例が増え、在宅介護及び通所介護等の利用が増加していることが

要因であります。 
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１２頁下段から１３頁中段までの第２項介護予防サービス等諸費における第１目介

護予防サービス給付費から第４目介護予防サービス計画給付費までは、要支援１、２に

認定された方の介護サービスに対する給付で、総額７１７万６千円を予定いたしました。

前年度と比較いたしまして５３万円、６．９％の減となっております。 

第３項その他諸費は、介護給付費の審査を行っている国保連合会への手数料でありま

して、前年度と同額の９６万８千円を予定しました。 

第４項、高額介護サービス費は、１ケ月に支払った介護サービスの利用負担額が、定

められた上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する給付費でありまして、総額３

４３０万円を予定いたしました。前年度と比較いたしまして、５０７万２千円、１７．

４％の増となっております。第１項介護サービス等諸費の予算を考慮した予算編成とな

っております。 

第５項高額医療合算介護サービス費は、世帯における１年間の医療費及び介護サービ

スの利用負担額の合計が著しく高額となり、定められた上限額を超えた場合に、その超

えた額を支給するものでありまして、総額４１０万円を予定いたしました。 

第６項特定入所者介護サービス費でありますが、介護施設に入所されている方の食費

や居住費の負担額は、課税状況等に応じて決められております。当該サービス費は、利

用している低所得の方の食費や居住費に対する本人負担を軽減するための給付費とし

て、総額７２２０万円を予定いたしました。前年度と比較いたしまして、１５２２万８

千円、２６．７％の増となっております。第１項介護サービス等諸費、第３目施設介護

サービス給付費における予算を考慮した予算編成となっております。 

１５頁上段をお願いいたします。第４款基金積立金、第１項基金積立金、第１目基金

積立金でありますが、歳入歳出差引額９５５万２千円を基金として積み立てようとする

ものです。 

第５款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、第１目第１号被保険者還付金であり

ますが、過年度の資格喪失による保険料の還付等、５０万円を予定しました。昨年度は、

台風災害で、住家が半壊以上の損害を受けた第１号被保険者に対して、発災以降の介護

保険料及び介護サービス利用料を還付するために、１３４３万４千円を計上しておりま

したので、大幅な減となりました。 

１６頁をお願いいたします。第６款地域支援事業費、第１項介護予防・生活支援サー

ビス事業費は、介護予防サービス給付費から移行した訪問介護、通所介護及び訪問、通

所の計画策定に係るサービスに対する給付であり、前年度とほぼ同額の総額１５５７万

円を予定いたしました。 

第２項一般介護予防事業費は、要介護状態等にならないための事業を実施する費用で、

９８３万１千円を予定いたしました。前年度と比較いたしまして、６３０万４千円、３

９．１％の減となっております。閉じこもり、軽度認知症、虚弱高齢者を対象に実施し
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てきました介護にならないための予防活動につきまして、令和３年度から介護保険制度

から除外されるとのことで、介護保険特別会計から減額し、一般会計で計上させていた

だいております。 

１７頁中段をお願いいたします。第３項包括的支援事業・任意事業費は、高齢者から

の各種相談や各事業所への指導・助言、また、ケアプラン作成に関する相談、支援をす

るための費用として、職員２名分の人件費を含む事業費であります。 

１９頁上段をお願いいたします。総額で、２１７７万円を予定いたしました。 

次に、歳入についてご説明いたします。戻っていただきまして７頁をお願い致します。 

第１款・保険料、第１項介護保険料、第１目第１号被保険者保険料は、第８期介護保

険計画の策定に基づき算出された保険料を各段階の被保険者見込数に乗じた額の合算

等により総額２億９５７６万７千円を予定しました。前年度と比較いたしまして、４７

９７万１千円、１９．４％の増となっております。 

第３款国庫支出金、第１項国庫負担金の２億４３５４万３千円は、歳出第２款保険給

付費の居宅等に係るサービス給付費に対して２０％、施設に係るサービス給付費に対し

ては、１５％の負担率で交付されますので、当該負担金の合計額を計上いたしました。 

第２項国庫補助金、第１目調整交付金の１億１０６２万円は、歳出第２款・保険給付

費に対して８％の補助率を見込んだ額を計上しております。 

第２目地域支援事業交付金の６４８万６千円は、歳出第６款・地域支援事業費におけ

る第１項介護予防・生活支援サービス事業費、第２項一般介護予防事業費及び第４項そ

の他諸経費の費用に対して、補助率２５％を乗じて算出された合計額を計上いたしまし

た。 

第３目・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）の８５０万６

千円は、歳出第６款地域支援事業費における第３項包括的支援事業・任意事業費の費用

に対して、補助率３８．５％を乗じて算出された額を計上いたしました。 

第４目保険者機能強化推進交付金の１２４万５千円は、地域支援事業費における自立

支援・重度化防止等に向けた地域ケア会議及び研修会並びに介護人材の取組み等に対す

る交付金として前年度交付額と同額を見込み計上いたしました。 

第４款支払基金交付金、第１項支払基金交付金、第１目介護給付費交付金の３億７３

３４万６千円は、第２号被保険者の保険料分として、社会保険診療報酬支払基金から交

付されるもので、歳出第２款保険給付費に対して負担率２７％を乗じて算出された額を

計上いたしました。 

８頁をお願いいたします。第２目地域支援事業支援交付金の７１７万８千円は、歳出

第６款地域支援事業費における第１項介護予防・生活支援サービス事業費、第２項一般

介護予防事業費及び第４項その他諸経費の費用に対して、負担率２７％を乗じて算出さ

れた合計額を計上いたしました。 
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第５款・県支出金、第１項県負担金の２億５８５万６千円は、歳出第２款保険給付費

の居宅に係るサービス給付費に対して１２．５％、施設に係るサービス給付費に対して

は１７．５％の負担率で交付されますので、当該負担金の合計額を計上いたしました。 

第２項県補助金、第１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の

３２４万３千円は、歳出第６款・地域支援事業費における第１項介護予防・生活支援サ

ービス事業費、第２項一般介護予防事業費及び第４項その他諸経費の費用に対して、補

助率１２．５％を乗じて算出された合計額を計上いたしました。 

第２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）の４２５万４千

円は、歳出第６款・地域支援事業費における第３項包括的支援事業・任意事業費の費用

に対して、補助率１９．２５％を乗じて算出された額を計上いたしました。 

第６款繰入金、第１項一般会計繰入金、第１目介護給付費繰入金の１億７２８４万５

千円は、歳出第２款・保険給付費に対して負担率１２．５％を乗じて算出された額を計

上いたしました。 

第２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の３３４万２千円は、

歳出第６款地域支援事業費における第１項介護予防・生活支援サービス事業費、第２項

一般介護予防事業費及び第４項・その他諸経費の費用に対して、補助率１２．５％を乗

じて算出された合計額を計上いたしました。 

第３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）の４２５万４千

円は、歳出第６款地域支援事業費における第３項包括的支援事業・任意事業費の費用に

対して、補助率１９．２５％を乗じて算出された額等を計上しました。 

第４目その他一般会計繰入金の１２８３万５千円は、事業費に係る繰入金を計上いた

しました。 

２０頁以降は、給与費明細書となっておりますので、後ほどご参照いただきたいと思

います。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

議案の説明が終わりました。 

これより、令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算全般に関わることについて総括質

疑を行います。 

総括質疑がありましたらお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

質疑がないようですので、総括質疑を終了します。 

お諮りいたします。 

ただいま、議題となっております、議案第２６号、令和３年度鋸南町介護保険特別会
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計予算については、予算審査特別委員会に付託のうえ、審査いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第２６号、令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算については、予算審

査特別委員会に付託のうえ、審査することに決定いたしました。 

 

 

     ◎議案第２７号の上程、説明 

 

○議長（青木悦子） 

日程第１１、議案第２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算についてを議題

といたします。 

保健福祉課長より、議案の重点説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 杉田和信 登壇〕 

○保健福祉課長（杉田和信） 

議案第２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算についてご説明申し上げます。

予算書の２頁をお開き願います。実施計画に基づき、ご説明いたします。 

始めに収益的収入でございますが、第１款病院事業収益は、７８４６万９千円を予定

いたしました。 

第１項医業収益、第１目その他医業収益は、指定管理者が収受した診断書料等の文書

料であり、１６０万円を予定いたしました。第２項医業外収益、第１目他会計負担金６

７万６千円は、国が定める繰出基準に基づく、企業債元利償還に係る一般会計からの負

担金であります。 

第２目他会計補助金は、指定管理者への交付金及び経費等に充当するための一般会計

からの補助金で７２２９万４千円を予定いたしました。このうち、７０００万円は、指

定管理者であります鋸南きさらぎ会への交付金でありまして、引き続き経営安定のため

にお願いするものでございます。 

第３目長期前受金戻入２８９万９千円は、規定に基づき、有形固定資産の取得の際に

受けた国や県の補助金を減価償却し、現金の伴わない収益として計上するものです。 

第４目その他医業外収益１００万円は、病院施設等の使用に係る指定管理者からの負

担金でございます。 

次に収益的支出でございますが、第１款病院事業費用は、１億３１１万５千円を予定
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いたしました。 

第１項医業費用、第１目経費は、修繕費等の運営経費として２９５万１千円を予定い

たしました。第２目減価償却費は２７５４万５千円を、第３目指定管理者交付金は、指

定管理者である鋸南きさらぎ会へ支出するもので、病院の運営費７０００万円と収入予

定の文書料１６０万円の計７１６０万円を予定いたしました。 

第２項医業外費用、第１目支払利息及び企業債取扱諸費は、建物及び医療機器に係る

借受けた企業債の償還利息１０１万９千円を予定いたしました。 

３頁をお願いします。資本的収入でございますが、第１款資本的収入は、１１１４万

円を予定いたしました。第１項、第１目一般会計出資金１１１４万円は、借受けた企業

債の元金償還にあたり、一般会計から出資金として受け入れるものでございます。 

次に資本的支出でございますが、第１款資本的支出は、収入と同額の１１１４万円を

予定いたしました。第１項、第１目企業債償還金１１１４万円は、建物及び医療機器に

係る借受けた企業債の元金償還をお願いするものでございます。 

４頁をお願いします。令和３年度の予定キャッシュ・フロー計算書でありますが、年

度末の現金預金残高は、下段の１１７４万７千円と見込みました。 

５頁から７頁までは、令和２年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表、８頁、９頁

は、令和３年度の予定貸借対照表でございます。後ほど、ご参照いただきたいと思いま

す。以上で、説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

議案の説明が終わりました。 

これより令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算全般に係ることについて総括質疑

を行います。 

総括質疑がありましたらお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

質疑がないようですので、総括質疑を終了します。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております、議案２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予

算については、予算審査特別委員会に付託のうえ、審査いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算については、予算審
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査特別委員会に付託のうえ、審査することに決定いたしました。 

 

 

     ◎議案第２８号の上程、説明 

 

○議長（青木悦子） 

日程第１２ 議案２８号、令和３年度鋸南町水道事業会計予算についてを議題といた

します。 

建設水道課長より、議案の重点説明を求めます。 

建設水道課長。 

〔建設水道課長 平嶋隆 登壇〕 

○建設水道課長（平嶋隆） 

議案第２８号、令和３年度、鋸南町水道事業会計予算についてご説明いたします。 

予算書１頁及び別添の予算説明書を併せてご覧願います。 

第２条 業務の予定量ですが、給水戸数３４８８戸、５７９０栓、給水人口７１８８

人を予定し年間総給水量を、１０３万１千㎥、一日平均給水量を、２８２５㎥、一日平

均一人当たり給水量を３９３ℓ といたしました。給水戸数、年間総給水量等は、令和３

年１月末までの実績を基に推計させていただきました。 

第３条収益的収入及び支出、第４条資本的収入及び支出につきましては、４頁から６

頁の実施計画により、ご説明いたします。 

４頁をお願いします。収益的収入でございますが、第１款水道事業収益の総額を４億

９８７３万４千円と定めました。 

第１項営業収益を２億６２１１万７千円とし、主な収益といたしまして、第１目給水

収益で２億６５９万６千円を予定いたしました。第２項営業外収益では、２億３６６１

万７千円を予定いたしました。主な収益といたしまして、第３目県補助金は市町村水道

総合対策補助金分として、９６００万円を、第４目他会計補助金では、一般会計より市

町村水道総合対策補助金分として、１億円及び児童手当分として、６４万２千円を予定

いたしました。また第５目長期前受金戻入は現金の伴わない収益ですが、３９３７万６

千円を予定いたしました。 

５頁をお願いします。次に収益的支出でございますが、第１款水道事業費の総額を 

４億６７８４万６千円と定めました。 

第１項営業費用では、４億４０６０万８千円を予定いたしました。主な支出としまし

て、職員給与費７０４０万５千円、委託料１７６０万５千円、各施設の修繕費７９７万

円、動力費９７０万５千円、薬品費７２４万８千円、南房総広域水道企業団からの受水

費１億５１１８万４千円、減価償却費１億６千２５０万４千円を予定いたしました。 
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第２項営業外費用では、２７１３万８千円を予定いたしました。第１目支払利息の 

１９３５万４千円が主なものです。 

６頁をお願いします。資本的収入及び支出ですが、第１款資本的収入の総額を９７２

０万円と定めました。 

第１項企業債は、令和３年度に予定いたします工事に係る借入金として、９７２０万

円を予定いたしました。 

次に資本的支出ですが、第１款資本的支出の総額を、２億７５６３万７千円と定めま

した。 

第１項建設改良費、第１目営業設備費のうち工器具備品購入費は、軽微な作業及び出

張等に使用しておりました、公用車が走行不能により廃車をいたしましたのでその購入

費と、災害等の停電時における加圧所をカバーする発電機の購入費、合わせて５１５万

２千円を予定しました。 

第２目配水施設改良費は、不測の事態に備えた、基幹管路更新工事設計委託及び工事、

年度計画による配水管布設工事及び浄水場第２配水池耐震補強工事を予定し、９９３９

万４千円といたしました。    

第３目浄水施設改修費は、加圧所改修実施設計委託及び工事、老朽化による浄水場管

理棟改修工事を予定し、２４８８万５千円を予定しました。また第２項企業債償還金に

おきましては、１億３９４６万３千円を予定いたしました。なお資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１億７８４３万７千円は、過年度分損益勘定留保資金２３３２

万１千円、当年度分損益勘定留保資金１億４２８３万２千円及び当年度分消費税資本的

収支調整額１２２８万４千円で補てんすることと定めました。 

７頁をお願いします。令和３年度鋸南町水道事業予定キャッシュ・フローでございま

すが、年度末における資金残高は、３億８８７０万４千円となる見込みでございます。 

８頁から１０頁は職員の給与等に関する明細、１１頁は債務負担行為に関する調書、

１２頁から１５頁は、令和２年度鋸南町水道事業予定損益計算書及び予定貸借対照表、

１６頁から１８頁は、令和３年度鋸南町水道事業予定貸借対照表でございますので、  

のちほどご参照願います。以上で説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（青木悦子） 

議案の説明がありました。 

これより、令和３年度鋸南町水道事業会計予算全般に係ることについて総括質疑を行

います。 

総括質疑がありましたらお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（青木悦子） 

質疑がないようですので、総括質疑を終了します。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております、議案２８号、令和３年度鋸南町水道事業会計予算に

ついては、予算審査特別委員会に付託のうえ、審査いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２８号、令和３年度鋸南町水道事業会計予算については、予算審査特

別委員会に付託のうえ、審査することに決定いたしました。 

ここで暫時休憩をします。 

議員各位は自席でお待ちください。 

 

 

…………… 休 憩・午後２時５４分 …………… 

…………… 再 開・午後２時５６分 …………… 

 

 

○議長（青木悦子） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

休憩中に議案付託表及び予算審査特別委員長からの委員会招集通知書を配布いたし

ました。 

議案第２３号一般会計予算、議案第２４号国民健康保険特別会計予算、議案第２５号 

後期高齢者医療特別会計予算、議案第２６号介護保険特別会計予算、議案第２７号鋸南

病院事業会計予算、議案第２８号水道事業会計予算については、休会中の３月８日午前

１０時から、予算審査特別委員会を開催し、議案の審査をお願いしたいと思います。 

 

 

     ◎散会の宣言 

 

○議長（青木悦子） 

以上をもちまして、本日の議事日程は終了いたします。 

３月８日は午前１０時から予算審査特別委員会をお願いいたします。 

最終日の３月１２日は午前１０時から会議を開きますので、定刻５分前にご参集願い
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ます。 

本日は、これにて散会いたします。 

ご苦労さまでした。 

 

 

…………… 散 会・午後２時５８分 …………… 
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令 和 ３ 年 第 １ 回 鋸 南 町 議 会 定 例 会 議 事 日 程 〔 第 ３ 号 〕 

 

令和３年３月１２日 午前１０時開議 

日程第１  議案第２３号  令和３年度鋸南町一般会計予算について 

日程第２  議案第２４号  令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算について 

日程第３  議案第２５号  令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第４  議案第２６号  令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算について 

日程第５  議案第２７号  令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算について 

日程第６  議案第２８号  令和３年度鋸南町水道事業会計予算について 

 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

 

出席議員（１１名） 

１ 番 笹 生 あ す か 議員  ２ 番 早 川  正 也 議員 

３ 番 竹 田  和 明 議員  ４ 番 大 塚   昇 議員 

５ 番 青 木  悦 子 議員  ６ 番 笹 生  久 男 議員 

７ 番 渡 邉  信 廣 議員  ８ 番 小 藤 田 一 幸 議員 

９ 番 鈴 木  辰 也 議員  11 番 笹 生  正 己 議員 

12 番 平 島 孝 一 郎 議員    

 

欠席議員（なし） 

     

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 
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…………… 開 議・午前１０時００分 …………… 

 

 

     ◎開議の宣言 

 

○議長（青木悦子） 

皆さん、おはようございます。 

議員各位には、ご苦労さまです。 

定刻となりましたので、ただ今より会議を開きます。 

ただいまの出席議員は１１名です。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

 

     ◎議事日程の報告 

 

○議長（青木悦子） 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布しておきました。 

 

 

     ◎議案第２３号の委員長報告、討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第１、議案第２３号、令和３年度鋸南町一般会計予算についてを議題といたしま

す。 

本案については、予算審査特別委員会に付託し審査いただいておりますので、予算審

査特別委員会委員長から審査の経過及び結果について報告を求めます。 

予算審査特別委員会 平島孝一郎委員長。 

〔予算審査特別委員会委員長 平島孝一郎 登壇〕 

○予算審査特別委員会委員長（平島孝一郎） 

それでは、予算審査特別委員会に付託されました、令和３年度鋸南町一般会計予算の

審査の経過と結果について、ご報告致します。 

本予算の審査は、去る３月８日に行いました。 

審査にあたり、各委員より多くの質疑がありましたが、予算審査特別委員会は全議員

で構成されておりますので、細部につきましては、省略させていただき、要約して、主

な質疑、意見、要望等を報告いたします。審査した順番に、課ごとに報告いたします。 
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まず、総務企画課関係についてですが、はじめに、総括質疑について報告します。 

「行財政改革に取り組んでいる近隣市に較べ、鋸南町の令和２年度の予算執行状況と

令和３年度の当初予算案からは、新たな取り組みが見えてこない。また交付税の算定基

礎となる国勢調査人口が減ることで、交付税額も減ると思うが、今後の行財政改革に対

する取り組みについて伺いたい。」との質疑に対し、「行政改革は、これまでの視点に新

たな姿勢を加えて進めなければならないと考えます。各種事業等については、適正に実

施しており、近隣の自治体と比較しても先行して行政改革を進めてきたと考えています。

今後も行政サービスを維持しながら、職員の負担も考慮しつつ、行革を進めていきます。 

国勢調査の数値は、令和３年度の交付税から反映される予定です。人口が８千人から

７千人程に減少し、交付税額が下がると見込んでいます。住民サービスを維持しつつ経

費の節減等を行った結果、財政調整基金は今年度末で１３億円を越えました。人口減少

には歯止めをかけるのは難しいことですが、よい地域づくりを目指し、引き続き行財政

改革に取組んでいきます。」との答弁がありました。 

以下、その他の質疑及び答弁を報告します。 

「豊かなまちづくり寄付金業務代行委託について内容の説明を求める」との質疑に対

し、「料金収入及び事業者への発注等、仲介業務を業者に委託しており、寄付金総額に

対し代行手数料８%とその消費税、返礼品代金２１％、送料８％を予算計上しました。」

との答弁がありました。 

「生活路線バス維持費補助金が、増額となった理由は。」との質疑に対し、「令和２年

度までは、国県の補助部分のみを補助していましたが、赤字補てん部分の補助をするこ

とになり増額となりました。ただし８割は特別交付税措置されます。」との答弁があり

ました。 

「通勤支援助成金は、移住者確保対策との説明だが、どのように周知をするのか。」

との質疑に対し、「ホームページや広報誌を検討しています。ただし、初年度は町民が

中心になると思います。通勤手当の受給の有無は問わず、公共交通機関の利用者に一律

１０万円の助成を考えています。」との答弁がありました。 

消防施設備品費に関して、「消火栓ボックス内のホース等を補充するとの説明だが、

消火栓のフタの開栓機の早期点検及び補充を行うと共に、消火栓は、地下式ではなく使

いやすい地上式にするよう努められたい。」との要望がありました。 

「指定統計調査費が大幅に減額された理由は。」との質疑に対し、「令和２年度は、５

年に１度の国勢調査が実施され多数の調査員を委嘱しました。３年度は、国の指定統計

調査が減るためです。」との答弁がありました。 

「バス停の文字が薄くなった場所が見られるが、循環バスの修繕料に中には、その修

繕費が含まれるのか。」との質疑に対し、「修繕料と消耗品費で対応しています。」との

答弁がありました。 
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次に、税務住民課関係についてですが、「法人税が減少しているが法人は何社あるの

か。」との質疑に対し、「令和３年２月末現在、均等割が課税されているのは１９３社で、

法人税割が課税されているのは６４社です。」との答弁がありました。 

「軽自動車税の課税台数は。」との質疑に対し、「令和２年２月末は３０１８台で、令

和３年２月末では３０９５台と、約８０台増加しました。」との答弁がありました。 

「令和３年度の入湯税の見込みは、２年度の実績に対して少なくはないか。予算計上

に当たっては対象者に調査等を行った。」かとの質疑に対し、「入湯税は毎月納入される

ので、納付状況を確認のうえ計上しました。令和２年度は、コロナ等の影響を考慮し、

低い予算額としましたが、３年度も先行きが不透明なため、積算時点で確実に見込める

額を計上しました。」との答弁があり、「予算額は、できるだけ正確に積算されたい。」

との要望がありました。 

次に、保健福祉課関係についてですが、はじめに、総括質疑について報告します。 

「鋸南病院が指定管理となった時の補助は４０００万円で、この２、３年は、７００

０万円となり、令和２年度ではコロナに対する交付金も含めて、１億２５００万円を支

出している。今後の鋸南病院のあり方について伺う。」との質疑に対し、「当面は、患者

への診療に影響が出ないよう対策を講じ、経営のあり方を指定管理者と協議するととも

に、類似医療機関との比較検討や、費用対効果から高度医療の提供を続けていくかを検

討していきます。また、現在勤務している山本医師が、千葉県の派遣年限終了後、病院

に  残ってもらえるような状況を作っていきます。令和３年度は当初予算で７千万円

の繰出しを予定していますが、新型コロナ第３次補助で、経営悪化に対する助成を検討

しています。」との答弁があり、「町の支出を抑えたうえでの病院の存続が必要と考える。

後継者を育て運営を充実させ、病院を立て直してもらいたい。」との要望がありました。 

以下、その他の質疑及び答弁を報告します。 

「閉じこもり予防等のための介護予防事業の対象は、まだ介護を受けていない人か。

また把握はどのようにしているのか。」との質疑に対し、「介護を受けていない人が対象

です。７１歳以上で介護度がついていない方に、チェックリストを配布し把握を行って

います。回収したリストを基に、該当者に事業への参加を促します。」との答弁があり、  

「事業に対して消極的な町民への対策は。」との再質疑に対し、「訪問をして参加を促し

ています。」との答弁がありました。 

「新型コロナワクチン接種事業の状況を分かる範囲で説明願う。」との質疑に対し、

「６５歳以上の方に対し接種券を４月中に発送予定です。また亀田病院、安房地域医療

センターに医療従者用として９７５回分の ワクチンが今週中に届く予定です。住民へ

の接種時期は、まだ不明ですが、国のワクチンの配布状況をみながら対応していきま

す。」との答弁がありました。 

地域福祉計画策定に関し、「福祉の根幹となる計画であるので、計画委員会委員の人
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選は、役職ではなく適任者を選ぶべきで、会議の回数は当初から決めるのではなく、徹

底的に協議をして、この町に合った計画としてもらいたい。」との要望がありました。 

次に、地域振興課関係についてですが「現在１名の地域おこし協力隊員の今後の人数

は。また隊員の 定住、今後の活動方針について問う。」との質疑に対し、「農業振興１

名を２名にし、新規に有害鳥獣対策１名を加え、計３名とします。任期が満了した隊員

には、新規就農者として農業次世代人材投資事業補助金を５年間活用することで、地元

への定着を目指してもらいます。」との答弁がありました。 

「観光協会への補助金に関して、夏の観光客が減少するなか２つの案内所を維持する

必要があるのか。」との質疑に対し、「協会では、将来的な統合を考えており、保田案内

所１つにしていくことで意見調整を行っています。」との答弁がありました。 

「都市交流施設の修繕等に関する取り決めや協定書の内容の説明を願う。」との質疑

に対し、「協定書では、大規模な修繕は町で行い、１件あたり５０万円未満の修繕は指

定管理者が対応する決まりとなっています。」との答弁がありました。 

「営農のため町に移住した人がいるが、農業次世代人材投資事業補助金の対象になる

のか。」との質疑に対し、「個人が対象となります。質問の方は農業法人であるため対象

外となります。法人には別の補助事業があります。」との答弁があり、「新規就農者等、

人材確保にもっと力を入れるべきではないか」との再質疑に対し、「今後１０年以上は

継続して農業振興の地域おこし協力隊を雇用し、新たな担い手にしたいと考えています。

新規就農者は、平成２５年度から令和２年度までに１５名が就農しています。企業から

も相談を受けており、２０２３年までには企業を誘致する予定です。」との答弁があり

ました。 

「狩猟エコツアーを担当する地域おこし協力隊員の任期が終了したが、今後の事業運

営についてはどのようになるのか。」との質疑に対し、「有害対策協議会が担当するのは

負担が大きいので、外部委託や退任協力隊の力を借りた継続体制を考えています」との

答弁があり、「エコツアーは大変魅力のある企画である。継続して欲しい。」との要望が

ありました。 

次に建設水道課関係についてですが、「町営住宅は、老朽化が激しく危険ではないか。

事故が起きた場合の対応は。」との質疑に対し、「仮に町に過失があり被害があった場合

には、公共施設等の損害賠償責任保険の適用になると思われます。事故が起こらぬよう、

過去の指摘事項への対処を行っています。」との答弁があり、「早急に答えを出して即時

解体をすべきと考えるがどうか。」との再質疑に対し、「解体費用の財政的根拠、現在入

居している４世帯に対する対応を併せて検討しています。」との答弁がありました。 

「勝山橋脇の駐車場用地の購入については、交渉に進展はあったか。」との質疑に対

し、「地権者と国の協議が続いています。」との答弁があり、「国の必要部分のみを購入

するとの方針に変わりがないのなら、町が残地を購入しなければ解決はできない。仮に
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第３者が全ての土地を購入した場合、借用ができなくなる。町が譲歩し買収し、解決を

図るべきと思うがどうか。」との再質疑に対し、「町が購入するための交渉もしましたが、

協議が整いませんでした。交渉が長くなっているのは様々な要因があり、現状に至って

います。」との答弁がありました。 

最後に、教育課関係についてですが、総括質疑について報告します。 

「中学校屋上の防水工事が予算計上されたが、少子高齢化で子供の数が少ない中、こ

れまでも多額の費用をかけて様々な改修を行っていた、教育施設等を今後、どの様に維

持管理していくのか、今後の改修の予定等について説明を求める。」との質疑に対し、 

「鋸南町では、これまで少子化が進む中で教育施設の再編を行い、保育所、幼稚園、

小中学校ともに各１校となりました。従って、今年度策定している公共施設長寿命化計

画に基づいて改修を行い、今後も使用していきたいと考えます。少子化が進めば、空き

教室も増えると思われますので、その有効活用について模索します。」との答弁があり、

「中学生は１１０人程度だが、予算計上された中学校屋上の防水工事、今年度実施した

グラウンド改修、空調設備改修など多額の 費用がかかっている。学校施設を学校とし

てのみ使用するのでは、１人当たりのコストが高いと感じる。長寿命化は重要であり、

現施設を維持しなければならないが、一般の町民に生涯学習や体育施設等の活用方法を

検討すべきであると考える。」との意見に対し、「学校の目的外使用の例を見ると、現に

学校として利用している場合であれば、生徒と一般利用者が接触をしないような配慮や

別の出入口を設けるなど、利用基準が高くはなりますが、有効活用は 必要だと考えて

いますので、今後検討していきます。」との答弁がありました。 

以上が要約した審査の経過であり、討論省略ののち、採決の結果、令和３年度鋸南町

一般会計予算については、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

以上で、議案第２３号、令和３年度鋸南町一般会計予算について予算審査特別委員会

委員長としての報告を終わります。 

○議長（青木悦子） 

ただいま、予算審査特別委員会委員長からの審査結果は原案のとおり可決すべきとの

報告であります。 

お諮りいたします。 

予算審査特別委員会は全議員による構成ですので、質疑を省略し、直ちに討論を行い

たいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認め、質疑を省略します。 
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討論を行います。 

討論はありませんか。 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第２４号から議案第２６号の委員長報告 

 

○議長（青木悦子） 

ここで、日程第２以降の議事についてお諮りいたします。 

日程第２、議案第２４号、令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算についてから

日程第４、議案第２６号、令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算までを一括議題とし、

予算審査特別委員会委員長から、予算審査の経過及び結果について一括して報告を求め

た後、各議案について順次、質疑、討論、採決を行いたいと思いますがご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認めます。 

よって議案第２４号から議案第２６号までを一括議題とすることに決定いたしました。 

予算審査特別委員会に付託し、審査いただいた、議案第２４号、令和３年度鋸南町国

民健康保険特別会計予算について、議案第２５号、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特

別会計予算について、議案第２６号、令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算について

を一括議題とします。 

予算審査特別委員会委員長から審査の経過及び結果について報告を求めます。 

予算審査特別委員会 平島孝一郎委員長。 

〔予算審査特別委員会委員長 平島孝一郎 登壇〕 

○予算審査特別委員会委員長（平島孝一郎） 

予算審査特別委員会に付託されました、 

議案２４号、令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算から議案第２６号令和２年
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度鋸南町介護保険特別会計予算について、審査の結果を順次報告申し上げます。 

最初に議案２４号、令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算の審査の結果につい

て、ご報告申し上げます。 

本予算の審査は、去る３月８日に行いました。審査については、２月１２日の議員全

員協議会での協議、本会議２日目の議案説明等を経て、十分審議がなされたことから、

各委員からの質疑、意見等は無く、討論省略ののち、採決の結果、令和３年度鋸南町国

民健康保険特別会計予算については、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

以上で、議案第２４号、令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算について、予算

審査特別委員会委員長としての報告を終わります。 

次に、議案第２５号、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算の審査結果につ

いて、ご報告申し上げます。 

本予算の審査は、去る３月８日に行いました。審査については、２月１２日の議員全

員協議会での協議、本会議２日目の議案説明等を経て、十分審議がなされたことから、  

各委員からの質疑、意見等は無く、討論省略ののち、採決の結果、令和３年度鋸南町後

期高齢者医療特別会計予算については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

以上で議案第２５号、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算について、予算

審査特別委員会委員長としての報告を終わります。 

次に議案第２６号、令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算の審査の経過と結果につ

いて、ご報告申し上げます。 

本予算の審査は、去る３月８日に行いました。質疑の内容を要約して報告いたします。 

「第８期介護計画が始まり、低所得者の施設利用の限度額が引き上げられ、デイサー

ビスやショートステイの利用料も上がると聞いているが、影響が出る対象者数は。」と

の質疑に対し、「１５０人ほどの方が対象となり、施設の食費が１日３００円でしたが、

８月から倍額になります。１から３段階に分かれていた段階を更に細分化する予定です。

改正の趣旨は、在宅で負担限度額の恩恵を受けられない方との公平性を保つためです。」

との答弁がありました。 

「地域包括支援センター運営協議会の委員構成は。」との質疑に対し、「議会議員、民

生委員、介護事業者、ボランティアの代表者、社会福祉協議会、介護関係者などで構成

されます。」との答弁がありました。 

以上が、要約した審査の経過であり、討論省略ののち、採決の結果、令和３年度鋸南

町介護保険特別会計予算については、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

以上で議案第２６号、令和３年度 鋸南町介護保険 特別会計予算について、予算審
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査特別委員会委員長としての報告を終わります。 

○議長（青木悦子） 

報告が終わりました。 

 

 

     ◎議案第２４号の討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第２、議案第２４号、令和３年度鋸南町国民健康保険特別会計予算については、

予算審査特別委員会委員長からの審査結果は、原案のとおり可決すべきとの報告であり

ます。 

お諮りいたします。 

予算審査特別委員会は、全議員による構成ですので、質疑を省略し、討論を行いたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認め、質疑を省略します。 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第２５号の討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第３、議案第１７号、令和３年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算については、
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予算審査特別委員会委員長からの審査結果は、原案のとおり可決すべきとの報告であり

ます。 

お諮りいたします。 

予算審査特別委員会は、全議員による構成ですので、質疑を省略し、討論を行いたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認め、質疑を省略します。 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第２６号の討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第４、議案第２６号、令和３年度鋸南町介護保険特別会計予算については、予算

審査特別委員会委員長からの審査結果は、原案のとおり可決すべきとの報告であります。 

お諮りいたします。 

予算審査特別委員会は、全議員による構成ですので、質疑を省略し、討論を行いたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認め、質疑を省略します。 

討論を行います。 
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討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第２７号及び議案第２８号の委員長報告 

 

○議長（青木悦子） 

ここで日程第５以降の議事についてお諮りいたします。 

日程第５、議案第２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算について及び日程

第６、議案第２８号、令和３年鋸南町水道事業会計予算についてを一括議題とし、予算

審査特別委員会委員長から予算審査の経過及び結果について、一括して報告を求めた後、

各議案について順次、質疑、討論、採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第２７号及び議案第２８号を一括議題とすることに決定いたしました。 

予算審査特別委員会に付託し、審査いただいた、議案第２７号、令和３年鋸南町鋸南

病院事業会計予算について、議案第２８号、令和３年度鋸南町水道事業会計予算につい

てを一括議題とします。 

予算審査特別委員会委員長から、審査の経過及び結果について報告を求めます。 

予算審査特別委員会、平島孝一郎委員長。 

〔予算審査特別委員会委員長 平島孝一郎 登壇〕 

〇予算審査特別委員会委員長（平島孝一郎） 

予算審査特別委員会に付託されました議案第２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業

会計予算及び議案第２８号、令和３年度鋸南町水道事業会計予算について、審査の経過

及び結果をご報告申し上げます。 

最初に議案第２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算ですが、本予算の審査
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は、去る３月８日に行いました。 

審査については、２月１２日の議員全員協議会での協議、本会議２日目の議案説明等

を経て、十分審議がなされたことから、各委員からの質疑がありませんでしたが、  

「一般会計において、不足する資金は、新型コロナ交付金で補填するとの説明があった

が、それにとどまらず、病院のあり方、経営の方法など時間をかけて議論、検討して対

策を立ててもらいたい。」との要望がありました。 

以上が審査の経過であり、討論省略ののち、採決の結果、令和３年度鋸南町鋸南病院 

事業会計予算については、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

以上で議案第２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算について、予算審査特

別委員会委員長としての報告を終わります。 

次に議案第２８号、令和３年度鋸南町水道事業会計予算の審査結果について、ご報告

申し上げます。本予算の審査は、去る３月８日に行いました。 

審査については、２月１２日の議員全員協議会での協議、本会議２日目の議案説明等

を経て、十分審議がなされたことから、各委員からの質疑、意見等は無く、討論省略の

のち、採決の結果、令和３年度鋸南町水道事業会計予算については、全員賛成で、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で、議案第２８号、令和３年度鋸南町水道事業会計予算について、予算審査特別

委員会委員長としての報告を終わります。 

〇議長（青木悦子） 

報告が終わりました。 

 

 

     ◎議案第２７号の討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第５、議案第２７号、令和３年度鋸南町鋸南病院事業会計予算については、予算

審査特別委員会委員長からの審査結果は、原案のとおり可決すべきとの報告であります。 

お諮りいたします。 

予算審査特別委員会は、全議員による構成ですので、質疑を省略し、討論を行いたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認め、質疑を省略します。 
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討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎議案第２８号の討論、採決 

 

○議長（青木悦子） 

日程第６、議案第２８号、令和３年度鋸南町水道事業会計予算については、予算審査

特別委員会委員長からの審査結果は、原案のとおり可決すべきとの報告であります。 

お諮りいたします。 

予算審査特別委員会は、全議員による構成ですので、質疑を省略し、討論を行いたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

異議なしと認め、質疑を省略します。 

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木悦子） 

討論がないようですので、討論を終了します。 

これより採決を行います。 

原案に賛成の議員の挙手を求めます。 

〔挙手 全員〕 

○議長（青木悦子） 

挙手全員。 
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よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

     ◎閉会の宣言 

 

○議長（青木悦子） 

これにて、今定例会に付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

よって、令和３年第１回鋸南町議会定例会を閉会いたします。 

皆さん、ご苦労さまでした。 

 

 

〔閉会のベルが鳴る〕 

 

 

……… 閉 会 ・午前１０時４０分 ……… 
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